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Ⅰ 建学の精神・大学の基本理念、使命・目的、大学の個性・特色等

1 仁愛大学の建学の精神・大学の基本理念

仁愛大学を設置する学校法人福井仁愛学園の創立は、明治 31(1898)年の「婦人仁愛

会教園」の創設に遡る。110 余年前の「婦人仁愛会教園」創設の経緯は以下のとおりで

あった。

真宗誠照寺派の僧侶であった創立者の禿了教は、明治 23(1890)年から 2 カ年をかけ

て、当時の先進諸国の実情を視察するためヨーロッパに渡った。その結果、西洋文明の

基盤にはキリスト教精神が強く流れており、人々は社会生活、家庭生活全般にわたりそ

の信仰を重んじ、その精神をもって人間教育が行われていることに深く感銘を受けて帰

国した。

そして我が国が近代国家として発展するためには、欧米のように宗教精神を基盤とし

た人間教育が重要であるという確信を持ち、了教が深く讃仰
さんごう

していた聖徳太子の仏教精

神に基づく人間教育を福井の地に展開する決意をした。その際、聖徳太子が我が国初の

教育・福祉の施設として四天王寺内に創設した「四箇院
し か い ん

」（施薬院・療病院・悲田院・

敬田院）のうち、教育施設に相当する「 敬
きょう

田院
でんいん

」に人間教育の範をとった。また、了

教が欧米視察の際に出会った女性たちの知性の高さに鑑み、日本が先進国に追いつくた

めには女子教育が不可欠であるとの信念から、福井の地にまず女性に対する教育の場を

設けることとし、長女すみとともに「婦人仁愛会教園」を創立したものである。

学園名の中の「仁愛」の語は、創立者了教の信仰の拠りどころである浄土真宗の根本

経典「仏説無量寿経」にある「仁愛兼済
じんあいけんさい

」（「仁と愛、兼ねて世を済
すく

う」）という言葉に

拠る。「仁愛」とは、「いのちあるものに対する尊敬と相互敬愛」を意味する。これは聖

徳太子を「和国の教主」として敬った浄土真宗の開祖親鸞聖人の「四海の内みな兄弟な

り」という生命の平等観に通じる精神でもある。また「兼済」の語は、「仁愛」の自覚

をもって自己のあるべき姿を確立すると同時に、他者のために身を捧げて生きる仏教の

慈悲にもとづく実践的活動の精神を意味する。この精神を受けて本学園は「美
うるわ

しい世

を拓
ひら

く灯となるために」を学是として人材育成に取り組んできた。

仁愛大学は、21 世紀を迎えた平成 13(2001)年に、この創立以来 100 年にわたる学園

の教育の伝統をベースとして、さまざまな課題を抱える現代社会において、「仁愛兼済」

の精神をもって、その解決にあたりうる人材を育成するための、新たな教育研究の場を

展開することを目指して開学したものである。

大学開学にあたっては、価値観や生活意識の多様化による生命の軽視、関係性の喪失

という問題に直面している現代社会において、人間の心の在り方や人間相互の繋がりの

問題を学術的に探求し解明していくことは本学園の学是に適うものであるとの認識か

ら、心理学科・コミュニケーション学科で構成する「人間学部」を開設した。

その後、この学是に基づきさらに専門性を深める場として平成 17(2005)年度に「仁

愛大学大学院心理学専攻」を開設、また平成 21(2009)年度からは、人間の具体的生活

の問題として浮上してきた子どもの教育と食育の問題を探求し支援する人材養成をめ
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ざして「人間生活学部」を開設した。

以上のように、すべての学部学科において「仁愛兼済」という仏教の人間観に基づく

本学園の建学の精神をもって社会に貢献できる人材を養成することを本学の基本理念

としている。

２ 仁愛大学がめざす大学像（大学の使命・目的、大学の個性・特色）

(1) 大学の使命・目的

本学の使命・目的は、学則第１条に記されているように「教育基本法および学校教育

法に遵い、すべてのいのちのつながりの尊重と相互敬愛の仏教精神を基本とし、豊かな

人間性の涵養と専門の学芸の教育研究を通して、社会の発展に貢献する有為な人材を育

成すること」である。

特に、本学の開学に当たっては、立地している越前市との公私協力型（市による校地

の提供及び施設整備の補助）で設置計画が進められたと同時に、地元に貢献する人材養

成についての強い要望のもとに設置にあたっては福井県からも支援を受けた。このこと

からも、地域社会において貢献できる人材育成と地域貢献は、本学の重要な使命と受け

止めている。

特に地域との連携については、平成 19(2007)年に越前市との間で「連携に関する協

定書」を締結し、教育や文化のほか、産業やまちづくり等、あらゆる面で相互協力を深

めることとし、大学としての知の資産の提供のほか、教員及び学生の地域貢献活動等も

積極的に推進している。

このため本学においては、「人間」を基本主題とする学部・研究科を教育・研究の基

盤とするとともに、附属心理臨床センター、宗教教育研究センター、地域共創センター

等の組織を整備し、建学の精神に沿った専門的人材育成と同時に、大学として地域社会

への貢献に寄与する活動に取り組んでいる。

(2) 大学の個性・特色等

本学は、開学後 12 年を経過したが、学園としては 110 年余の、また本学設置の母体

となった仁愛女子短期大学は半世紀近い歴史を有し、学園全体として地域に根づいた教

育研究活動を展開してきた。本学としても学園創立以来の建学の精神を継承しつつ、地

域の支援も受けながら、これを支える実践的人材の輩出に努めているところである。

まず、教育課程上の特色として、「仁愛兼済」の精神の理解を深めるため、各学部と

も教養教育の基礎に「全学共通科目」として、「仏教の人間観」、「人間と宗教」、「仏教

の思想」の 3科目を配置、また「学部共通科目」として「人間学関連科目」群を配置し

ている。これにより、専門的な知識のベースには「人間」理解が重要であることを、本

学の教育方針として明示している。

また、設置学部の構造からは、主として人間の心理や人間関係を主題とした「人間学

部」及び「大学院人間学研究科」に加えて、日常生活により密着した健康栄養や教育分

野を主題とする「人間生活学部」を設置し、これらが協調して人間の心理的側面と身体

的生活面の両面から車の両輪のごとく機能する総合的教育研究の場を展開しようとし
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ているのが本学の特色である。

一方、地域性に基づく特色としては、大学設置の経緯に加え、上述のような地域と連

携した取り組みのほか、入学者の受け入れ及び人材供給についても、際立った特色を有

している。

まず、本学在学者数に占める福井県内出身者の割合はこれまで概ね85～90％である。

これは高進学率の割に県内収容力がこれまで低かった福井県において、収容力を大幅に

引き上げたものとして地域から歓迎されている。

また、就職については、これまで就職希望者（大学院等進学者及び家事手伝い等を除

く）に対して、95％前後の就職率を維持してきた。また、就職者の約 90％が北陸三県

地域であり、その内の約 75～80％が福井県内に就職している。これは地域への人材の

供給の面からも、地域と密着した大学としての特色をあらわしているといえる。
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Ⅱ 仁愛大学の沿革と現況

所在地： 福井県越前市大手町 3－1－1

1 福井仁愛学園及び仁愛大学の沿革

明治 31 年(1898) 4 月 福井市毛矢町に「婦人仁愛会教園」(修業年限 3年)を創立。

明治 31 年(1898) 11 月 福井市宝永 4 丁目（現在の仁愛女子高等学校所在地）に移転。

明治 34 年(1901) 4 月 「仁愛女学館」に改称。

明治 38 年(1905) 4 月 「仁愛女学校」に改称。

大正 13 年(1924) 1 月 高等女学校令による「福井仁愛高等女学校」（修業年限4年）に改組。

昭和 20 年(1945) 7 月 福井空襲により全校施設焼失。

昭和 23 年(1948) 4 月 「仁愛学園女子高等学校」認可。 仁愛学園女子中学校併設。

昭和 23 年(1948) 6 月 福井大震災により再び全施設倒壊

昭和 26 年(1951) 3 月 私立学校法による学校法人福井仁愛学園発足。

昭和 28 年(1953) 4 月 高等学校に専攻科設置（短大設置の端緒となる）。

昭和 31 年(1956) 3 月 高校の名称を「仁愛女子高等学校」に変更。 仁愛学園女子中学校廃止。

昭和 40 年(1965) 4 月
福井市天池町に「仁愛女子短期大学」開学。

家政科（現生活科学学科）開設。

昭和 41 年(1966) 4 月
同 保育科（現幼児教育学科）開設。

「仁愛女子短期大学附属幼稚園」開園。

昭和 47 年(1972) 4 月 同 音楽学科開設。

昭和 57 年(1982) 4 月
同 国文学科開設。

武生市大手町に家政学科を移転、仁愛女子短期大学武生キャンパス開設。

平成 10 年(1998)10 月 仁愛学園創立 100 周年記念式典を挙行。

平成 13 年(2001) 4 月
「仁愛大学」開学。人間学部（心理学科・コミュニケーション学科）開設。

大学開設に伴い短期大学生活科学学科を福井キャンパスに移転。

平成 14 年(2002) 5 月 仁愛女子短期大学国文学科廃止。

平成 16 年(2004) 3 月 仁愛大学 厳グラウンド竣工。

平成 17 年(2005) 4 月 仁愛大学大学院 人間学研究科（心理学専攻）開設。

平成 21 年(2009) 4 月 仁愛大学 人間生活学部（健康栄養学科・子ども教育学科）開設。

平成 23 年(2011) 4 月 仁愛大学大学院 人間学研究科（臨床心理学専攻）に専攻名称を変更。

平成 23 年(2011)10 月 仁愛大学開学 10周年記念式典を挙行。
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２ 仁愛大学の現況

・学部構成                  （平成 25年 5 月 1日現在）

学部・研究科名 学科・専攻名

学 部

人間学部
心理学科

コミュニケーション学科

人間生活学部
健康栄養学科

子ども教育学科

大学院 人間学研究科 臨床心理学専攻

・学生数

  学部                        （平成 25年 5 月 1日現在）

学 部 学 科 1 年 2 年 3 年 4 年 合計

人間学部
心理学科 108 97 96 117 418

コミュニケーション学科 79 69 82 93 323

人間生活学部
健康栄養学科 87 81 66 74 308

子ども教育学科 51 49 44 52 197

計 325 296 288 336 1245

  大学院               （平成 25 年 5 月 1日現在）

研究科 専 攻 1 年 2 年 合計

人間学研究科 臨床心理学専攻 12 9 21

・教員数                               （平成 25 年 5 月 1 日現在）

所 属 等
専任教員

助手 兼任教員
教授 准教授 講師 助教 計

人間学部 14 12 6 1 33 2 36

人間生活学部 14 12 2 1 29 5 40

人間学研究科 9(8) 3(3) 3(3) 0 15(14) 1(1) 9

他の基本組織
0 0 0 1 1 0 0

附属心理臨床ｾﾝﾀｰ

合計 29 24 8 3 64 7 85

※人間学研究科のカッコ内は兼担教員数を示し、合計欄には兼担教員を除く。

・職員数           （平成 25 年 5 月 1 日現在）

正職員
その他の職員

(嘱託･パート･派遣職員)
合計

25 20( 9) 45

※その他の職員のカッコ内は非常勤カウンセラーの人数

を示し、合計には含まない。
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Ⅲ．「基準」ごとの自己評価

基準 1． 使命・目的等

１－１  使命・目的及び教育目的の明確性

≪1－1 の視点≫

1－1－① 意味・内容の具体性と明確性

1－1－② 簡潔な文章化

(1) 1-1 の自己判定

基準項目 1－1 を満たしている。

（2）1－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

1-1-① 意味・内容の具体性と明確性

仁愛大学は、本学園の建学の精神である「仁愛兼済」の理念に基づく教育研究を通し

て、現代社会の抱える諸問題の解決にあたる人材を育成していくことを目的としている。

このことは学則の冒頭第 1条に「すべてのいのちのつながりの尊重と相互敬愛の仏教精

神を基本とし、豊かな人間性の涵養と専門の学芸の教育研究を通して、社会の発展に貢

献する人材を育成する」として、明確に定めている。

この基本的な目的のもと、人間学部では、人間及び人間関係における具体的な問題の

解決と相互理解のための意志伝達の在り方についての有機的かつ多角的な教育研究を

通して、社会に貢献する人材を育成することを使命としている。

また、平成 21(2009)年 4 月に開設した人間生活学部も、現代の人間生活の諸課題に

関し、幅広い教養と専門知識を有する有為な人材を、人間学部と同様に「仁愛兼済」の

理念に基づく教育研究を通して育成していくことを使命としている。

なお、大学院人間学研究科は、人間学部を基盤として平成 17(2005)年に開設したが、

人間学部の理念・使命を継承しつつ、より精深な科学的知識や実践的知識に裏付けされ

た専門性を有する人材を育成することを使命としている。

両学部の各学科及び、大学院研究科の教育研究上の目的は、学則第３条の２及び大学

院人間学研究科規程第３条において明記しており、次に記すとおりである。

・人間学部心理学科は、人間の心理や行動特性に関する教授研究を通して、心理学の専

門知識と相談・援助の技術を有する人材を養成することを目的とする。

・人間学部コミュニケーション学科は、人間の相互理解と意思伝達に関する教授研究を

通して、コミュニケーション学の専門知識とコミュニケーションの技術を有する人材

を養成することを目的とする。

・人間生活学部健康栄養学科は、人間の食生活に関する教授研究を通して、栄養学の専

門知識と健康管理の技術を有する人材を養成することを目的とする。

・人間生活学部子ども教育学科は、子どもの教育と保育に関する教授研究を通して、教

育学の専門知識と子育て支援の技術を有する人材を養成することを目的とする。

・人間学研究科臨床心理学専攻は、人間学的視点と、心理に関する高度の専門知識を基

盤とした心理臨床のための研究能力と実践的技法の修得を目指す。このため、臨床心理
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士の資格取得に対応する教育課程を中心に構成し、社会での心理臨床に関する活

動分野に即応した専門的職業能力を付与する教育研究を展開する。

『学生便覧』をはじめ、他に明示されている使命や教育目的については、具体的で明

確であると判断している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料1-1-1】仁愛大学学則第１条「目的」

・【資料1-1-2】仁愛大学学則第３条の２「学部等の教育研究上の目的」

・【資料1-1-3】仁愛大学大学院学則第１条「目的」

・【資料1-1-4】仁愛大学人間学部／人間生活学部 学生便覧p.6「仁愛大学建学の理念」

・【資料1-1-5】仁愛大学大学院人間学研究科規程第3条

1-1-② 簡潔な文章化

1-1-①において解説を行った建学の精神「仁愛兼済」および使命目的については、『学

生便覧』『履修要項』において簡潔な文章で明示するとともに、ホームページでも掲載

している。

明示されている使命や教育目的は、具体的で明確に表現されていると判断している。

（3）1－1 の改善・向上方策（将来計画）

地方都市における本学程度の規模の私立大学にとって、経済情勢の悪化・雇用環境の

変化・人口減少・受験生の県外流出等の厳しい社会状況において、その存立発展を図っ

ていく為にとりわけ重要なことは、明確な建学の精神の下に教育・研究が展開されてい

ること、そして、地域社会との密接な関係・連携が適切に保持されていることである。

これらの点から判断すると、本学は建学の精神に基づき、これまで適切かつ堅実な運営

を行ってきたと言えるが、今後についても、大学を取り巻く環境の変化、社会のニーズ

の変化を捉えながら、現状の努力を継続していく。

1－2 使命・目的及び教育目的の適切性

≪1－2 の視点≫

1-2-① 個性・特色の明示

1-2-② 法令への適合

1-2-③ 変化への対応

（1）1－2 の自己判定

基準項目1－2を満たしている。
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（2）1－2 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

1-2-① 個性・特色の明示

本学の個性・特色は、建学の精神である「仁愛兼済」が本学が属する福井仁愛学園の

基本精神である。それは、２つの学部（４学科）と大学院研究科（１専攻）に共通する

ものであり、それぞれの学則に明確に定められている。大学の目的については学則第１

条に明示しており、教育研究上の目的についても、学則第３条の２において、学部学科

毎に定め明示している。また、アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディ

プロマポリシーの３ポリシーについても、学生便覧・大学ホームページにおいて公開す

ることにより、周知を図っている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料1-2-1】仁愛大学人間学部 学生便覧p.13「人間学部の3つのポリシー」

・【資料1-2-2】仁愛大学人間生活学部 学生便覧p.13「人間生活学部の3つのポリシー」

・【資料1-2-3】仁愛大学大学院人間学研究科臨床心理学専攻 履修要項p.6「3つのポ

リシー」

1-2-② 法令への適合

仁愛大学は、学則第１条に「本学は、教育基本法および学校教育法にしたがい、すべ

てのいのちのつながりの尊重と相互敬愛の仏教精神を基本とし、豊かな人間性の涵養と

専門の学芸の教授研究を通して、社会の発展に貢献する有為な人材を育成することを目

的とする」と定めており、学校基本法第83条の規定による「大学は、学術の中心として、

広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を

展開させることを目的とする」に適合している。

なお、その他法令等の遵守状況については「大学の運営及び質保証に関する法令等の

遵守状況【表3-2】」に示している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料1-2-3】大学の運営及び質保証に関する法令等の遵守状況 【表3-2】と同じ

1-2-③ 変化への対応

本学では、教育研究水準の向上、教育研究活動の状況の確認を行うため、２年毎に自

己点検評価を実施し、点検を行っている。また、FD推進委員会においては、毎学期にお

いて授業評価を行い、改善すべき点等については常に検討を行っている。これらの活動

を行うことにより、変化への対応を行っているといえる。

◇エビデンス集 資料編

・【資料1-2-4】仁愛大学自己点検・評価規程

・【資料1-2-5】仁愛大学FD推進委員会規程

・【資料1-2-6】仁愛大学自己評価報告書(平成21年・平成23年)
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（3）1－2 の改善・向上方策（将来計画）

使命・目的及び教育目的の適切性については、関係法令等との適合性について維持を

図りながら、社会の情勢に応じて対応すべく検討を行う。

1－3 使命・目的及び教育目的の有効性

≪1－3 の視点≫

1-3-① 役員、教職員の理解と支持

1-3-② 学内外への周知

1-3-③ 中長期的な計画及び3つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映

1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性

（1）1－3 の自己判定

基準項目1－3 を満たしている。

（2）1－3 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

1-3-① 役員、教職員の理解と支持

使命・目的については、学則第 1条に定められているほか、建学の精神の周知と同様

に、役員・教職員に対しては『仁愛大学諸規程』の冒頭に解説を加え、周知に努めてい

る。また、本学園の建学の精神と歴史を記した『和 (仁愛兼済)』と、仏典・讃仏歌等

を集約した『礼讃抄』をそれぞれ作成し、全教職員に配付している。なお、毎年度当初

に開催される学部合同教授会においては、学園長から建学の精神を交えた挨拶が必ず行

われている。これらにより、役員・教職員からは一定の理解と支持は得ていると判断し

ている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料1-3-1】冊子『和 (仁愛兼済)』

・【資料1-3-2】冊子『礼賛抄』

1-3-② 学内外への周知

仏教精神に基づく「仁愛兼済」の言葉に象徴される本学園の建学の精神について、教

職員に対しては『仁愛大学諸規程』、学生に対しては『学生便覧』の冒頭にそれぞれ記

載してその周知を図り、学期始めのオリエンテーションで説明するなどしている。新入

生全員に、本学園の建学の精神と歴史を紹介した出版物『和 (仁愛兼済)』と、仏典・

讃仏歌等を集約した『礼讃抄』とを配付し、建学の精神の理解と、仏教精神への感性の

涵養・醸成を図るよう努めている。さらに、教育課程においては、建学の精神の理解を

促進するための科目として、「仏教の人間観」（必修）、「人間と宗教」、「仏教の思想」の

3 科目を開設している。特に、1 年次前期に開講される「仏教の人間観」においては、

カリキュラムの一部を充てて学園長が講話を行い、直截的な建学の精神の周知理解への
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教育的取り組みを行っている。

学外に対しては、大学案内や学園報『仁愛』等の印刷物、学園及び大学のホームペー

ジ、公開講座や各種イベント等を通して示している。

また、キャンパス内においては、建学の精神を象徴するシンボルタワー（聖徳太子の

像を中心に合掌する姿を表す鉄骨製のタワー）をはじめ、各種の碑やモニュメントを配

置し、折にふれ建学の精神が学生・教職員はもとより来学者にも視覚的に伝わるよう配

慮している。また、これらのモニュメントの意味と願いについても、『学生便覧』に解

説が記載され、理解が図られるよう配慮している。

大学の使命・目的の学内外への公表については、オープンキャンパスの来学者や受験

者及びその保護者ほか一般に配布している『大学案内』や就職開拓活動のため企業や団

体への依頼や訪問を行う際に利用するパンフレット等に、本学の目指す人材育成の使命

や目的に関する事項も記載し、わかりやすく伝えることに努めている。また、これらを

記載している『仁愛大学諸規程』の中の「学則」や『学生便覧』を大学ホームページに

掲載し、学外者が自由に閲覧できる環境を整えている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 1-3-3】仁愛大学人間学部／人間生活学部 学生便覧 p.6「建学の理念」

・【資料 1-3-4】仁愛大学人間学部／人間生活学部 学生便覧 p.71「学則第３条の２/教

育研究上の目的」

・【資料 1-3-5】仁愛大学諸規程冒頭部分

・【資料 1-3-6】仁愛大学 HP 情報公開のページ

・【資料 1-3-7】仁愛大学大学案内

・【資料 1-3-8】企業向けパンフレット

・【資料 1-3-9】学園報『仁愛』（平成 24年秋号・平成 25年春号）

・【資料 1-3-10】シラバス「仏教の人間観」

1-3-③ 中長期的な計画及び3つの方針等への使命・目的及び教育目的の反映

本学園においては、平成23(2011)年度から中長期計画を策定し、学園内の各学校にお

いて重点方針を定め、達成へ向けた具体的な施策について検討を行っている。中長期計

画の策定にあたっては、大学のこれからの使命・目的及び教育目的について包括し策定

されている。また、その策定にあたっては、大学からも管理職の教職員が参画しており、

３つの方針等に使命・目的及び教育目的が反映されているものと判断している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料1-3-11】福井仁愛学園中長期推進委員会委員一覧

・【資料1-3-12】福井仁愛学園中長期策定室委員一覧

・【資料1-3-13】学校法人福井仁愛学園 中長期計画
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1-3-④ 使命・目的及び教育目的と教育研究組織の構成との整合性

本学は、人間学部(心理学科、コミュニケーション学科)、人間生活学部(健康栄養学

科、子ども教育学科)及び大学院人間学研究科臨床心理学専攻を設置している。

人間学部には心理学科、コミュニケーション学科を併置し、学生規模(収容定員)は心

理学科 400 人、コミュニケーション学科 400 人の計 800 人となっている。人間学部は、

生命の軽視や社会的連帯感の喪失という風潮の強まる現代社会において課題となって

いる人間の在り方について、仏教的生命観を基盤とした視点での教育研究を行う場とし

て開設したものであり、特に「関係存在」をキーワードとして、人間の関係性を明らか

にするとともに、これを良好に維持するための方途に関する教育研究を課題としている。

平成 21(2009)年 4 月に開設した人間生活学部には、健康栄養学科及び子ども教育学

科が設置され、その学生規模(収容定員)は健康栄養学科 310 人、子ども教育学科は 190

人の計 500 人となっている。人間生活学部は、人間生活の在り方について、教育研究を

行う場として開設したものである。

大学院人間学研究科臨床心理学専攻は、人間学部の理念・使命を継承しつつ､より精

深な科学的知識や実践的知識に裏づけされた専門性を有する人材を育成することを使

命としている。

学部学科以外の機関として、建学の精神に関する研究と教育的実践を推進するため、

開学時より「宗教教育研究センター」を組織し、学生・教職員を対象とした月例の

「讃仏会
さんぶつえ

」の実施のほか、聖徳太子や親鸞の教説あるいは「いのち」を主題とした公開

講座や出版・センター報『響流
こ う る

』の発行等の広報活動を行っている。また、平成 15(2003)

年度に開設した「附属心理臨床センター」は、心理臨床の実践ならびに研究を通じて、

本学の地域貢献活動の一環として一般来談者へのカウンセリング等の相談援助活動を

行うことや教育関係者等を対象として研修会を実施するとともに、臨床心理学を学ぶ大

学院生等の実習施設として位置づけられている。また、地域連携活動に関わる推進・支

援を目的として平成 16(2004)年度に地域連携室を設け、平成 25(2013)年度からは部署

を拡充し「地域共創センター」としている。

これらの連携の在り方については、人間学部では専任教員の全員が参加する「学部教

授会」があり、さらにその学部に含まれる各学科にはそれぞれ「学科会議」がある。学

部教授会における議題のうち、その必要のあるものは、各学科会議において検討され、

逆に学科会議での検討・要望事項は学部教授会において審議・決定されることによって、

学部全体としての統合が図られている。ほかに大学院担当教員によって、「研究科会議」

がもたれているが、研究科会議メンバーは教授会メンバーを兼ねているため、学部と大

学院との連携は問題なく保たれている。同様に、人間生活学部においても、「学部教授

会」及び「学科会議」を置き、適切に相互の関連性を保つよう運営がなされている。

さらに学部・学科と大学院等の教育研究の基本組織並びに学生部及び附属図書館のほ

か、各センター等の部局の長等により構成される「評議会」において、学長の指揮のも

とに全学的な調整及び連携が図られている。また、教育研究上の大学全体としての諸課

題について検討するため評議会のもとにいくつかの全学委員会をおくとともに、学部ご

とに必要に応じ学部委員会を設置している。

建学の精神・大学の基本理念と、それに立脚する大学としてのより具体的、現実的な
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使命・目的は明確に定められ、明文化されている。また、本学の設置学部等の構成から

も、学園及び大学の理念に即した分野での教育研究と人材育成の取り組みが行われてお

り、大学の使命・目的が構造的にも表現されているといえる。それらの学内外への周知

についても、印刷物やホームページでの公表等の手段に加え、学内的には、教育課程へ

の反映及びキャンパス環境の設定や宗教教育センターによる活動、学外的にも地域共創

センターを中心とする諸活動を通じて一定の取り組みが行われており、使命・目的及び

教育目的と教育研究組織との構成は整合していると判断する。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 1-3-14】平成 25 年度仁愛大学運営組織

・【資料 1-3-15】宗教教育研究センター報『響流』

(3) 1-3 の改善・向上方策（将来計画）

使命・目的及教育目的の有効性については、基準 1－3 のそれぞれ視点から判断する

と、有効性を保っているといえる。これからも、建学の精神に基づいた教育理念並びに

教育目的の有効性について点検を行い、時代を見据えた将来計画の策定を進める。

[基準 1の自己評価]

本学は、学園の建学の精神である「仁愛兼済」の理念に基づき、学則第 1条に目的と

して「すべてのいのちのつながりの尊重と相互敬愛の仏教精神を基本とし、豊かな人間

性の涵養と専門の学芸の教育研究を通して、社会の発展に貢献する人材を育成すること

を目的とする」と明確に掲げている。そして、これらの理念に基づいた教育研究上の目

的を定め、教育研究活動を推進している。また同様に、建学の精神に基づき、使命・目

的及び教育目的並びに３つのポリシーについても明確に定めている。

このように、基準 1において定められている各項目について点検を行った結果、本学

は基準 1に定められている各項目について基準を満たしていると判断する。
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基準 2．学修と教授

2－1 学生の受入れ

≪2－1 の視点≫

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

（1）2－1 の自己判定

基準項目 2－1 を満たしている。

（2）2－1 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-1-① 入学者受入れの方針の明確化と周知

【事実の説明】

本学の入学者受入れの方針（アドミッションポリシー）については、以下のように定

めている。(【資料 2-1-1】～【資料 2-1-5】)

本学園の建学の精神である『仁愛兼済』を基盤に、人間の関係性を明らかにし、それ

を良好に維持することを目的として、現代の諸課題の解決の支援にあたる人材の育成を

めざしており、目標に合致した学生を受け入れている。

人間学部では、社会や個人の諸問題を解決できる人材の育成のため、自己を理解･表

現しつつ、異文化や他者を理解し、論理的に物事を分析でき、社会やそこに暮らす人々

と積極的に関わりを持とうとする学生を求めている。特に、心理学科では現代に生きる

人間の心理・行動に関わる諸問題の理論的解明と実践的解決を目指す人、コミュニケー

ション学科では現代社会における良好な人間関係を形成し、国際化・情報化社会で活躍

できる外国語能力、情報処理能力を身につけようとする人を求めている。

人間生活学部は、現代の人間生活における諸課題に関して地域との持続的な協力と共

生社会実現に貢献することを目指している。健康栄養学科では、管理栄養士免許取得を

目標に学習する意欲のある人。いのち、食を大切に考え、健康の保持増進に興味・関心

の高い人。協調性を有し、社会活動への応用能力を身につけたいと願っている人を求め

ている。また、子ども教育学科では、４年間の学びを通して保育士、幼稚園教諭、小学

校教諭、児童厚生員となるために求められる知識・技能を修得する強い熱意と意欲を持

った人。人との関わりを大切にし豊かな人間性と周囲との協調性を備え、何ごとにも積

極的に取り組む人。保育者・教育者等を目指すのにふさわしい基礎的で幅広い学力を有

し向上心と探究心を有する人を求めている。

大学院については、心理学の基礎的な知識をもち、論理的かつ柔軟な思考ができる人、

向上心をもって大学院での活動に真摯に取り組む姿勢をもつ人、他者の立場に立って感

じ、考え、他者と安定した人間関係を構築することができる資質をもった人、高度専門

的職業人として社会に貢献する強い意欲をもつ人を求めている。

これらの受入れ方針を受験生・保護者に対しては、募集要項、大学案内やホームペー

ジなどを通じて周知に努めている。

高校の教員に対しては、教員と入試・広報課職員３人が北陸３県及び、新潟、長野、
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岐阜、滋賀県の高校を訪問し、情報提供を行っている。入試・広報課職員は、入試に関

する説明だけを行うのではなく、学生の出身高校に対して現状報告を行っている。北陸

３県の教員を対象とした説明会は、毎年５月に本学、金沢市、富山市で行っている。

高校生に対しては、模擬授業、高等学校内での進路説明会、各県での会場進路相談会、

オープンキャンパスにおいて、本学の魅力、各学科の説明等を行っている。主に、模擬

授業は各学科教員が、説明会や会場形式説明会は各学科教員及び入試・広報課が担当し

ている。

平成 24(2012)年度の実績は、①高校訪問（305校：福井県 40 校、石川県 38校、富山

県 40 校、新潟県 80 校、長野県 45 校、岐阜県 32 校、滋賀県 10 校、愛知県 10 校、静岡

県 10 校）、②教員対象説明会(福井県 33 校 40 人、石川県 9 校 9 人、富山県 9 校 9 人)

③会場形式進学説明会（43会場 652人）、④校内説明会（76回 1,721 人）⑤高等学校へ

の模擬授業（32 回 772 人）、⑥出前授業（2 回 2 校 4 講座 99 人）、⑦オープンキャンパ

ス（年５回開催、1,260 人参加）である。(【資料 2-1-6】～【資料 2-1-8】)

・オープンキャンパスについて

開学当初は年に2回開催していたが､広く大学を知ってもらうために平成16(2004)年

度より年 5 回（6 月、7 月、8 月、9 月、12 月）開催している。高等学校教諭・予備校

及び学習塾の講師の助言や、受験生自身が自分の目で大学を確かめたいという意識もあ

り、参加者数は増加傾向にある。内容としては、学科説明・模擬授業・入試説明・進学

相談コーナー・学生と語ろう・キャンパスツアー・各種体験コーナー・学内見学・推薦

入試対策講座・センター試験対策講座・英検対策講座等を実施している。

特に、学部学科案内や進学相談コーナーでは、各学科の教員が本学の教育理念、方法

及び内容等を受験生に説明し、また質問に答えることによって本学のアドミッションポ

リシーを伝えるように努めている。

本学のオープンキャンパスの特徴の一つとして、在学生によるスタッフ運営活動があ

る。これは開学年度より続いているもので、学生の自発的参加によるものである。毎回

60 人程度の学生スタッフが、受付、キャンパス案内、学生生活の紹介、学習内容のプ

レゼンテーション等広範な部門で活躍しており、来場者の評価も高い。この学生スタッ

フの活躍はそのまま来場者に対する本学のアドミッションポリシーのアピールとなっ

ている。

なお、オープンキャンパスの内容については、毎年参加者に対して行っているアンケ

ート結果を参考にしてプログラムを工夫している。

入学者受入れの方針は明確に定められており、それらの周知についても、適切に行わ

れていると判断している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 2-1-1】2014 年仁愛大学案内

・【資料 2-1-2】2013 年学生便覧(人間学部／人間生活学部) p.13  3 つのポリシー

・【資料2-1-3】仁愛大学大学院人間学研究科臨床心理学専攻 履修要項p.6「3つのポリ
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シー」

・【資料 2-1-4】2013 年入試ガイド(学生募集要項)

・【資料 2-1-5】ホームページ http://www.jindai.ac.jp/admissions/policy.html
・【資料 2-1-6】心理学科ナビ.pdf

・【資料 2-1-7】高校訪問実績校数／進学説明会実績

・【資料 2-1-8】模擬授業一覧／出前授業一覧

・【資料 2-1-9】オープンキャンパス集計表

2-1-② 入学者受入れの方針に沿った学生受入れ方法の工夫

「仁愛大学入学者選抜規程」に基づいた入試事務局が中心となり、入学者選抜に必要

な事務処理を行い、各学部・学科の教員が協力している。入学者の決定は、アドミッシ

ョンポリシーに沿って、判定原案作成会議から出された原案を基に判定教授会で審議さ

れ、学長承認という流れによって、公正かつ適切な方法で行われている。なお、入学試

験の方法や実施・学生募集等に関する事項については、各学部の入試委員会と入試広報

委員会が連携を図っている。

大学院においても、学部生と同様にアドミッションポリシーに沿った手続きが踏まれ

ている。

本学で実施する入学試験は、①一般入学選抜試験（前期日程・後期日程）、②推薦制

入学試験(指定校・プレゼンテーション・公募Ⅰ期・公募Ⅱ期・公募Ⅲ期)、③大学入試

センター試験利用入学試験(センタープラスⅠ期・センタープラスⅡ期・センター利用

Ⅰ期・センター利用Ⅱ期・センター利用Ⅲ期)、④編入学試験、⑤大学院入学試験であ

る。

さらに、特別な入学試験として、⑥社会人入学試験、⑦海外帰国生入学試験、⑧外国

人留学生入学試験を実施している。

このように多様な入学試験を実施しているが、すべての入学試験において前述の受入

れ方針すべてを同等に扱うことは困難なことから、いずれかに重点をおいた入学試験形

態をとっている。

主として「進学の目的が明確な学生」を受入れる入学試験とて、指定校制推薦入試を

行っている。また、コミュニケーション学科では学科の特性を活かした入試としてプレ

ゼンテーション推薦入試を行っている。また、進学の目的が明確で主として基礎学力を

身につけている学生を受入れる入学試験として公募制推薦入試（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）を

行っている。

主として「高等学校の教育課程を修了して、一定の基礎知識や基礎学力を身につけて

いる学生」を受入れる入学試験として、一般試験（前期・後期）、大学入試センター試

験利用（Ⅰ期、Ⅱ期、Ⅲ期）、センタープラス入試を行っている。

多様な入学試験を実施することによって、入学者受け入れ方針に沿った幅広い視野を

持った学生が受け入れられている。すなわち、アドミッションポリシーに沿って､入学

者選抜等を公正かつ妥当な方法により、適切な体制のもとに運用していると判断してい

る。
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◇エビデンス集 資料編

・【資料 2-1-10】仁愛大学入学者選抜規程

・【資料 2-1-11】入試委員会規程

・【資料 2-1-12】入試広報委員会規程

・【資料 2-1-13】2013 年入試ガイド(学生募集要項) 【資料 2-1-4】と同じ

2-1-③ 入学定員に沿った適切な学生受入れ数の維持

本学の入学定員は、人間学部において心理学科95人、コミュニケーション学科95人、

人間学部全体で 190 人であり、平成 21(2009)年に新設された人間生活学部において健

康栄養学科 75人、子ども教育学科 45人、人間生活学部全体で 120 人である。これに 3

年次編入学の定員心理学科 10 人、コミュニケーション学科 10 人、健康栄養学科 5 人、

子ども教育学科5人で学部全体30人をあわせ、学部の収容定員を1,300人としている。

大学院に関しては、1 学年の定員を 12 人としている。(【資料 2-1-4】「2013 年度学生

募集要項」に示すように明示し､周知を図っている。)

開学以来、入学者数は全学で収容定員を 1割強上回る程度を確保してきていたが、平

成 23(2011)、24(2012)年度に関しては定員を下回った（表 2-1-1）。

子ども教育学科は開設以来、定員を満たしてきているが、心理学科・健康栄養学科に

ついては定員を僅かに下回った年度もあった。コミュニケーション学科は平成 20 年度

以降、定員割れが続いている。

各学部・研究科における過去の入学者数並びに在学者数は以下の表の通りである。

表 2-1-1 入学者数の推移(過去 5 年間)

人間学部 人間生活学部
研究科

（定員 12 人）心理学科

（定員 95人）

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

（定員 95人）

健康栄養学科

(定員 75人)

子ども教育学科

(定員 45人)

21 年度
101

(1.06)
78

(0.82)
74

(0.99)
46

(1.02)
9

(0.75)

22 年度
118

(1.24)
90

(0.95)
81

(1.08)
54

(1.20)
11

(0.92)

23 年度
99

(1.04)
85

(0.89)
71

(0.95)
46

(1.02)
9

(0.75)

24 年度
94

(0.99)
65

(0.68)
81

(1.08)
49

(1.09)
9

(0.75)

25 年度
108

(1.14)
79

(0.83)
87

(1.16)
51

(1.13)
12

(1.00)

※カッコ内の数字は定員充足率を示す。

表 2-1-2 過去 5 年間の在籍者数推移

人間学部 人間生活学部 研究科

(収容人員 24

人)
心理学科

(収容定員 400 人)

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ学科

(収容定員 400 人)

健康栄養学科

(収容定員 310 人※)

子ども教育学科

(収容定員 190 人※)

21 年度
426

(1.06)
365

(0.91)
74

(0.99)
46

(1.02)
21

(0.88)
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22 年度
443

（1.10）
374

（0.94）
153

（1.02）
99

（1.10）
20

（0.83）

23 年度
431

（1.08）
340

（0.85）
225

（0.98）
143

（1.02）
19

（0.79）

24 年度
419

(1.05)
318

(0.80)
298

(0.96)
190

(1.00)
18

(0.75)

25 年度
418

(1.05)
323

(0.81)
308

(0.99)
196

(1.03)
21

(0.88)

※在籍者数は各年度の5月1日現在の人数。カッコ内の数字は収容定員充足率を示す。

※21～23 年度の人間生活学部の定員充足率は学年進行中であるため、1年次の入学定

員に対する充足率を示す(また、収容定員も異なる)。

全学では一部の年度において定員割れの状況にあるが、入学定員に沿った適正な人数

の学生を受入れる状況が概ね維持されていると判断している。しかし、コミュニケーシ

ョン学科は定員割れが恒常化していることから、定員確保に向けた対策が必要である。

また、編入学に関しても定員割れの恒常化が見られることから、募集体制や定員見直し

等の対策が必要であり、大学院についても定員を満たした年度は少なく､広報体制の見

直しが必要と判断している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 2-1-14】学部、学科別の志願者数、合格者数、入学者数の推移（過去 5 年間） 【表

2-1】と同じ

（3）2－1の改善・向上方策（将来計画）

心理学科では、平成 24(2012)年度に実施された将来構想委員会において「学科の認知度

や魅力の向上」を目的として掲げ、補助資料の作成やオープンキャンパス時の企画数の増設

などに取り組んでいる。

コミュニケーション学科は、開設されてから入学者定員を確保できた年度が 3回しか

ない。そのため、平成 24(2012)年度には、学科広報の強化・出前授業の実施・オープンキ

ャンパスにおける受験生対応の改善の３点について取組みを開始したが、際立った成果は見

えていない。したがって、的を射た定員確保対策を実現していくために、徹底的な現状分析

(すなわち定員割れの根本原因の究明)が求められている。そのため将来構想委員会において

「定員対策」が案件として設けられたが、未だ原因究明には至っていないが早急に結論が得

られるように努める。

一方、入学定員を満たしている学科においても、中途退学等によって収容定員を下回る状

況も起きている。その対応策として、学生との相談窓口や相互連絡を親密に行える体制づく

りの一つとして、「オフィスアワー制度」を導入し、改善を目指す。
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2－2 教育課程及び教授方法

≪2－2の視点≫

2-2-①教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化

2-2-②教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発

（1）2－2の自己判定

基準項目 2－2を満たしている。

（2）2－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-2-①教育目的を踏まえた教育課程編成方針の明確化

本学の教育課程編成方針（カリキュラムポシー）については、下に掲げるとおりであ

る。本学では、各学科及び研究科が教育研究上の目的に基づいて教育目標を設定し、そ

れに応じたカリキュラムポリシーを明示している。

このカリキュラムポリシーは、学生便覧、入学案内、大学ホームページ等に明示して

いる。

カリキュラムポリシー

人間学部   

人間学部は、教育目的である、人間および人間関係に関する幅広い教養と専門知識を

修得達成のため、「学部共通科目」と「専門科目」を置いています。

「学部共通科目」においては、建学の精神に基づく人間性の涵養、学部教育の基盤とし

て必要な学芸と実際的な知識の修得および大学生としての基礎的能力を養います。

「専門科目」においては、両学科とも以下のような「基幹科目」と「応用科目」を設定

しています。

心理学科

心理学科の教育目的である、心理学の専門知識と相談・援助の技術を有する人材養成

のため、「基幹科目」として、1 年次から 3 年次にかけて「心理学基礎」と「心理学専

門」の２科目群を設け、心理学の研究方法や基礎的知識を学びます。また、少人数制に

よる心理学実験や演習を通じて、実践的な技能・技術を修得します。

「応用科目」としては、3年次より、産業社会や福祉社会に貢献できる人材を育成する

ために、以下の 3系の科目を設定し、選択履修します。

「産業・社会系」：産業・社会集団で活かせる心理学の知識の修得

「臨床・福祉系」：教育・医療・福祉分野等で他者理解に基づく相談・援助能力の育成

「行動・支援系」：医療・福祉分野等で心理的および行動的側面から生活支援を行なえ

る能力を育成

また、問題設定・解決能力の涵養のため、3年次より「心理学特別演習」を履修させ、

教員の個別指導のもとに主体的な学修を進め、学習成果の発表・討議を通じて卒業研究

に結び付けています。

さらに、スクールカウンセラー等の高度な専門家をめざす人材育成のために、臨床心
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理学の知識を修得させ、臨床心理士の受験資格が得られる本学大学院修士課程臨床心理

学専攻への進学指導も行なっています。

コミュニケーション学科

コミュニケーション学科の教育目的である、コミュニケーション学の専門知識と高度

なコミュニケーション能力を有する人材育成のために、「基幹科目」として、1年次から

3年次にかけて「人間関係・コミュニケーション系」、「社会・文化系」および「言語系」

の 3系科目群を設け、人間関係とコミュニケーションの基礎理論を中心に、コミュニケ

ーションに関わる社会・文化の知識や言語学的知識を幅広く修得するとともに、日本語

および英語についての実践的運用能力を養い、社会人基礎力の基盤形成を行ないます。

「応用科目」としては、2年次から、より専門的なコミュニケーション能力技術を有す

る人材育成のために、以下の 3系の科目を選択履修します。

「企画・表現系」：企画発想能力と媒体を用いた効果的な表現能力の育成

「英語コミュニケーション系」：英語による高度のコミュニケーション能力の育成

「現代社会系」：社会の実体を多様な視点から探求する能力の育成

また、3年次より、インターンシップ等のキャンパス外での体験学習や、卒業研究に

結びつく「コミュニケーション特別演習」を通じて、それぞれの系における専門性を深

め、社会におけるコミュニケーションに関する様々な課題の解決に主体的に取り組むこと

ができる実践的能力の向上を図っています。

さらに、上記の履修を通じて、中学校および高等学校英語教諭一種免許状、社会調査

士資格および日本語教員養成講座修了証が取得できます。

人間生活学部

人間生活学部では、「仁愛兼済」という仏教精神に立脚し「人間生活の在りよう」を

主題とした教育研究をとおし、今日の具体的な諸問題の解決に当たりうる確かな知識、

技能と、幅広い教養を身につけた専門的人材を育成することを目的としています。その

ために、「学部共通科目」と「専門科目」を置いています。

「学部共通科目」においては、建学の精神である仏教精神に基づく人間性の涵養と幅

広い視野から物事をとらえ、高い論理性と的確な判断を下すことができる力を養います。

ここでは、全学共通科目、人間学関連科目､環境・健康生活科目、外国語科目、情報科

目の５つの系に分けて開設しています。また、人間生活の様々な領域の中でも、少子・

高齢化の進む今日において真に健康な人間生活を歩むうえで特に社会的要請が高く、そ

れを支援する人材養成が必要とされている「健康・栄養」分野および「子ども」分野を

中心に据え、それぞれ「健康栄養学科」および「子ども教育学科」を設置し、それぞれ

の専門性に合わせた「専門科目」を置いています。
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健康栄養学科

健康栄養学科の教育課程は、厚生労働省の定める管理栄養士養成施設としての指定科

目を中心に、管理栄養士国家試験受験資格および栄養士免許が取得できるように編成し

ています。また、栄養教諭一種免許状、食品衛生管理者、食品衛生監視員の資格取得に

も対応できる編成となっています。

専門科目

①基礎分野

専門分野の学習に必須の「基礎化学」、「基礎生物学」、「分析化学」、「有機化学」の基

礎知識及び「生命科学」を学びます。当該分野の学習が不十分な学生を対象として、理

系科目の基礎能力の平準化を図ります。

②専門基礎分野

社会・環境と健康、人体の構造と機能及び疾病、食べ物と健康の観点から管理栄養士

として必要な基礎知識を学びます。

③専門分野

栄養と食に関する高度な専門知識と技術を修得します。健康・栄養に関わる理論と実

践を並行して学びます。

④特別演習・卒業研究

自らの研究テーマを見つけ総合的に研究することにより、問題解決能力を高め、着眼、

計画設定、情報収集、データ分析、文書作成など多岐にわたる実践力を身に付け、学習

の成果を「卒業研究」にまとめます。

⑤関連科目

人間理解やコミュニケーション能力の向上に役立つ、「生涯発達心理学」、「食文化論」

など食に関する文化の学習、「国際食糧・栄養情報論」など広範な知識を身に付けます。

⑥健康栄養学科教職科目

栄養教諭一種免許状取得のために編成した教職科目を学びます。

子ども教育学科

子ども教育学科の教育課程は、4年間で小学校教諭、幼稚園教諭、保育士、児童厚生

一級指導員の免許・資格を取得できるように編成されています。本学科では、ディプロ

マ・ポリシーを実現するために、次のような方針で教育課程を編成し、それをカリキュ

ラム・ポリシーとして明文化しています。

専門科目

①基幹科目

初等教育の関連主要科目と保育教育の“保育の本質・目的の理解に関する科目”を中

心に、保育教育の基本概念を学びます。

②展開科目

初等教育の“教科に関する科目”と“教職に関する科目”の各教科の指導法、保育内

容の指導法を学びます。

③実践演習・総合演習・実習科目
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免許・資格の取得に係る学外実習とその事前事後指導に係る科目を中心に、保育教育

の実践力や豊かな人間性を身に付けます。

④特別演習・卒業研究

自らの研究テーマを見つけ総合的に研究することにより、問題解決能力を高め、着眼、

計画設計、情報収集、データ分析、文書作成など多岐にわたる実践力を身に付け、学修

の成果を「卒業研究」にまとめます。

⑤関連科目

子育て支援に係る基本的な知識・技能のベースとなる「子育て支援論」、「子育て支援

演習」、コミュニケーション能力、実践力、表現力、感性を高める「子どもの映像文化」、

「子どもの発達臨床」、「絵本・児童文学論」、食育や発達臨床の知識を身につける「子

どもと食育」、「子どもの発達臨床」、児童厚生員の資格取得に必要な「児童館論」、「自

然体験」などを学びます。

2) 研究科（人間学研究科臨床心理学専攻）

本研究科は、人間学的視点と、心理学に関する高度の専門知識を基盤とした心理臨床

のための研究能力と実践的技法の獲得をめざします。このため、当面、社会的ニーズの

高い臨床心理士の資格取得に対応する教育課程を中心に構成し、社会での心理臨床に関

する活動分野に即応した専門的職業能力を付与する教育研究を展開します。

すなわち、

○ 教育・学校分野‥スクールカウンセラーとして児童生徒や保護者からの相談に応じ

支援を行ないます。

○ 医療・福祉分野‥医療の現場や、障害・高齢者等福祉の現場における臨床心理的サ

ービスを行ないます。

○ 産業・組織分野‥企業等の組織活動における心理的問題解決の支援を行う等の分野

を修了後の活動の場として想定し、これらの分野において必要な面接相談、心理査定等

の高度な専門的知識と技能を修得します。このため、各分野における事例研究、調査研

究、実習を中心に、臨床心理に関わる実践的研究を行ないます。これにより、臨床心理

士等の資格取得が可能な高度な専門的職業人の養成を図ります。

人間学研究科臨床心理学専攻の教育課程は、日本臨床心理士資格認定協会の第 1種指

定大学院としての教育課程を基盤とし、理論・実践・研究の３領域における総合的な能

力を育成するため、次の点を重視した教育課程の編成を行ないます。

（１）臨床心理学およびその近接領域における専門的な知識を習得し、その知識を実践

に生かせる能力を育成します。

（２）教育、医療、福祉、の現場における研修及び附属心理臨床センターでの研修を通

し、心理臨床における実践的な能力を育成します。

（３）専門的な知見及び臨床実践を研究論文としてまとめることにより、研究能力の育

成を培います。
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本学の教育課程編成方針（カリキュラムポシー）は明確に定められており、それらの

周知についても、適切に行われていると判断している。

◇エビデンス集 資料編

・本文中に掲載

・【資料 2-2-1】2013 年学生便覧(人間学部／人間生活学部) p.13  3 つのポリシー

・【資料2-2-2】仁愛大学大学院人間学研究科臨床心理学専攻 履修要項p.6 「3つのポ

リシー」

・【資料 2-2-3】ホームページ http://www.jindai.ac.jp/about/policy.html

2-2-②教育課程編成方針に沿った教育課程の体系的編成及び教授方法の工夫・開発

教育課程のあり方に関する事項については、教育課程委員会が組織されており､各学

部専門科目の編成に関しては教務委員会が組織されている。また、教授方法の改善・向

上のために、基準 2-6 で述べるように FD推進委員会が活動を行っている。

各学部・学科における授業方法の工夫・開発については、以下のとおりである。

1) 学部

① 人間学部

ア 自由選択科目の設定

専門科目の一部を、他学科専門科目の関連分野又は人間学部共通科目の履修をもって

置き換えることができる自由選択科目を設定することで、幅広い教養あるいは関連知識

を中心とする学習を進めることができる。この方式により、両学科学生の相互研鑽と専

門知識の学際的な交流に資する。

イ 基礎演習の実施

初年次教育として、1年次前期に「基礎演習（必修、2単位）」を開講している（平成

23 年より通年隔週化）。専任の担当教員の指導のもと、学習の動機づけを行いながら、

大学における学習方法や研究方法を修得させている。また、自校教育、図書館利用方法

のガイダンスや個別面談なども実施し、教員・クラス学生との交流を通して、新入生が

できるだけ早く大学生活に順応することを促している。

ウ 英語教育における習熟度別授業の実施

｢英語Ⅰa｣については入学時に、「英語Ⅱa」については 1 月にプレイスメントテスト

を実施し、習熟度別のクラス編成による授業を展開し、教育効果を上げている。

エ 情報教育における選択受講制及び単位認定制度の実施

高校教育においては、普通科に教科「情報」が必修化される等、情報教育が重要視さ

れてきている。しかし、大学入学時における学生の能力差は、依然として縮小されてい

ない。1年次においては、情報リテラシーに不安を持つ学生を対象とした初歩からの教

育（「情報リテラシーa・b」）を受講させるが、すでに基礎的な知識・技能を有している

学生には、さらに高度な内容の教育（「情報活用 a・b」）を選択受講できるカリキュラ
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ム設定を行っている。さらに、本学が指定した資格や検定に合格している学生に対して

は、単位認定制度により受講免除を行い、教育内容の質やレベルを保つ工夫をしている。

特に、初心者を対象とした「情報リテラシー」の授業については、1 クラス 40 人程度

の人数に抑えて、教員 1人にアシスタント 1人を付けて教育効果を上げている。

オ 日本語文章表現の実施

大学での学修や卒業後社会で必要な日本語文章能力を身につけるため、1年次に「日

本語文章表現」（必修 1単位）を設置している。「日本語文章表現」において日常生活で

使用する基本的な文章形態の形式や用法に習熟をさせている。

カ 海外語学研修等への参加の推進

アメリカ合衆国カリフォルニア州立大学フラトン校の語学研修センター（American 
Language Program）において、短期留学プログラム（8週間・2週間の 2種類）を実施

している。学生は語学の集中的学修及び異なった環境や文化の違い等の体験を通してグ

ローバルな視点に立ち、自らの体験の中で異文化の理解を深めることを図っている。こ

の他、英語圏の大学が主催する語学研修プログラムや国際教育交換協議会のような非営

利教育機関が斡旋する海外体験プログラム等への参加を奨励している。

平成 22(2010)年度は 5人、平成 23(2011)年度は 3人、平成 24(2012)年度は 6人、平

成 25(2013)年度は 2 人が 8 週間プログラムに参加している。フラトン校からは、平成

21(2009)年度に 1人の留学生（科目等履修生）を受け入れている。

キ 心理学実験におけるグループ学習（少人数教育）の実施

心理学科においては、心理学の基礎的技術を修得させるために「心理学実験」の授業

をグループ学習形式で行っている。2年次開講の「心理学基礎実験」では、学生を 5グ

ループ（1グループ 20 人程度）に分け、5人の教員それぞれの実験課題を順次（1課題

あたり 3～4 週前後）学習させている。課題ごとの実験データの分析方法や、その考察

を講じ、レポートの提出による実験報告書の作成についてもきめ細かく指導し、教育効

果を上げている。また 3 年次開講の「心理学特殊実験」では、より少人数の 10 人前後

のグループを構成し、研究課題ごとに高度な実験的研究を行っている。さらには、その

研究結果を研究論文としてまとめ、研究発表会を実施して研究報告の仕方も学習させる

ことで、高い教育効果を上げている。

ク オムニバス形式の心理学特別講義の実施

心理学科所属の全教員がそれぞれの専門について、オムニバス形式で 1回ずつ講義を

行い、心理学におけるさまざまな専門領域のトピックあるいは最新の研究内容を講義す

ることで、学生の心理学への関心を高めるとともに、ゼミ選択や卒論のテーマ決定の一

助としている。

ケ 数学基礎力の向上

心理学科では、特別講習会と称して、数学基礎力の底上げをはかるために、1 年生全員

を対象に数学の課外授業を複数回行っている。

コ コラボレーション体験の推進

コミュニケーション学科においては、コラボレーションによる実践的活動をできるだ

け取り入れ、体験を重視した指導を行う。このため、特に「企画開発演習」、「デザイン

運用論」あるいは「コミュニケーション特別演習 I」等において、プロジェクト課題を
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設けチームワークと相互刺激による相乗的な学習効果の向上を図っている。また、地域

における学外組織(地域におけるイベント等の実行委員会や NPO、企業としては地元の

民放局や地方鉄道等)との協働を積極的に展開している。

サ 学生指導指針と「学生意識満足度調査」

コミュニケーション学科においては、学年ごとに指導指針を掲げ、学期始めのガイダ

ンスにおいて学年マネージャー（学年ごとに 2人以上配置）により確認を行うと同時に、

教員間においても共有を図っている。さらに、3・4年次の学生全員を対象に、「学生意

識満足度調査」を隔年実施している。学生意識の経年変化に注目し、課題の発見や教育

目的との整合性について検証を行っている。

シ インターンシップの推進  

3 年次の学生を対象に、「福井県インターンシップ制度」（福井県経営者協会主催）に

則り、インターンシップを実施している。本学教員による事前・事後の指導と併せて「フ

ィールドワーク演習（インターンシップ）」（2単位）として単位認定し、就業体験に基

づく学生の就業観の醸成をめざしている。

ス 各授業科目の「身につけることを目指す社会的・職業的能力」の明示

平成 23(2011)年度からシラバスには、その授業に内在する「社会的および職業的自

立を図るために必要な能力の育成」について、8つのキーワードの中から明記して、科

目選択の指標の一つとしている。

表 2-2-1 は、心理学科で開設されている専門科目（52科目）、コミュニケーション学

科で開設されている専門科目（104 科目）の中でそれぞれの能力が含まれている科目数

の割合を示したものである。これによれば、心理学科では、「自他の理解能力」を高め

る科目が際立っている。また、コミュニケーション学科では、「コミュニケーション能

力」と「自他の理解能力」「情報収集・探索能力」が際立っていることが判る。

表 2-2-1 人間学部「身につけることを目指す社会的・職業的能力」を含む科目の割合

キーワード 心理学科 コミュニケーション学科

①自他の理解能力 73% 62%

②コミュニケーション能力 42% 71%

③情報収集・探索能力 54% 61%

④社会・職業理解能力 48% 38%

⑤役割把握・認識能力 35% 28%

⑥計画実行能力 25% 36%

⑦選択能力 25% 30%

⑧課題解決能力 35% 48%

② 人間生活学部

ア 自由選択科目の設定

他学科の専門科目の一部を自由選択科目として設定し、卒業要件の単位数として置き

換えることができるとしている。この方式における他学科の専門科目の学びを通して、

両学科学生の相互研鑽と専門知識の学際的な交流を促進している。
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イ 基礎演習の実施

初年次教育として、1年次前期に「基礎演習」(必修 2単位)を開講している。専任の

担当教員の指導のもと、学習の動機づけを行いながら、大学における学習研究方法を修

得させている。また、自校教育、図書館利用方法や個別面談なども実施し、教員・クラ

ス学生との交流を通して、新入生ができるだけ早く大学生活に順応することを促してい

る。

ウ 情報メディアの積極的活用の推進

情報メディアを積極的に利用した学習を推進するため、授業科目「情報基礎Ⅰ」・「情

報基礎Ⅱ」「生活と環境 B」「子どもの映像文化」等による教室での基礎的な情報技術の

指導に加え、附属図書館、演習室、実験室等から学内ネットワークを通して共有資源や

インターネットを利用できる環境を整備している。

エ 初年次教育の充実

健康栄養学科では、高校時の化学と生物に関する学習を補うことを目的とした「基礎

化学」及び「基礎生物学」の 1年次前期開講、子ども教育学科では保育技術入門を目的

とした「保育基礎演習」の 1年次前期開講など初年次教育に力を入れている。

オ 授業公開や実習反省会等による教育内容・方法の検証

子ども教育学科では、平成 24(2012)年度には、「子ども教育学科非常勤講師との懇談会」

及び「教育・保育関係者への授業公開」を実施した。ここでは、当学科の学生の様子や授業

の在り方について意見交換を行う中で提案や要望が出された。それらの一部については、教

育環境の改善につなげた。また、毎年開催している学外実習の反省会において出された意見

に対しても、それらを参考として教育内容及び方法の改善に努めている。

カ 新入生宿泊研修

健康栄養学科では、「新入生が新しい環境で抱きがちな不安や疑問を解消し、専門性

の高い健康栄養学科の一員としての意識を高め、大学生活に一日も早くなじんでもらう

こと」を目的とした「新入生宿泊研修」を平成 24(2012)年度に初めて実施した。参加

対象を新入生全員とし、先輩学生として 3年生に協力を仰いだ。1年生指導教員をはじ

め学科教員 9人が引率した。準備においては、教員指導のもとパンフレット作成および

討論会の企画などを新入生が担当した。当日の運営においても新入生の司会進行により、

新入生を 9人 9グループ編成とし、テーマ討論の話題提供・グループ討論・討論結果の

発表を行った。その後 3年生を交え、学生生活に関する質疑応答を行った。

キ 臨地実習連絡会による教育内容・方法の検証

健康栄養学科では、臨地実習内容について学生が発表する、「臨地実習報告会」を設

けている。この場には、臨地実習施設の指導者（管理栄養士）を招待し、「臨地実習連

絡会」を開催している。ここでは、学生の様子や本学の教育の在り方についての意見交

換を行い、得られた意見を基に教育内容・方法の改善に努めている。

ク 各授業科目の「身につけることを目指す社会的・職業的能力」の明示

平成 25(2013)年度からシラバスには、「身につけることを目指す社会的・職業的能力」

を 8つのキーワードに分類して、それぞれの科目でどのような能力が目指されるかを示

している。表 2-2-2 は、健康栄養学科で開設されている専門科目（96科目）、子ども教

育学科で開設されている専門科目（149 科目）の中でそれぞれの能力が含まれている科



仁愛大学

26

目数の割合を示したものである。これによれば、健康栄養学科では、「キャリアプラン

ニング能力」が一番少ないが、「体系的な知識・技能」「諸課題の理解と課題解決能力」

は 80％以上を占め特に重要視されており、次いで「論理的思考力と想像力」「職業観と

職業的倫理観」を身につけることを目指している。子ども教育学科では、「キャリアプ

ランニング能力」が 30％に満たず、一番少ないことが判明した。

表 2-2-2 人間生活学部「身につけることを目指す社会的・職業的能力」を含む科目の割合

キーワード 健康栄養学科 子ども教育学科

①体系的な知識・技能 90％ 62％

②論理的思考力と想像力 72％ 61％

③人間関係形成・社会形成能力 43％ 36％

④職業観と職業的倫理観 61％ 37％

⑤自己理解・自己管理能力 26％ 37％

⑥諸課題の理解と課題解決能力 86％ 77％

⑦統合的な学習経験 56％ 67％

⑧キャリアプランニング能力 22％ 28％

ケ 専門科目の少人数教育

健康栄養学科は、入学定員が 75 人の規模であることから、専門科目においては 2 ク

ラスで授業を展開している。

コ 資格・免許取得に適した体系的な教育課程の編成

子ども教育学科では、幼稚園教諭一種免許状、小学校教諭一種免許状、保育士資格、児

童厚生一級指導員の資格・免許を取得できるよう教育課程を編成している。学科全体として、

教育職員免許法、同施行規則、児童福祉法、同施行規則、財団法人児童健全育成推進財団の

定める課程等に従って所定の科目を開設し、体系的な教育課程としている。すなわち、それ

ぞれの免許・資格に係る学外実習は総計 19 週間に及ぶが、それらをすべての学年に配置す

るとともに、各実習にあたって必要とされる最低限の知識、技能を実習前に修得できるよう

に諸科目を配置している。

2) 研究科

教育課程は、臨床心理士を目指す学生の基礎的能力を育成する「基礎科目群」、専門

知識拡大と深化のための「基幹科目群」、実践を通して将来の活動分野に応じた専門的

な理論と解決方法を身に付ける「応用科目群」、研究論文を作成するために指導を受け

る「研究指導科目」から構成されている。

また、社会での心理臨床に関する活動分野に即応した専門的職業能力を付与する教育

研究を展開するため、教育・学校分野（スクールカウンセラーとして児童生徒や保護者

からの相談に応じ支援）、医療・福祉分野（医療の現場や、障害・高齢者等福祉の現場

における臨床心理的サービス）、産業・組織分野（企業等の組織活動における心理的問

題解決の支援）等の分野を修了後の活動の場として想定し、これらの分野において必要
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な面接相談、心理査定等の高度な専門的知識と技能を修得する。

教授方法の工夫等として、下記のことが挙げられる。

ア 実習等に重点をおいた教育研究

心理的不適応等人の心に関わる問題は千差万別であり、これらに対する援助方法は、

多くの実践的体験に基づいてこそ、その能力が醸成されるものである。このため、1年

次から実習や演習を多く取り入れたカリキュラムを編成している。

イ 演習でのワークショップ方式の導入

「心理療法演習」等においては、院生の実習報告のほか、関連領域において活躍する

実務者からのプレゼンテーションを得てその解決策について討議を進める、いわゆるワ

ークショップ方式による実践的演習を取り入れている。

ウ 附属心理臨床センターの活用

地域社会への貢献を目的として設置されている「附属心理臨床センター」を院生の臨

床実習の場として活用している。

エ 学外スーパービジョンプログラムの導入

豊富な実務経験（10 年以上もしくはそれと同等の指導能力を有する者）と臨床心理

士の資格を有する学外の心理臨床家をスーパーバイザーとして依頼し、臨床心理士をめ

ざす学生が 1対 1で、自己の分析を受けながら、実習等における実践例について、2年

間にわたりカウンセリングの方法等に関する指導やアドバイスを受けることができる

よう、スーパービジョンプログラムを設定し、これを本学が支援している。

教育課程編成方針に沿って体系的に編成されており、授業内容・方法には工夫・開発

がなされていると判断している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 2-2-4】人間学部学生便覧 2013, 人間生活学部学生便覧 2013

・【資料 2-2-5】人間学部 2013 シラバス, 人間生活学部 2013 シラバス

・【資料2-2-6】仁愛大学大学院人間学研究科臨床心理学専攻 履修要項pp.12～35

・【資料 2-2-7】仁愛大学教育課程委員会規程

・【資料 2-2-8】仁愛大学教務委員会規程

・【資料 2-2-9】仁愛大学 FD 推進委員会規程 【資料 1-2-5】と同じ

・【資料 2-2-10】年間履修登録単位数の上限と進級、卒業（修了）要件（単位数） 【表

2-8】と同じ

・【資料 2-2-11】人間学部学生便覧 2013, 人間生活学部学生便覧 2013 の各 pp.18-23

・【資料 2-2-12】人間学部学生便覧 2013, 人間生活学部学生便覧 2013 の各 p.17

・【資料 2-2-13】非常勤講師との懇談会、教育・保育関係者への授業公開に係る報告文

書
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（3）2－2の改善・向上方策（将来計画）

平成 25(2013)年度より両学部のシラバスでは、「身につけることを目指す社会的・職

業的能力」を 8つに分類し、それぞれの科目でどのような能力が目指されるかを示した

が、両学部間での分類キーワードが異なっている点については、現状の能力区分の妥当

性の検証と必要であれば是正(再構成)を行う。さらに、各専門科目における能力項目数

の配分見直しを進めて、偏りなく、かつ学科の専門性が明確になるように努める。

一例として､両学部に共通する「課題解決能力」に関しては、人間生活学部が 77～86％

であるが、人間学部心理学科およびコミュニケーション学科は 35～48％とかなり少な

いことからも検討の必要があると言える。

健康栄養学科と子ども教育学科では、「キャリアプランニング能力」が最少であるが、

これは資格を目指す学科の特性が表れていると判断している。しかし、各学科の教育目

的と教育課程との関係において、今後どのような能力育成が望ましいかを考える一つの

指標になるので、調査及び再検討を進めていく。
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2－3 学修及び授業の支援

≪2－3の視点≫

2-3-① 教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及

び授業支援の充実

（1）2－3の自己判定

基準項目 2－3を満たしている。

（2）2－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

教員と職員の協働並びに TA(Teaching Assistant)等の活用による学修支援及び授業支

援の充実

○新入生支援

1) 推薦入試による入学予定者に対する入学前教育

推薦入試による入学予定者（合格者）に対し、入学前教育を実施している。入学予

定者は 12月中旬に登学し、ガイダンス(内容としては、学科の教育の理解を目的とし

て、学科紹介、模擬授業等)を受講している。さらに、入学時までの学習習慣の維持

等を目的として各学科に特化した教科の自宅学習教材（テキスト・CD-ROM）を用いて

学習させている。人間生活学部健康栄養学科においては、学科専門の基礎知識である

「化学」、「生物」等の学習課題を課している。

2) ガイダンス

特に、入学時のガイダンスでは、学生部職員及び全教員の協働体制による履修指

導や学生生活に関する必要な事項について説明を行っている。また、前期、後期の

授業期間開始前にガイダンス日を設け、それぞれの学年や学期に応じた内容と学生

部職員及び学科教員の連携体制で対応している。

2) 基礎演習

新入生を対象として、「基礎演習」（必修 2 単位）を開講し、指導教員やクラス学

生との交流を通して新入生ができるだけ早く大学生活に順応することを促している。

人間学部では平成 23年度より通年隔週化し、年間を通じた指導体制をとるようにし

た。授業では、教育課程の理解や学習の動機づけを図りつつ、大学における基礎的

学習研究方法を身につけさせている。さらに、学習・研究・レポート作成等に図書

館を有効活用できることを目的として、図書館職員による新入生図書館講習を実施

している。また、5 月頃（人間学部では 5 月と 11 月）に個人面談を実施、学習上や

生活上の問題点の有無等を確認し適切に助言・指導を行っている。

○編入生支援

1) 履修指導

入学前の 3月に入学予定者に対しガイダンスを実施し、学習に必要な情報を前もっ

て説明している。また、ゼミ担当教員を指導教員として置き、個別に指導している。

2) 既修得単位の認定
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3 年次編入学生に対しては、編入者が過度の負担なく専門の学習に専念できるよう

に、編入前の大学・短期大学等での学習について既修得単位として認定している。人

間学部では、46～62 単位を包括認定しており、人間生活学部では、各科目の個別認

定(上限 64単位)を行っている。

○全学生対象の学修支援

1) TA(Teaching Assistant)の活用

人間学部授業の実験・演習科目の一部で TAを活用して授業を実施している。TAに

は大学院生があたり、担当教員の指導のもと実験・演習等の教育補助業務を行って、

学生の授業理解を促進している（平成 24(2012)年度は、前期 4 科目に 11 人、後期 4

科目に 8人が補助に就いている）。

2) 附属図書館

卒業論文や特別演習に取り組む 3・4 年生・大学院生を対象に、図書館職員がイン

ターネットを利用した論文検索、蔵書検索等の講習を希望ゼミ単位で実施している。

3) 英語教育センター

平成 24(2012)年４月に全学生の英語コミュニケーション能力を向上させるための

学習施設として英語教育センターを開設した。E号館 3階の「E-Lounge（Eラウンジ）」、

「英語教育センター室」、「CALL
コ ー ル

（Computer-Assisted Language Learning）演習室」

を拠点とし、全学の英語教育の支援、語学留学希望学生への支援、英語検定試験情

報の発信、自主学習支援などを通して、本学の学生の英語力を高める環境を提供し

ている(センター長を含めスタッフ 4人)。

4) 情報サポート(室)

情報教育に関しては、専門職員が常駐する情報サポート室を設置し、授業補助・学

習支援やノートパソコンの短期貸与を行うとともに、放課後（19 時まで）の応対の

ためにアルバイト学生(SA:Student Assistant)によるヘルプデスク制度を導入して、

学生一人ひとりに対応している (平成 24(2012)年度には、8人が延べ 639 時間の対応

を行った)。

5) 教職課程共同学習室の設置

教職課程受講学生のための専用教室として、「教職課程共同学習室」を設置して、教職

に関する科目及び教育実習の予習・準備及び教員採用試験のための自主学習等にあてて

いる。

6) 『シラバス』の電子化

年度毎に『シラバス』の冊子を発行し、学生に配布している。当該年度すべての授

業科目のねらいと授業内容についての事前周知と自宅等での授業外学習の参考資料と

している。また、シラバスの情報については、Web 版も作成し、Web 履修登録の際にタ

イムリーに参照できるようにしている。

7) 大学教育情報システム

本学では、Web を利用した履修登録や指導教員の指導の充実を目的として「大学教

育情報システム」を導入している。本システムの運用により、学生は、学内のパソコ

ン教室や図書館内のパソコンから、大学からの連絡の確認・シラバスの検索・自身の

取得単位の確認・履修登録ができるようになっている。特に Web 履修登録機能につい
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ては、履修登録の迅速性や正確性が向上し、学習支援に役立っている。また、学生指

導の側面からも、関係する教職員の連携・情報共有が図られて同システムの学生カル

テ機能の使用により、これまで学内に分散しがちな担当学生の情報が指導教員のもと

に一元化され、正確な情報に基づく積極的な指導が可能となっている。さらに、授業

担当教員から受講学生への学習指導等にも利用されている。

8) 欠席者の調査・指導

各学期の中間（6週目頃）に、全授業担当教員より欠席の目立つ学生の情報の提出

を求め、教務課にて集約した後、指導教員に欠席者情報を提供している。指導教員は

該当学生と面談を行い、問題点を確認のうえ助言することによって、受講放棄を防止

して修得単位数の不足に陥らないように努めている。また、1学期の単位取得数が 12

単位以下の者を学業不振者とみなし、本人及び保護者にその旨を通知して学習意欲の

向上を喚起している。

9) 保護者懇談(教育懇談会)

家庭における学習支援という観点から、学生の保護者に対し成績通知を行い、保護

者と大学との連携を深めることを目的として、教育懇談会を本学・石川県・富山県に

おいてそれぞれ年 1回開催している（平成 24(2012)年度は、200 家族 246 人、参加率

17％）。その際、『教育懇談会資料』（全20頁）を発行し、本学の現況や学習システム、

就職データ、学生生活の安全につながる情報等を掲載している。この冊子については、

出席者はもちろん欠席の保護者宛にも送付し、大学情報の提供と大学理解の促進に努

めている。

○ 中途退学者、停学者及び留年者への対応

中途退学者に関して、「学部・学科別の退学者数の推移」（【資料 2-3-4】）が示すよう

におよそ 2%である。これら中途退学者の対応については、指導教員および「学生相談

室」が中心となってサポートを行っている。

人間学部では、休学・退学等については、指導教員との面談の後､当該学生から「願」

が出された後、指導教員の所見（指導経過）をもとに学部教授会において審議して了承

するという手続きを採っている。

人間生活学部では、休学・退学等については、指導教員との面談の後､当該学生から

「願」が出された後、学部の教務委員会において、指導教員の所見（指導経過）をもと

に審議し、教務委員会原案を学部教授会において審議して了承するという手続きを採っ

ている。

健康栄養学科においては、特に平成 23(2011)年度入学 1 年生の退学者が 4 人と多か

ったため、平成 24 年度より「新入生宿泊研修」を学科独自の対策として導入した。今

後とも、受験希望者に対して本学科の教育内容を丁寧に説明することが必要である。

子ども教育学科においては、高校側に対して学科の教育目的を丁寧に説明するととも

に、入学後においても適切に履修指導を行うことが必要である。

退学、停学、留年者への対策については、より強化すべき事項として存在するが、教

員と職員の協働並びにTA(SA)等の活用による学修支援及び授業支援に関しては､概ね充
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実がはかられていると判断している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 2-3-1】仁愛大学ティーチングアシスタント規程(本文).pdf

・【資料 2-3-2】ヘルプデスク集計.pdf

・【資料 2-3-3】平成 24 年度教育懇談会資料

・【資料 2-3-4】学部・学科別の退学者数の推移 【表 2-4】と同じ

（3）2－3の改善・向上方策（将来計画）

大学全体での定員充足率が 95％という現状では、中途退学者ができるだけ生じない

ように努めるべきであり､まずは指導教員及び学科長・学科次長を中心とした成績不振

者へのより丁寧な指導対応から進めていく。

また、留年者に対しても、より一層の懇切丁寧な指導体制を整える必要があり、オフ

ィスアワー制度の導入と共に、指導教員及び学科長・学科次長を中心として対応制度の

構築に取り組む。さらに、学修及び授業支援に対する学生の意見等を汲み上げる仕組み

に関しては、定期的に実施されている学生アンケートでも可能であるが、常時受け付け

る体制が未整備であることから学生部において制度の新設について取り組む。
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2－4 単位認定、卒業・修了認定等

≪2－4の視点≫

2-4-① 単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用

（1）2－4の自己判定

基準項目 2－4を満たしている。

（2）2－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

1) 学部

① 単位の認定について

単位の認定及びその評価方法については、各授業科目の教育目標に対する学修者の到

達度を計るものとして、各学部の履修規程において共通して次のように 2項に分け規定

し厳正に適用している。

・『成績の評価は、各授業科目の教育目標に対する学修者の到達度を見るため、講義、

演習、実験、実習、実技等の授業形態に応じた適切な評価方法及び評価基準に基づ

き行う。』（第 1項）

・『成績の評価方法は、定期試験(筆記、口述、実技、論文、レポート等の方法を含

む)、履修期間中の平常成績(小テスト、課題、授業への参加態度、予習復習等の自

主的学習態度等を含む)及び出欠状況等を総合して行う。』（第 2項）

次に、成績評価については、平成 20(2008)年度に「S 評価」の導入等の見直しを行

い、「S」（100～90 点）･「A」（89～80 点）･「B」（79～70 点）･「C」（69～60 点）及び

「E」(59 点以下)・「F」（出席数不足）で表わしている。特に合格点を S・A・B・C の 4

段階評価（従来は A～C の 3 段階評価）にしたことにより、学習到達度をより明確に表

わすことができるようになった。

また、成績通知については、学生に学期毎に通知し、学生の同意を得たうえで保護

者にも通知し、学習状況の現状について理解してもらっている。

さらに、学習状況の客観的な資料として GPA(Grade Point Average)制度を用い、成

績評価のアベレージを示すものとして、履修指導や奨学金、教員選考試験に係る学科

推薦等の選考(一例として、子ども教育学科では、「小学校教員選考試験に係る学科推

薦の手続き」を定めている。ここでは、学科内審査における審査基準の一つに「成績

基準」を設け、「3年次終了時点での通算 GPA がおおむね学年の平均値であること」と

定めるとともに、学生に周知している。)、教育実習着手の条件(コミュニケーション

学科では、通算 GPA が 2.3 以上)等に利用している。

② 履修登録単位数の上限について

人間学部においては、平成 20(2008)年度入学生より、1年次より 3年次の間の 1学期

に履修登録できる単位数の上限を 24 単位と定めている。ただし、夏期休暇中等に実施

する集中講義科目及び資格取得を支援する意味から教員免許等の特設科目については、

制限単位数に含めない。また、編入学生についても上限は設けない。

人間生活学部については、資格取得のために必要な科目が多いことから、制度として

は特に制限は定めていない。
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③ シラバスの予習復習に関する掲載について

平成 20(2008)年度の履修登録単位数の上限の設定に伴い、単位制度の実質を保つた

めの工夫として、シラバスの執筆項目に「予習復習のアドバイス・参考図書」の欄を新

設し、授業担当者より受講者への指示等について掲載している。

④ 単位の計算上における自習時間の明確化について

『学生便覧』の「履修の手引き」の冒頭において、「単位制」の項を設け、1 単位が

45 時間の学修を必要としていること、1単位あたりの「授業時間」と「自習時間」の時

間数についてそれぞれ明記している。また、「人間学部及び人間生活学部履修規程」の

「単位の計算方法」の項においても、1単位あたりの「授業時間」と「自習時間」の時

間数についてそれぞれ明確に示し、学生の理解に役立てている。

⑤ 進級要件について

進級要件については、開学時はいずれの学年次においても定めていなかったが、平成

20(2008)年度より、人間学部において 2年次から 3年次への進級要件（2年次末時点の

単位取得数が46単位未満の者は3年次に進級できず2年次に留め置く制度）を設けた。

本要件等については、学則並び人間学部履修規程において定めている。

⑥ 卒業要件について

ア 人間学部

卒業するための要件は、所定の期間在学し、開設科目から、人間学部共通科目 32 単

位以上、専門科目 92単位以上、合計 124 単位以上(必修科目の修得及び各科目群ごとに

定められた単位数を満たすことを含む)を修得した者としている。なお、自由選択科目

を設定し、専門科目 92単位のうち、16単位を上限として他学科専門科目の関連分野ま

たは人間学部共通科目の履修をもって置き換えることができる。

イ 人間生活学部

卒業するための要件は、所定の期間在学し、開設科目のうち、学部共通科目から必修

科目を含めて 26 単位以上（全学共通科目 2 単位以上、人間学関連科目 6 単位以上、環

境・健康生活科目 4 単位以上、外国語科目 4 単位以上、情報科目 4 単位以上）、専門科

目から必修科目を含めて 102 単位以上の合計 128単位以上とする。なお、自由選択科目

を設定し、専門科目 102 単位のうち、10 単位を上限として、他の学科の専門科目にお

いて指定された科目の履修をもって置き換えることができる。

2) 研究科

① 単位の認定について

各授業科目の評価は、筆記試験、口述試験、論文又は研究報告等の試験及び授業時に

おける評価等を含めて総合的に判定している。また、成績は「S」（100～90 点）・「A」（89

～80点）・「B」（79～70点）・「C」（69～60点）・「E」（59 点以下）・「F」（出席数不足）の

5段階で評価し、S・A・B・Cは合格、E・Fは不合格としている。

② 進級要件について

進級要件については定めていない。

③ 修了要件について

修了するための要件は、所定の期間在学し、開設科目から合計 36単位以上(必修科目
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の修得及び各科目群ごとに定められた単位数を満たすことを含む。)を修得し、かつ、

研究指導を受けたうえ修士論文の審査及び試験に合格した者としている。

各授業科目の評価結果については学生に学期毎に通知している。さらに、学習状況の

客観的な資料として奨学金等の選考に利用している。

④ 履修登録単位数の上限について

1年間に履修登録できる単位数等の上限については、特に定めていない。ただし、履

修指導については、研究指導教員を通して行われる。

ディプロマポリシー

人間学部は、人間及び人間関係における具体的な問題の解決と相互理解のための意思

伝達の在り方を有機的に学び、人間の意識や心理特性、さらに社会における人間相互の

問題や集団と個の関係について多角的な教育研究を行い、幅広い教養と専門知識を有す

る有為な人材を育成することを目指しています。

心理学科では、人間の心理や行動特性に関する教育研究を通じて、心理学の専門知識

と相談・援助の技術を有する人に対して、学士（心理学）を授与します。

コミュニケーション学科では、人間の相互理解と意思疎通に関する教育研究を通じて、

コミュニケーション学の専門知識と実践的コミュニケーション能力を活かせる人に対

して、学士（コミュニケーション学）を授与します。

健康栄養学科では、「栄養状態の維持向上のために、保健・医療・福祉・地域・教育・

企業において活躍する管理栄養士」としての能力を身につけ所定の単位を収めた学生に

対して学士（栄養学）の学位を授与します。

○傷病者に対する適切な栄養管理を行い、チーム医療の一員として貢献できる能力

○地域、保健、福祉、産業の場の人々の栄養状態を把握し、個別栄養評価プログラムを

提案し、行動変容を支援できる能力

○学校における「栄養・食教育」および地域社会の特色を活かした健康づくりを担うこ

とができる能力

○栄養学、食品学の専門知識を活かした基礎研究および食品開発ができる能力

子ども教育学科では、所定の単位を修得し、4年間の学修を通して、保育士、幼稚園

教諭、小学校教諭、児童厚生員となるために必要とされる知識・技能を体系的に修得す

るとともに、これからも自らの人間性と専門性を主体的に向上させようとする意欲を持

つ人に対して、学士（教育学）の学位を授与します。

「豊かな感性と愛情をもって、子どもの生きる力と学ぶ意欲を育てる教育者・保育者」

の養成を人材養成の目標に掲げており、次の 4つの能力の育成を目指します。

○子どもの自ら学び考える意欲と表現力を引き出す教育力・保育力

○乳幼児から児童までの発達と教育の連続性を見通せる能力

○早期からの豊富な実習体験に基づく実践的能力と探究的態度

○実践活動を通した幅広い知識・技能と質の高い「子育て支援」能力



仁愛大学

36

学則にもとづいて所定の単位を修得し、4年間の学修を通してこれらの能力を身に付

けるとともに、これからも自らの人間性と専門性を主体的に向上させようとする意欲を

持つ人に対して学士（教育学）の学位を授与します。

人間学研究科臨床心理学専攻

本研究科の教育課程において所定の単位を修得した上で、修士論文の審査に合格し、

次の能力や資質を備えた学生に対して修士課程修了を認定し、学位を授与する。

（１）臨床心理学に関する高度な専門的知識と技能を習得し、さまざまな心理臨床領域

においてひろく実践活動に取り組むことができる。

（２）社会のニーズを臨床心理学的視点から検討し、自己の研究課題を明確に意識し、

自ら学習し研究することができる。

（３）自己の使命と責任を自覚し、併せて自己の能力と限界を自覚し、倫理観をもって

社会に貢献することができる。

単位認定、進級及び卒業・修了認定等の基準の明確化とその厳正な適用がなされてい

ると判断している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 2-4-1】仁愛大学学則、仁愛大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ

・【資料 2-4-2】学生便覧人間学部／人間生活学部 2013 pp.17-22 【資料 F-5】①②と

同じ

・【資料 2-4-3】仁愛大学大学院人間学研究科臨床心理学専攻履修要項 2013 p.6 【資

料 F-5】③ と同じ

・【資料 2-4-4】成績評価基準 【表 2-6】と同じ

・【資料 2-4-5】修得単位状況（前年度実績） 【表 2-7】と同じ

・【資料 2-4-6】年間履修登録単位数の上限と進級、卒業（修了）要件（単位数） 【表

2-8】と同じ

（3）2－4の改善・向上方策（将来計画）

平成 20年度から人間学部のみであるが、「履修登録単位数の上限および進級要件」に

関しては､導入の効果を検証していく。
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2－5 キャリアガイダンス

≪2－5の視点≫

2-5-① 教育課程内外を通じての社会的・職業的自立に関する指導のための体制の整備

（1）2－5の自己判定

基準項目 2－5を満たしている。

（2）2－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

（事実の説明）

1) 進路・就職支援体制

本学の開学時から全学的組織として、就職支援課及び就職支援委員会による学生の就

職支援体制を設けている。さらに、本学教職員が一体となり、キャリア教育および進路・

就職支援の強化に取り組むために、平成 25(2013)年 4 月 1 日からキャリア支援センタ

ー及びキャリア支援センター運営委員会の体制に改組を行った。

① キャリア支援センター

キャリア支援センターは、センター長と 7人のスタッフで組織され、キャリアガイダ

ンスの開催・学生との個別面談等学生の進路・就職活動全般にわたる支援業務を行って

いる。就職情報についての掲示板、学生が閲覧できる図書、インターネット情報の閲覧

など、学生が利用しやすい環境設定を行っている。また、企業等の調査を行い、情報の

収集・分析を通して求められる人間像や資格等をより明確にするよう努めるとともに、

各学部・学科で学んだ知識・技術を生かした就職に結びつけることができるよう、キャ

リア支援体制の強化に努めている。

② キャリア支援センター運営委員会

全学的な支援体制として、学生のキャリア教育に関する事項および進路・就職支援に

関する事項を審議するために設置され、月 1回のペースで委員会を開催している。構成

メンバーは、センター長以下、学生部長、各学科次長、センター職員から構成されてい

る。委員会はキャリア支援センターと連携を保ちながら、長期的展望にたってキャリ

ア・就職支援のためのカリキュラム、課外指導等の企画・立案及び必要な就職対策につ

いて研究・検討を行っている。また、就職対策講座等必要な事項の指導助言とともに、

積極的な就職先開拓を行う等、就職問題の解決にも取り組んでいる。

委員会で協議された事項については、評議会や学部教授会で報告し、学生の就職支援

についてすべての教員が支援しやすくなるように努めている。

③ 特別演習担当教員(ゼミ担当教員)

特別演習の担当教員が指導学生に対して、随時、進路・就職活動についてのアドバイ

スや相談、助言指導等の支援を行っている。

2) 4 年間にわたるキャリア支援プログラムの実施

① キャリア支援プログラム

入学から卒業までを視野に入れ、4年間にわたり系統的なキャリア・就職支援を実施

している。1 年生には進路・就職への意識づけとして、大学生活の目標・設定を行い、

2年生には社会人基礎力やコミュニケーション能力など社会で求められる能力の向上や
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キャリアプランの形成をめざす。さらに就職活動がスタートする 3年生には、業界研究

セミナー等の行事や企業へのアプローチ、履歴書・エントリーシート添削指導、面接試

験対策の実践的な演習を中心とした講座と適性検査や就職模擬試験を実施し、就職試験

に備えた対策支援を行っている。そして就職活動本番を迎えた 4年生には、最新の求人

情報提供とともに就職支援を行っている。

② 個別支援体制

3年生全員との進路個別面談を行い、窓口相談、履歴書・エントリーシートの添削指

導や模擬面接等の就職支援を行っている。さらに個々の学生の希望進路・内定・相談状

況や企業・求人情報等のデータを基に、適切な助言指導ができるようシステム管理を行

っている。また、企業の最新動向について、キャリア支援センタースタッフが事業所を

訪問し、最新情報を学生に提供することにも努めている。

③ 就職情報の提供

本センターには、採用情報をはじめ、企業資料や公務員・教員採用試験要項、全国の

企業情報を集めた参考図書も整備している。また、インターネットを通じて、本学に届

いた求人票が閲覧できる就職支援システムや、北陸 3県約 3,000 社の企業情報も資料室

内や自宅のパソコンで検索することができる。さらに、本学独自の就職ハンドブックの

発行や各種資料等、必要な情報をタイムリーに提供している。

④ インターンシッププログラムの実施

人間学部 3年生を中心に、「福井県インターンシップ制度」(主催：福井県・福井県経

営者協会)に沿って、インターンシップを実施している。事前・事後の研修による指導

と併せて「フィールドワーク演習(インターンシップ)(2単位)」として単位認定し、就

業体験に基づく学生の就業観の育成を支援している。毎年 3年次学生の約 2割以上、近

年では約 3割以上が参加するなどして学生の就業体験としても定着している。

表 2-5-1 インターンシップ参加状況

実施年度 心理学科
コミュニケーシ

ョン学科
健康栄養学科 子ども教育学科 計

平成 21 年度 28 18 － － 46

平成 22 年度 41 12 － － 53

平成 23 年度 30 16 1 2 49

平成 24 年度 26 26 1 2 55

平成 25 年度 37 28 2 － 67

3) 資格取得支援・就職支援講座の開設

キャリア形成支援のための講座として、各種資格取得講座、就職支援講座として公務

員説明会（国家公務員・地方公務員）等を開講し、総合的なスキル形成を支援している。

① 資格取得支援講座 [販売士講座(2級・3級)]

平成 15(2003)年より全学年対象に 2 級販売士及び 3 級販売士の講座を開講し、積極

的なキャリア支援を行っている。次の表 2-5-2 及び表 2-5-3 はそれぞれ 2 級販売士、3
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級販売士の講座受講状況及び検定試験合格率の状況である。

表 2-5-2 2 級販売士受講状況並びに検定試験合格率

実施年月 受講者数 受験者数 合格者数 合格率

平成 20 年 10 月 15 人 14 人 5 人 35.7%

平成 21 年 10 月 17 人 16 人 7 人 43.8%

平成 22 年 10 月 20 人 20 人 8 人 40.0%

平成 23 年 10 月 17 人 17 人 8 人 47.1%

平成 24 年 10 月 11 人 10 人 5 人 50.0%

表 2-5-3   3 級販売士受講状況並びに検定試験合格率

実施年月 受講者数 受験者数 合格者数 合格率

平成 20 年 7月 28 人 28 人 20 人 71.4%

平成 21 年 7月 14 人 14 人 9 人 64.3%

平成 22 年 7月 14 人 14 人 9 人 64.3%

平成 23 年 7月 14 人 13 人 9 人 69.2%

平成 24 年 7月 9 人 8 人 6 人 75.0%

② 就職支援講座

公務員受験対策講座を開催し、早期から受験準備に関する支援を行っている。地方公

務員採用模擬試験や公立保育士・公立幼稚園模擬試験等を実施し、受験対策として支援

している。また、教員希望者については、教員採用模擬試験の開催のほか、公立学校教

員採用選考試験学内説明会(福井県)を実施している。

4) 各種調査の実施

・就職状況の調査

平成 25(2013)年 3 月、人間学部第 1期生から 8期生の卒業生を対象に、在学中の就

職活動や卒業時の就職先、その後現在の職歴等卒業後の実態を把握し、今後の本学の

就職支援体制の強化に反映していくことを目的として「就職に関わる卒業生調査」を

行った。

・学生の意識調査

全学年を対象に「キャリアガイダンス」において、希望進路アンケートを実施して

いる。

4 年生の 9 月には、就職活動状況の実態把握と今後の就職支援に役立てる目的のた

めに、「就職活動状況アンケート」を実施している。

・就職先の企業アンケート

例年 2月に開催している学内合同企業説明会では、「企業アンケート」を実施してい

る。このアンケートは､①採用状況や採用時期などの情報把握②その時期の就職環境を

データとして活用し、就職支援に役立る③企業がどういう人材を求めているのか④求
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める人材を教育していくには、どういった支援が必要かを確認することを目的として

いる。

人間学部心理学科の卒業生は、社会福祉・介護事業施設に就職する割合が高い傾向

であり、一般企業のほか福祉施設を含めた事業所を対象に、計画に基づき福祉施設職

員採用に関するアンケート調査を実施していく予定である。

5)専門職就職支援のための取組み

① コミュニケーション学科

教員採用試験の受験を目指している 3年生、4年生を対象に、採用試験(英語)対策講

座を開いている。専門教科試験の対策として、過去問題の演習、英語力の強化等に取り

組んでいる。

② 健康栄養学科

健康栄養学科では、管理栄養士養成課程の指定科目として「臨地実習」4単位を卒業

要件としている。「給食の運営（1単位）」および「臨床栄養臨地実習（2単位）」を必修

とし「給食経営管理臨地実習（1 単位）」もしくは「公衆栄養臨地実習（1 単位）」のい

ずれかを選択する。栄養士および管理栄養士業務の実習はもちろんのこと、他職種との

情報交換・協働や患者・利用者との接遇など就業体験としての意味も大きい。

さらに、4 年生を対象に「進路希望調査（個人記入）」を 4 月に実施している。これ

らの情報をもとに、指導教員は、担当する学生の免許・取得希望と進路希望を把握し、

指導にあたっている。学科としても、当該学年の傾向や特徴を把握し、キャリア支援セ

ンターとともに学生指導に役立てている。また、これらの情報を保護者懇談会（6月）

の場でも報告し、就職活動に対する保護者の理解を得られるよう努めている。

表 2-5-4 第 1期生の栄養士等専門職への就職人数(※人数には臨職等を含む。)

管理栄養士 栄養士 学校栄養士(内数) 計

11 人 37 人 2人 48 人（67.6％）

健康栄養学科の就職・進路先の実態として、第 1期生では在籍 75人中 72人が就職を

希望し、そのうちの 48 人（67.6％）が専門職（学科の人材養成の目的に適う職業）に

就職した。

③ 子ども教育学科

子ども教育学科では、毎年 5 月に全学生を対象に「進路希望調査（個人記入）」を実

施している。これらの集計結果は個別の調査票と併せて、指導教員やゼミ担当教員に報

告される。これらの情報をもとに、教員は、担当する学生の免許・取得希望と進路希望

を把握し、指導にあたっている。学科としても、当該学年の傾向や特徴を把握し、キャ

リア支援センターとともに学生指導に役立てている。また、これらの情報を保護者懇談

会（6月）の場でも報告し、就職活動に対する保護者の理解を得られるよう努めている。
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表 2-5-5 第 1 期生の教育・保育関係専門職への就職人数 (※人数には臨職、嘱託、期

限付き任用を含む。)

保育所 幼稚園 小学校
保育所以外の
児童福祉施設

計

22人 5人 3人 4人 34人（81％）

子ども教育学科の就職・進路先の実態として、第1期生では在籍 44人中 42 人が就職

を希望し、そのうちの 34 人（81％）が専門職（学科の人材養成の目的に適う職業）に

就職した。

平成25(2013)年3月卒業生の就職状況については、人間学部卒業生の就職率は96.7％

を達成した。学科別では、心理学科 96.4％、コミュニケーション学科が 97.1％と、例

年通りの就職率を達成することができた。平成 21(2009)年 4 月に開設した人間生活学

部は、今春初めての卒業生を送り出した。第 1 期生の就職率は、学部全体で 98.3％を

達成した。学科別では健康栄養学科 98.6％、子ども教育学科が 97.7％と、各専門職へ

の就職率はいずれも高い水準となった。これらの結果からキャリア支援センターを中心

とする支援体制が有効に機能しているといえる。

（3）2－5の改善・向上方策（将来計画）

学生の職業に対する意識づけ、学生の志望や適性を踏まえた進路選択等をより適切な

ものにしていくために、特別演習担当教員(ゼミ)との連携体制を強化しながら、学生へ

の進路に関する支援等を実施していく。また、社会問題化している就業意識の希薄さや

若者の離職率の高さ等の現状を踏まえ、職業観を大学教育の一つとして捉え、1年生及

び2年生に対するキャリア形成科目の新設に向け、現在準備を進めている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 2-5-1】仁愛大学キャリア支援センター規程.pdf

・【資料 2-5-2】仁愛大学キャリア支援センター運営委員会規程.pdf

・【資料 2-5-3】キャリア支援センター 就職情報2013.pdf

・【資料 2-5-4】卒業生調査 2011 年概要.pdf

・【資料 2-5-5】卒業生調査 2011 年基礎集計表.pdf

・【資料 2-5-6】就職相談室等の利用状況  【表 2－9】と同じ

・【資料 2-5-7】就職の状況（過去 3年間） 【表 2－10】と同じ

・【資料 2-5-8】卒業後の進路先の状況（前年度実績） 【表 2－11】と同じ
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2－6 教育目的の達成状況の評価とフィードバック

≪2－6の視点≫

2-6-① 教育目的の達成状況の点検・評価方法の工夫・開発

2-6-② 教育内容･方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック

（1）2－6の自己判定

基準項目 2－6を満たしている。

（2）2－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-6-① 事実の説明

1) 学部

○人間学部心理学科

心理学科においては、基幹科目・応用科目を通じて心理学の基礎知識を体系的に修得

させて、産業社会や福祉社会において貢献できる人材の育成に成果を上げている。その

成果として、近年、対人援助職に就く率が高くなっている。また、大学院へは下表の通

り進学し、スクールカウンセラー等の高度な専門家をめざす人材を輩出して成果を上げ

ている。

所定の単位を修得すれば「認定心理士(日本心理学会認定)」の資格申請が可能である。

表 2-6-2 は認定心理士の取得者数を示したものである。資格取得に関する説明会を毎年

12月に行うことで、学生の申請の便を図っている。

表 2-6-1 大学院進学者数

20 年度 21 年度 22 年度 23 年度 24年度

仁愛大学大学院 5 人 3人 4人 3人 9人

他大学 大学院 2 人 0人 1人 0人 0人

表 2-6-2  認定心理士取得者数

20 年度 21年度 22 年度 23 年度 24 年度

取得者数 34 人 34 人 27 人 42 人 46 人

○人間学部コミュニケーション学科

コミュニケーション学科においては、コミュニケーション学の専門知識と高度なコミ

ュニケーション能力を有する人材育成を教育目的としている。

「日本語教員養成講座」の授業科目を開講しており、指定された科目および特設科目

を履修すると「日本語教員養成講座修了証明書」を発行している。表 2-6-3 は日本語教

員養成講座修了者数を示したものであり、平成 16(2004)年度から平成 24(2012)年度ま

での修了者数は 117 人である。さらに、平成 17(2005)年度入学生より教職課程を設置

し、高等学校教諭 1種（英語）免許および中学校教諭 1種（英語）免許の取得が可能で

ある。表 2-6-4 は中学校・高等学校教諭一種免許状（英語）免許取得者数を示したもの

である。また、平成 17(2005)年度に「社会調査士(一般社団法人 社会調査協会の認定資
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格)」の取得に対応したカリキュラム導入によって、社会調査士の取得が可能となった

(取得者数を表 2-6-5 に示す)。

表 2-6-3  日本語教員養成講座修了者数

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

修了者数 5 人 4 人 9 人 5 人 8 人

表 2-6-4  中学校・高等学校教諭一種免許状(英語)免許取得者数

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

取得者数 4 人 9 人 4 人 1 人 4 人

表 2-6-5 社会調査士取得者数

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度

取得者数 5 人 16 人 11 人 8 人 12 人

○人間生活学部健康栄養学科

健康栄養学科においては、管理栄養士としての能力を身につけ、管理栄養士、栄養士、

栄養教諭の人材養成を目指している。

国家試験対策として、「管理栄養士国家試験対策講座」（正課外）を開講しており、国

家試験受験に備えている。また、教職課程を開設しており、栄養教諭第 1種免許状の取

得が可能である。

第 1 期生(75 人)の免許・資格ごとの取得率では、管理栄養士国家試験は受験辞退を

した 1 人を除き受験し、40 人合格で合格率 53％であったが、栄養士免許は全員が取得

した。ほぼ学科の教育課程にそった学修がなされたといえる。

平成 24(2012)年度卒業生（第 1期生）の免許・資格の取得状況（％）

〈免許・資格ごとの取得率〉

栄養士免許 100％

管理栄養士免許 53％

栄養教諭一種免許状 52％

さらに、平成 23(2011)年度以降の入学生を対象に、所定の科目を履修することによ

り、食品衛生監視員・食品衛生管理者の任用資格の取得が可能である(取得は平成

26(2014)年度以降となる)。

○人間生活学部子ども教育学科

子ども教育学科においては、保育士、幼稚園教諭、小学校教諭、児童厚生一級指導員

となるために必要とされる知識・技能を体系的に修得することを目指している。

免許・資格ごとの取得率では、第 1期生(45 人)の小学校教諭免許は 75％であったが、

他の 3つの免許・資格についてはほぼ全員が取得している状況である。免許・資格の組

み合わせ方においても、全取得及び 3 免許取得者の合計の割合が 95％となり、学科の
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教育課程に沿って学修がなされたといえる。併せて、免許・資格を活かした職種に 81％

が就職するなど（基準項目 2-5 参照）、学科の教育目的は達成できたといえる。

平成 24(2012)年度卒業生（第 1期生）の免許・資格の取得状況（％）

〈免許・資格ごとの取得率〉

小学校教諭一種免許状 75％

幼稚園教諭一種免許状 100％

保育士資格 98％

児童厚生一級指導員 86％

〈免許・資格の組み合わせ方による取得率〉

全免許取得 63.6％

3免許（幼・保・児） 22.7％

3免許（幼・保・小） 9.0％

2免許（幼・保） 2.3％

2免許（幼・小） 2.3％

2) 研究科

目的に沿って編成された教育方針に基づき、臨床心理学等に関する専門知識の修得と

ともに実習や実践的演習に力を注ぎ、附属心理臨床センターの相談活動と有機的に連関

させた教育方法によって一定の成果を上げている。臨床心理士（財団法人日本臨床心理

士資格認定協会）の資格取得者は表 2-6-6 のとおりであり、現在までに 58 人を数えて

いる。

表 2-6-6 臨床心理士資格取得者数

20年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

取得者数 7 人 16 人 16 人 8人 8人

○附属心理臨床センターにおける研修員制度

本学大学院研究科は、主に臨床心理士の資格取得に対応する教育課程となっている。

財団法人日本臨床心理士資格認定協会による認定試験が例年秋期に実施されているこ

とから、この間に十分な実践研修を積む機会を付与するため、附属心理臨床センター

においては大学院修了者を対象とした「研修員制度」を設けており、登録を許可され

た者は１年間（特別理由があれば延長可）研修員として臨床教育を受けることができ

るよう配慮している。近年の研修員数は表 2-6-7 のとおりである。なお、この制度に

よって現役大学院生との連携も深まり、相互に良い影響を与えている。

表 2-6-7 研修員登録者数

20年度 21 年度 22 年度 23 年度 24 年度

登録者数 7 人 16 人 16 人 8人 11 人
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これらの資格に関しては、就職支援課と教務課が受験や申請の支援をしており、取得

状況の調査・管理を行っている。

◇エビデンス集 資料編

本文中に掲載している。

2-6-② 教育内容･方法及び学修指導等の改善へ向けての評価結果のフィードバック

本学では、平成 17(2005)年度より FD 推進委員会を発足させ、本格的に授業評価を実

施し、教員の教育力向上や授業改善をめざした組織的啓蒙活動を行っている。さらに、

平成19(2007)年度より始めた中間授業評価結果に基づき学内FD活動の一環として教員

間の意見交換会を開催し、学生の生の意見を集約し問題点を明らかにした上でその改善

策を検討している。この教員間意見交換会は、情報の共有および共通理解が図られると

ともに、他教員の授業の工夫などについて学ぶ機会になっている。

平成 19(2007)年度以降、学期末調査結果の詳細、中間調査結果、教員間意見交換会

の内容については、毎年度末発行の『仁愛大学 FD 推進活動報告書』に記載している。

この報告書は、全教職員に配布しフィードバックを図ると共に、教員の授業に対する意

識改善・授業改善を喚起し、自己点検・評価を推進している。

図 2-6-1 に人間学部心理学科およびコミュニケーション学科の平成 17(2005)年度か

ら平成 24(2012)年度までの平均授業評価点の推移を示す。

学部共通科目の学生による授業評価点は、両学科とも、3.4 点から 4.1 点の変動幅で

推移しており、心理学科では平成 21～22(2009～2010)年と比較して平成 23(2011)年以

降に評価点が改善し，3.9～4.0 点を維持している。コミュニケーション学科では平成

21(2009)年度後期以降評価点 3.8～4.1 を維持している。

専門科目については、心理学科学生による評価点に前期と後期で多少変動がみられる

ものの、平成 19(2007)年度後期以降ほぼ 3.9～4点前後を維持している。コミュニケー

ション学科学生の評価点は、平成 17(2005)年度後期より 4.0 点前後と常に高い傾向が

認められており、さらに平成 22(2010)年度後期以降は 4.3 点付近まで上昇している。

その理由として、専門科目における教員の教育改善策が効を奏していることを挙げるこ

とができる。

また、これまでの調査で、40人以下の少人数制で開講されている授業科目において、

その評価点が常に高い値を示す傾向が認められている。コミュニケーション学科では、

40 人以下のクラス編成の科目が多いことから、特に専門科目において心理学科に比べ

て授業の評価点が高かったと考えられた。このことから、少人数体制による授業形態の

有効性が確認できる。ただし、平成 24(2012)年度においては、100 人前後の多人数科目

においても評価が 4.2～4.5 点と高いものもあり、多人数の授業においても教員の創意

工夫による授業改善の成果が見られている。さらに、学部共通科目に比べて専門科目に

対する授業評価点は、心理学科で約 0.1 点、コミュニケーション学科においては約 0.3

点高くなっており、学生の専門科目の授業に対する関心や勉学意欲が強いことがうかが

える。特に、コミュニケーション学科では学年が進むにつれて、その傾向がさらに強く
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なることが認められている。
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図 2-6-1  人間学部の授業評価点の推移

次に、人間生活学部健康栄養学科および子ども教育学科の平成 21(2009)年度から平

成 24(2012)年度までの平均授業評価点の推移を図 2-6-2 に示す。人間生活学部におい

ても、学部共通科目に比べて専門科目に対する授業評価点は、一時的な逆転もあるが、

健康栄養学科で約 0.2 点、子ども教育学科においては最大で 0.6 点も高くなっており、

学生の専門科目の授業に対する関心や勉学意欲が高いことがうかがえる。さらに、子ど

も教育学科では、平成 23(2011)年度に専門科目の評価点が 0.2 点低下したが、平成

24(2012)年度には 0.35 点上昇し、低下前の評価点を上回るまでに回復している。入学

年度により学生の授業に対する関心や勉学意欲にも差があることから、この点を考慮し

て各教員が何らかの授業改善の策を講じたことが評価点の回復に繋がったと判断でき

る。一方、学生による評価点の標準偏差に開きが大きいことが明らかになっており、多

様な学生に対応するため、個々に対した更にきめ細かな指導の必要性が指摘されている。

以上のように、各教員が担当するほぼ全体の授業評価が得られ、中間調査および中間

調査を踏まえた教員間意見交換会に加え、これらの学期末評価結果をフィードバックす

るシステムが定着してきたことにより、教員の授業に対する意識改革が徐々に進展して

いることが判断できる。
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図 2-6-2 人間生活学部の授業評価点の推移

大学院教育に対する授業評価については、平成 19(2007)年度より大学院生（修士 1

年・2年）を対象に本学大学院の教育内容や授業・実習科目に関するアンケート調査を

毎年後期に実施している。質問項目は学部で行っている 5件法と異なり、以下の項目に

対する具体的な意見や要望等自由記述方式で行っている。

①『自己評価報告書』（平成 19(2007)年度版）の中に記載されている仁愛大学大

学院教育に関する目的・目標・方法・将来計画等に関する意見について

② 各自がこれまで受講した授業科目に対する意見について

③ ②以外の臨床教育（臨床実習やスーパービジョン等）に対する意見について

得られたすべての具体的な意見や要望は、研究科会議において大学院担当教員全員に

発表し、現在の大学院教育の問題点に対する共通意識を持つと同時に、可能な限りこれ

らの要望等に応えるよう改善を行い、今後の更なる大学院教育の充実を図っている（詳

細は、【資料 2-6-3】『平成 19(2007)年度 FD推進委員会活動』及びそれ以降の【資料 2-6-1】

『仁愛大学 FD推進活動報告書』等を参照）。

また、平成 24(2012)年度からの新たな取り組みとして、各教員が自身の授業を見直

し、授業改善・向上に役立てていくことを目的とした「授業公開週間」を実施し、教員

相互間の学習の機会とした。

その他の FD諸活動としては、学外の FD研修会に積極的に参加し、それらの要旨と授
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業評価結果を含めたすべての FD 活動内容を報告書として刊行している。これらの報告

書は学内全教職員及び一部の学外者に配布し、また、学生に対しては図書館に配置し自

由に閲覧できるようにしている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 2-6-1】平成 24年度仁愛大学 FD推進活動報告書

・【資料 2-6-2】仁愛大学 FD 推進活動報告書（平成 19年度版）

・【資料 2-6-3】平成 19年度 FD推進委員会活動

・【資料 2-6-4】授業評価調査用紙.pdf

・【資料 2-6-5】中間アンケート.pdf

（3）2－6の改善・向上方策（将来計画）

人間学部の教育目的の達成状況については、(人間生活学部と同様な方式は馴染まな

いかも知れないが、)心理学科では専門性を生かした職種への就職率等を評価の基準と

することや、同様に、コミュニケーション学科ではコミュニケーション能力を生かした

職種への就職率等や英語コミュニケーション能力の向上状況等を数値化して表せるよ

うな工夫を加えることに取り組む。

一方、FD 推進委員会の重要な取り組み課題とされていた学生理解と授業改善・向上

を目的とした「公開授業週間」を平成 24(2012)年度後期に実施し、教員相互間の学び

合いの機会を設けたが、この取り組みの実施方法ならびに実施期間については、未だ試

験的なものであり、今後改善の余地を残している。さらに、この取り組みに積極的に賛

同の意を表している教員数も十分とは言えないことから、来年度以降も FD 推進委員会

の重要な取り組み課題として進めていく計画を持っている。

さらに、平成 20(2008)年度に導入した「大学教育情報システム」により、学生との

連絡や学習指導がスムーズに行うことが可能になっている。このシステムを進めること

により FD活動の目的である授業改善にもつながることが期待されている。
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2－7 学生サービス

≪2－7の視点≫

2-7-① 学生生活の安定のための支援

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

（1）2－7 の自己判定

基準項目 2－7を満たしている。

（2）2－7 の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-7-① 学生生活の安定のための支援

学生サービス、厚生補導のための組織として学生部を設置している。学生部には、学

生部長、副部長の各職を置き、部署として学生生活課、教務課、入試・広報課、保健管

理室、学生相談室の 3 課 2 室で構成している。その構成員は、教員、事務職員、保健

師、臨床心理士であり、密接に連携し一体となって学生に対応できるよう組織されてい

る。また、全学委員会として、学生部長を委員に含む学生生活委員会を組織し、学生サ

ービスの向上に努めている。

学生生活課においては、各種の奨学金による学生の経済的支援、サークル活動の奨

励・各種手続き・活動に伴う備品や施設の整備、活動助成金の支給、全学生参加の学生

自治組織である学友会への活動支援、リーダー研修会の実施、学生有志により組織され

た大学祭実行委員会へのさまざまな活動支援、通学手段・環境の整備（学生駐車場、シ

ャトルバス）、自宅外生の住居紹介（大学指定マンション、民間マンション・アパート）、

福利厚生施設の充実、学生生活実態調査の実施、同窓会・後援会の一部事務代行等を行

っている。

学内の福利厚生施設として、学外業者に委託営業する形で学生食堂及び売店を設置し

ている。さらに、校務員の他、警備員、清掃員も学内環境の整備に従事している。

学生生活を送る中で、犯罪行為や反社会的行為を行った可能性のある学生に対しては、

十分に事実を確認したうえで、重大な事案については、学長が招集するセキュリティ管

理委員会に諮る。同委員会での協議を経た上で、学部教授会において学則に則り懲戒案

を審議し、その結果を踏まえて学長が処分を行う体制が整えられている。日頃より教育

的指導を心がけているが、悪質なケースが生じてしまった場合は厳格な措置をとり、安

心・安全な学習環境並びに生活環境を維持するように努めている。

また、本学は市街地の郊外に立地しているため、自動車通学の学生が全在学生の約

60％に上っている。そのため、警察官を招いて交通安全教育を毎年実施している。

さらに、学生気質の変化や価値観の多様化を踏まえて、入学後の孤立による中途退学

を防ぐ目的で、学生生活課新規重点項目として、平成 24(2012)年度より、入学式の前

日に新入生歓迎・交流イベント「新仁さんいらっしゃい」を実施している(自由参加制)。

平成 25(2013)年度は、2学部 4学科 326 人の入学者のうち、205人の参加があり、参加

率は 62％であった。この新規事業は、とりわけ、隣接県からの入学者、大学卒業資格

認定取得による入学者、通信制高校卒業者などにとっては、友人を作るきっかけとなっ

ているとともに、入学後の学業や学生生活にスムーズに入って行く第一段階であり、さ
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らに、学部学科を超えた友人関係の構築にも寄与している。

・学生への経済的な支援

1）奨学金制度

①本学独自の奨学金制度

ア 仁愛大学世灯奨学金（学業奨学金）

学業奨励及び学生の学習意欲の向上を目的として、在学中の学業成績が特に優れた者

に対して奨学金を給付する制度である。毎年4月の指定時期に3年生を対象に公募する。

応募者の中から、各学科会議において応募者の GPA をもとに該当者を選出・決定、評議

会にて承認のうえ、人間学部と人間生活学部あわせて計 7人に対し、奨学金として１人

当たり 25万円を給付している。

イ 応急奨学金

学生の家庭における主たる学資負担者の死亡・疾病や火災等の災害により家計が急変

し、著しく修学が困難となった場合に奨学金を給付する制度である。奨学金の金額は申

請のあった学期の授業料及び教育充実費の2分の1の額である。応急奨学金は、平成

24(2012)年度までに21人が受給している。

平成 20年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

人数 1 2 3 5 2

②公共団体等の奨学金制度

ア 日本学生支援機構奨学金

本学が取り扱っている奨学金制度の中で最も多数の学生が利用している奨学金であ

る。大学が募集説明会を開催し、出願に際する心構えと書類作成について周知を図って

いる。奨学金貸与を申請してきた学生について、学生生活課にて必要書類を取りまとめ、

学生生活委員会での審議を経て、日本学生支援機構に推薦している。

イ 地方公共団体及び民間育英団体

地方公共団体及び民間育英団体等の奨学金制度については、募集通知を掲示して周知

を図り、取りまとめている。学内選考が必要な場合は、他の奨学金制度と同様の方法に

より選考、推薦している。

2) 学園後援会留学経費貸付制度

本学がプログラムした 2週間以上にわたる海外留学に参加する学生に対して、その経

費を規程の範囲内で希望学生に貸付する制度である。平成 24(2012)年度までに、19 人

に貸与している。

平成 20年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

人数 2 1 3 1 4
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3) アルバイトの紹介

学業や学生生活に支障のない範囲で、求人のあったアルバイトについて掲示、紹介し

ている。また、学内において従事できるアルバイトとして、大学院生の TA をはじめ、

附属図書館の貸出業務、コンピュータ室のヘルプデスクに学生を採用している。

・学生の課外活動への支援

学生の課外活動の中心をなすサークル活動については、公認団体として文化系 21 団

体、体育系 16団体の部やサークルがあり、全学生の約 60％が何らかの部・サークルに

所属し、活発に活動している。おおむねサークル活動は学生が自主的に行っているが、

学生生活課は顧問の教員に、学生の学内での活動をはじめ対外試合や合宿、コンパ等で

の交通安全その他で危険のないよう、また未成年の飲酒や上級生による体罰などの不適

切な事態を招かないよう、危機管理面で適切に指導するよう働きかけている。この点に

ついては、各部・サークルの顧問に対して、学生からの活動許可願や予算申請書等への

押印を義務付けることで、未然に事故を防ぐとともに、学生らの活動状況をできるだけ

把握しておくように努めている。ただし、各顧問への役割や義務・責任についての統一

的な指針は設定されていないので、各顧問に対応を委ねているのが現状である。

1) 経済的支援

① 課外活動等奨学金

学生生活における学業以外の諸活動の奨励を目的として、体育系及び文化系の課外活

動の公式大会における上位入賞者（個人及び団体）、ボランティア等の社会奉仕活動や

特色ある個人活動を展開している場合に奨学金を支給する制度である。

② 仁愛学園後援会費

学生生活における諸活動を行ううえで必要とする団体及び施設整備費を助成する制

度である。

③ 学生生活課サークル奨励費

学友会(学生自治会)に公認されたサークルの中で特に活動実績のある団体に補助し、

主に団体が所属する連盟登録費・大会参加費・講師招聘による謝礼費を支給する制度で

ある。

④ 学友会サークル費

学友会に公認された団体に補助され、サークル活動を支援する制度である。

2) 活動施設の設置

学生の課外活動を支援するための施設（名称：世灯館）を設置し、学友会やサークル

活動の拠点として利用されている。ただし、床面積が狭く、部屋数も少なく、老朽化し

ているため、学生からの不満や要望に必ずしも応え得ていないのが現状である。平成

23(2011)年には、人間生活学部設置に伴う学生増に対応する形で、世灯館の改修工事を

行い、学生ラウンジの新設や自動販売機の設置などを行い、徐々に改善を行っている。

3) リーダー研修会

毎年度末に、学内全サークルの新部長と学友会執行部が参加するリーダー研修会の開

催を支援している。本研修会では、サークル代表者のリーダーシップの育成・向上を図

り、サークル活動をはじめキャンパスライフの活性化を目的としている。
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・学生に対する健康相談、心的支援、生活相談等

安全で快適な学生生活を支援するために、組織として、学生部学生生活課をはじめ、

保健管理室、学生相談室を設置している。

1) 健康相談

「保健管理室」では保健主事が常時在室し、学生の健康管理、健康相談・指導、応急

処置、禁煙支援等に応じている。毎年 4 月には、定期健康診断（身体計測、血圧測定、

胸部 X線検査、尿検査、内科診察）を実施している。特に、新入生と 4年生には、血液

検査（貧血・脂質）を併せて実施し、体格指数による肥満やせ傾向の把握を行い、経過

観察や治療の必要な学生には、相談・指導を行っている。

また、新入生ガイダンス時に、キャンパスハラスメント、喫煙と健康、飲酒と健康、

薬物乱用、性感染症、麻疹・風疹、女子学生には子宮頚がんなどについて、資料を用い

て啓発を行っている。特筆すべきは、普通救命講習(AED)の実施、学生が在学中に禁煙

できるよう、学生禁煙支援事業を通して禁煙への取り組みをサポートしている。

なお、保健管理室と次に述べる学生相談室は隣接して設置されており、保健管理室か

ら学生相談室への支援体制も整備している。学生の心的支援をスムーズに行うための体

制である。

2）心的支援

学生の心的支援を目的として「学生相談室」を設置している。スタッフとして学外の

非常勤カウンセラー（臨床心理士）3人が交代で週 5日勤務し、適切な助言、相談を実

施している。また必要に応じ、保護者との面談も実施している。

なお、各学科の教員代表等からなる学生相談委員会（学生部長を含む）を年 3回程度

行い、相談に関する情報交換や指導、学生相談室の運営等についての検討を行っている。

3）生活相談

生活相談等には、指導教員や学生部関係教員、学生生活課の事務職員があたっている。

特に、安全な学生生活を送るために、ガイダンス、掲示、講演等で「悪徳商法やカルト

集団勧誘への心構え」、「大麻、その他薬物に関する注意」、「クレジットカードの使用に

関する注意」、「一人住まいの注意」等について注意を喚起している。また、個々の学生

から学生生活課窓口へ相談があった場合、その都度担当教員、職員が対応にあたってい

る。

なお、セクシャルハラスメント防止については、規程を設け、各種ガイダンスの機会

にセクシャルハラスメント防止に関わる説明を行い、相談窓口担当の教員を学生に知ら

せ、防止に努めている。

平成 23(2011)年度からは、人間学部では、基礎演習(1 年次必修)を隔週、通年化し、

前期・後期それぞれ 1回ずつ、担当教員とすべての担当学生が、個別に面談する機会を

設けている。2年次は、1年次に基礎演習を担当した教員がそのままこの任に当たる「指

導教員制」を敷いている。学生に対する窓口対応の在り方については、学園法人本部に

よる毎年の職員研修の成果もあり、丁寧かつ迅速になされており、職員と学生とのコミ

ュニケーションは良好である。
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◇エビデンス集 資料編

・【資料 2-7-1】学生生活委員会規程.pdf

・【資料 2-7-2】仁愛大学学生相談室規程.pdf

・【資料 2-7-3】仁愛大学学生相談委員会規程.pdf

・【資料 2-7-4】仁愛大学応急奨学金規程(本文).pdf

・【資料 2-7-5】仁愛大学世灯奨学金規程(本文).pdf

・【資料 2-7-6】福井仁愛学園後援会留学経費貸付規程(本文).pdf

・【資料 2-7-7】学生相談室、医務室等の利用状況 【表 2－12】と同じ

・【資料 2-7-8】大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度実績）

【表 2－13】と同じ

・【資料 2-7-9】学生の課外活動への支援状況（前年度実績） 表【2－14】と同じ

・【資料 2-7-10】学校法人福井仁愛学園におけるハラスメントの防止等に関する指針

2-7-② 学生生活全般に関する学生の意見・要望の把握と分析・検討結果の活用

本学では毎年 1月に学生生活実態調査を実施している。この調査では学生の学習、日

常生活、生活意識の実態をとらえ、今後の学生生活の充実向上を支援するための基礎資

料を得ることを目的としている。この調査では、自由記載欄を設け、福利厚生施設（学

生食堂、売店他）、学生部・事務局・附属図書館等のサービス、サークル活動に対する

支援等について学生から広く意見聴取し、状況に応じて次年度の支援活動に反映させて

いる。また、日常的に学生部窓口で意見や要望を汲み上げ、対応している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 2-7-11】学生生活実態調査に関する資料

以上により、本学では、基準項目 2－7 を満たしていると判断した。

（3）2－7の改善・向上方策（将来計画）

今後、学生の気質や価値観の多様化はさらに進むことが予想される。そのため、現在

は課長と課員の 2人で構成されている学生生活課職員の増員を図り、学生サービスをさ

らに充実させる必要がある。

また、学生組織である仁愛大学学友会や仁愛大学同窓会に対して支援の充実を図り、

学生食堂に対してはサービス向上への働きかけを継続していく。

さらに、学生サービスに対する学生の意見等を汲み上げるシステムについては、気軽

に意見の発信ができる体制づくりのために、学友会との連携を進めている。

保護者からの相談や要望の汲み上げについては、保護者対象の教育懇談会で対応して

いるが、一層の改善が必要である。改善策として、本学の学生サービスに関する保護者

向けの情報提供の充実が必要であり、本学への信頼を高めるためにも、本学が取組んで

いる学生サービスについての情報をこれまで以上に分かりやすく保護者に発信してい

くことに努める。
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2－8 教員の配置・職能開発等

≪2－8の視点≫

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備

（1）2－8の自己判定

基準項目 2－8を満たしている。

（2）2－8の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

2-8-① 教育目的及び教育課程に即した教員の確保と配置

本学は、2学部 4学科、1研究科 1専攻で構成されており、平成 25(2013)年 5 月 1日

現在の専任教員数は、人間学部・研究科 36人（うち助手 2人）、人間生活学部 34人（う

ち助手 5人）、その他の部局として附属心理臨床センターに 1人、計 71 人（うち助手 7

人）の専任教員を配置している。なお、大学設置基準により定められている本学の専任

教員数は 49人（収容定員に応じ定める数 16人、人間学部 15人、人間生活学部 18人）

であり、基準を満たしており、その配置についても教育目的・教育課程に即応している。

教員構成に関しては、非常勤講師(兼任)への依存率は両学部において全授業科目の概

ね 30％程度であり、専任教員の専門領域を強化する授業の導入という点から見て、こ

れは必要な割合であるといえる。

各教職課程（小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、中学校教諭一種免許（英語）、

高等学校教諭一種免許（英語）、栄養教諭一種免許）に関する専任教員数については、

それぞれの教職課程認定基準を満たしている。また、健康栄養学科における管理栄養士

免許は「管理栄養士養成施設の指定の基準」に定められた基準を満たしている。

年齢別の教員構成については、概ねバランスの取れた年齢構成となっている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料2-8-1】仁愛大学教員組織表

・【資料2-8-2】仁愛大学学部教員選考規程

・【資料2-8-3】仁愛大学教員選考規準

・【資料2-8-4】専任教員の学部研究科ごとの年齢別構成 【表2-15】と同じ

2-8-② 教員の採用・昇任等、教員評価、研修、FD(Faculty Development)をはじめと

する教員の資質・能力向上への取組み

教員の採用・昇任に関する事項は「仁愛大学学部教員選考規程」並びに「仁愛大学教

員選考基準」に依拠している。教員の採用・昇任については、学部長が、学部の教育研

究上その必要性を認めたものについて、学長に上申すると規定されており、学長は上申

に基づき、「教員選考委員会」（委員長：学部長）に対し、候補者の選考・審査を指示す

る。同委員会は「仁愛大学教員選考基準」に基づく審査を行い、その審査結果について
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学長及び教授会に報告了承の上、学長からの理事会への進達により、専任教員としての

採用及び昇任を行うこととなっている。

現在のところ、教員評価については定めていない。

平成 17(2005)年度より FD 推進委員会を発足させて、授業評価を実施し、教員の教育

力向上や授業改善をめざした組織的啓蒙活動を行っている。また、平成 19(2007)年度

より中間授業評価結果に基づき学内 FD 活動の一環として教員間の意見交換会を開催し、

学生の生の意見を集約し問題点を明らかにした上でその改善策を検討している（授業評

価の詳細に関しては【資料 2-6-2】を参照）。その他の FD 諸活動としては、学外の FD

研修会に積極的に参加し、それらの要旨と授業評価結果を含めたすべての FD 活動内容

を報告書として刊行している。これらの報告書は学内全教職員及び一部の学外者に配布

し、また、学生に対しては図書館に配置し自由に閲覧できるようにしている。

また、教員の資質・能力向上のための取組みの一つとして、大学間の連携も挙げるこ

とができる。インターネットを利用することで他の大学の教員や学生とコミュニケーシ

ョンできる環境の整備が進められるとともに、FD 活動を促進するチームも構成され、

FDに関する情報交換や FD研修会の共同開催等、FD の大学間連携が進められている。

◇エビデンス集 資料編

【資料 2-8-5】平成 24 年度仁愛大学 FD推進活動報告書

2-8-③ 教養教育実施のための体制の整備

大学としての教育課程の編成方針の策定は、全学の教育課程全般に関する審議を全学

委員会である｢教育課程委員会｣で行っている。各学部の専門教育に関する審議は、学部

委員会である｢教務委員会｣が行っている。また、全学共通科目を含む教養教育科目は、

開学以来、学部共通科目として開設し、その編成方針の策定等については、｢共通教育

専門委員会｣で審議している。

特に､学部共通科目「英語」の基本的な教育内容の策定並びに学習支援に関する事項

は、平成24(2012)年度に発足した「英語教育センター」が担っている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料2-8-6】教育課程委員会規程

・【資料2-8-7】仁愛大学学部教務委員会規程

・【資料2-8-8】仁愛大学共通教育専門委員会規程

・【資料 2-8-9】仁愛大学英語教育センター規程

（3）2－8の改善・向上方策（将来計画）

教育課程を遂行するために必要な教員は確保されており、概ね適切に配置されている。

教員評価については、今後の検討課題である。FD に関しては、全教員の理解を深め

ていくことによって、活動の目的である授業改善にもつながるよう努めていく。
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2－9 教育環境の整備

≪2－9の視点≫

2-9-① 校地、校舎、設備、実習施設、図書館等の教育環境の整備と適切な運営・管理

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理

（1）2－9の自己判定

基準項目 2－9を満たしている。

（2）2－9の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

(1)－① 事実の説明（現状）

［キャンパス］

キャンパスは、JR 武生駅から東方約 6 ㎞の日野山を仰ぐ北日野の地に立地し、教育

環境としては好適な地にある。校地としては、106,910 ㎡（大学設置基準第 37 条 基

準面積 13,240 ㎡）を有しており、校舎敷地 45,158 ㎡と運動場敷地 40,954 ㎡等に区分

されている。校舎としては、次の 8 棟の建物で構成され、校舎面積は 19,512 ㎡（大学

設置基準第 37条 基準面積 12,114 ㎡）であり、内訳は次のとおりである。

A号館 （共通講義室・会議室・管理部門施設）

B号館 （心理学科教棟・研究室・学生部・学生相談室）

C号館 （附属図書館・共通講義室・学生食堂・ラウンジ・学友会室）

D号館 （体育館）

E号館 （コミュニケーション学科教棟・研究室・学生ホール）

F号館 （附属心理臨床センター・大学院教棟・研究室）

G号館 （人間生活学部教棟・研究室）

世灯館 （サークル室・ラウンジ）

その他 （守衛棟・グラウンド管理棟）

A 号館、B 号館、D 号館、E 号館並びに世灯館、守衛棟は、昭和 57(1982)年に開設し

た仁愛女子短期大学武生キャンパスの校舎をほぼ全面改修して使用し、大学開学並びに

大学院及び人間生活学部の開設に併せて他の建物を増築し今日に及んでいる。

また、校舎をはさんだ中央広場には、「コミュニケーション広場
プ ラ ザ

」と「こころの広場
ア ゴ ラ

」

が配置され、学生の自由な憩いの空間として利用されている。

運動場としては、多目的グラウンド（400ｍ 8レーンのトラック、サッカー場、跳躍

競技場）と野球場、テニスコート 3 面を備え、また、屋内体育施設として体育館（約

1,140 ㎡）があり、学生に活用されている。

キャンパス内の校舎配置は図 2-9-1 のとおりである。
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本学の附属図書館、附属心理臨床センター、英語教育センター、情報ネットワーク管

理室の諸施設について記す。

［附属図書館］

附属図書館の床面積は 1,982 ㎡、蔵書収容能力は 15 万 1 千冊、閲覧座席数は 291 席

である。1階は、閲覧室・PCコーナー・図書整理コーナー・館長室・事務室・書庫等を、

2階は、閲覧室・PCコーナー・グループ学習室・教員閲覧室・視聴覚コーナー・書庫等

を配置している。1・2 階ともバリアフリー化に対応し、ガラス壁面を広く取り(平成

25(2013)年 3 月に館内ガラス面に飛散防止フィルムを貼り、耐震強化を図った)、エア

コンのほかに床暖房を設置する等、北陸の気候条件に配慮した設計がなされている。

所蔵資料数は、図書 111,149 冊（うち洋書 12,427冊）、学術雑誌 308 種類（うち外国

雑誌 72種類）、視聴覚資料 4,887 点、電子ジャーナル 1,537 種類、電子データベース 8

契約、電子ブック 3,510 タイトル（うちフリーアクセス洋書 3,460 タイトル）である。

開館状況は、通常授業期の平日は 9時から 21 時 30 分まで、土曜日は 9時から 18 時 30

分まで、夏期・冬期・春期休業期間中の平日は 9 時から 17 時まで、土曜日は 9 時から

12 時 30 分までとなっている。ただし、学期末試験期間前の日曜・祝日は 9 時から 17

時まで開館し、学生の試験準備等の便宜を図っている。開館日数は、平成 22(2010)年

度が 292 日、平成 23（2011）年度が 286 日、平成 24(2012)年度が 288 日である。

利用者数は平成 22(2010)年度が 76,071 人、平成 23(2011)年度が 81,299 人、平成

24(2012)年度が 91,702 人と年々増加している。

館内では無線 LAN の利用が可能であり、加えて閲覧机には情報コンセントを配置し、

ノートパソコンを持ち込みインターネット等が利用できる環境を整えている。PC コー

ナーには 1・2階合わせて計 28台のパソコンを設置し、情報検索等に活用している。な

お、パソコンは利用者の要望に基づき、平成 25(2013)年度に 5台を追加設置した。

図書館の環境整備、施設に関する要望等に対する取組みとして、次のような運営を行

図 2-9-1 仁愛大学校舎配置図
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っている。

（1）図書館資料、施設・設備の利用促進活動

① 図書館および読書への関心を促すため、企画展等を平成 24 年度は 11 件実施し、利

用者数の増加に結びついた。

② 平成 24年度に学生に実施した図書館アンケートを取りまとめ、資料の充実、雑誌の

見直し、エアコンの温度調整、パソコン環境の充実等、学生の意見を反映した改善に取

り組んだ。

（2）県内の他大学図書館・公共図書館との連携

① 福井県図書館相互協力として、平成 20(2008)年に福井県立図書館と相互協力協定を

締結した。県内協定参加館の蔵書をインターネット上で一括検索・相互貸借ができ、積

極的な利用を学生および教員に促している。

② 福井県地域共同リポジトリにおいて研究成果等をインターネット上に公開している。

平成 24(2012)年度末時点では、本学の研究成果の公開数は 150 件であり、年々ダウン

ロード数が増加している。学生への活用も促進している。

［附属心理臨床センター］

附属心理臨床センターは、心理相談を受けるためのカウンセリング・センターであり、

大学教員・カウンセラーが地域の方々の相談に応じているが、大学院生の訓練機関を兼

ねており､教員の指導のもとに訓練を受けた大学院生が担当することもある。

F 号館 1 階の全フロアー（424.01 ㎡）を附属心理臨床センターに供用するとともに、

一般教棟とは別エリアになるよう区分し、学外からの相談者が案内標識に沿ってセンタ

ーの専用駐車場から専用エントランスを通り入館できる等、相談者のプライバシーへの

配慮を重視した配置・構造となっている。

センターには相談室４室、プレイルーム２室、グループ相談室１室、他にスタッフル

室、事務室、待合室があり、各相談室やプレイルームには箱庭療法の設備が備えられ、

相談者にあった活用ができるようにしている。

［英語教育センター］

英語教育センターは、全ての学生の英語コミュニケーション能力を向上するための学

習施設として、E号館 3階に開設した。インストラクターと専門スタッフが常駐し、英

語コミュニケーション能力向上のためのサポートを行う「英語教育センター室」、くつ

ろいだ雰囲気で、生きた英語に触れることのできる談話室「E-Lounge」、42台のコンピ

ュータ支援による語学演習室「CALL 演習室」を配置している。

［情報ネットワーク管理室］

情報教育施設としては、情報教育のためのコンピュータ室を学生用として PCを 60 台

配置の 2 室と 44 台配置の 1 室、主に CG 演習を中心に利用する Macintosh を 45 台配置

の 1 室、（いずれの教室も別に各 1 台教師用を設置）の 4 室を設置している。コンピュ

ータ室 3 室では教師の指示画面を液晶プロジェクターへの表示と併せて専用の机上モ

ニターに配信する映像分配装置も整備しており、教室最後部の学生も座席のモニター画
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面で提示画面を鮮明に確認することが可能となっている。演習授業で用いる演習室 3室

とは別に、学生が空き時間に自由に利用ができる G 号館の情報演習コーナーでは、40

台の Macintosh を設置している。OSはマイクロソフト社の Windows 7 を導入しており、

同社の Office 等のアプリケーションソフトウエアを含め、キャンパスアグリーメント

制度を利用している。CG演習室と情報演習コーナーにおいては、MacOS X と Windows 7

のデュアルブートを可能としている。

また、SINET を経由したインターネットへの接続は、現在、福井情報スーパーハイウ

ェイ(FISH)回線を経由し、回線速度は 100Ｍbpsとなっている。

コンピュータ室は、講義時間外に学生が自由に利用できるように、月曜～金曜の 9時

より 19 時まで開放されている（届出により延長・土日利用も可能）。さらに、持ち込み

ノートパソコン利用の便を図るために、コンピュータ室・学生ホール等には、接続ケー

ブルが用意されたノートパソコン設置対応デスクを設置している。また、無線 LAN 設備

についても整備を行い、学内のほとんどの場所において利用が可能となっている。開学

当初より、希望する学生に対しては、ノートパソコンの長期間貸与制度を設けて貸与し

てきたが、平成 19(2007)年度からは対象パソコンを機種更新して短期間貸与に変更し

た。現在 45 台の貸出ノートパソコンにて運用を行っており、一般教室やゼミ室や自宅

で学生に利用されている。

学習用サーバとしては、学習管理システム（LMS）や英語学習用サーバを設置し、多

数の授業に関連して学生の授業時間内外での学習・課題提出のために利用されている。

また、平成 20(2008)年度～22(2010)年度において採択された戦略的大学連携支援事

業 F レックス（本学は平成 21(2009)年度より自校負担にて参加）では、基盤 ICT シス

テムとして、LMS や SNS・e ポートフォリオ等の Web システムに加え、テレビ会議シス

テムや Web 会議システムも整備され、福井県内の高等教育機関（5校）に所属する学生・

教職員を中心に FD活動や各種研究会や学生教職員の交流に活用されている。

その他、研究室等を含めた情報教育施設や機器に関しては､「情報ネットワーク管理

室」が整備・運用・管理を一元的に行っている。

以上のように、諸施設は教育研究活動の目的を達成できるように整備されている。

一方、授業が行われる教室環境に関する学生の要望や意見に関しては､FD活動の一環

として実施されている「中間アンケート」によって吸い上げられて、施設・設備の改善

に反映する仕組みが出来上がっている。

学内の各施設設備については、法定定期点検（建物定期点検、消防設備点検、貯水槽

点検、電力定期検査、エレベーター保守点検、浄化槽点検）を履行の上、不具合な箇所

については、関係機関の指導の下、補修、取替え等の対応を行い、関係機関等への報告

を行い、適切な維持・管理に努めている。

短期大学から使用している校舎に関しては、新耐震基準に適合するために A 号館・B

号館について耐震補強工事を完了している。また、旧来からある校舎に関しては、アス

ベストの使用について専門業者による点検を受け、全ての校舎についての安全が確認さ

れている。
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平常時のキャンパスにおける安全確保については、事務長の指示のもと、学内外全般

については事務局職員並びに用務職員を中心に実施しており、野球場・サッカー場等の

グラウンドを主とする施設については施設管理職員（嘱託職員）を配置するとともに、

学内の樹木、芝生等の植栽管理は専門業者に委託している。

教育研究のための環境としては、中規模以上（収容人数概ね 50 人）の講義室におい

て、プロジェクター・DVD・VHS・パソコン等の機器に対応しており、日々の講義等に有

効に活用されている。また、車椅子による歩行対応として、専用の駐車スペースから校

舎内への専用通路をはじめ、ほとんどの講義室並びに図書館、学生食堂等への移動を可

能としており、A号館を除く全ての棟に障害者用トイレを設置している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 2-9-1】人間学部学生便覧 2013,pp.60-68,pp.104-106

・【資料 2-9-2】人間生活学部学生便覧 2013,pp.82-90,pp.126-128

2-9-② 授業を行う学生数の適切な管理

人間学部の２学科は学年定員が 95 人であり、専門科目の演習・実験等についてはク

ラス分けや履修科目の専攻別選択により、少ない人数での教育が実施できている。

人間生活学部においては、健康栄養学科では 1 学年 2 クラス制（40 人規模）をとっ

ており、専門基礎科目・専門科目の多くの講義科目および、全ての実験・実習科目をク

ラス単位で行っている。また、子ども教育学科は学年定員が 45 人であり、基本的には

学年人数単位の授業が行われている。

一方、学部共通科目においては、1クラスが 100 人を超える受講生を抱える授業科目

もあるが、大教室についてはモニターテレビを配置するなど受講生に配慮した授業環境

の改善を行っている。外国語科目やスポーツ実技、情報科目などについては、クラス分

けや習熟度別の少ない人数でのクラス編成を行っている。

◇エビデンス集 資料編

【資料 2-9-3】平成 24 年度 受講人数一覧表(履修人数一覧表)

（3）2－9の改善・向上方策（将来計画）

教育環境に関しては､概ね良好である。今後とも定期的な点検・検査・管理を継続す

るとともに、必要に応じた改修を行う。また、学生数の適切な管理については、再履修

者数や定員増に備えた対応も進めていく。
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［基準 2の自己評価］

学生の受け入れに関しては､各学部学科ともアドミッションポリシーを明示し、大学ホー

ムページや大学案内等で周知している。また入学者の選抜については、入試委員会等を中心

とする体制のもとで、アドミッションポリシーに沿いながら、公正な方法で行っている。入

学者の選抜方法については、入学試験の多様化、試験方法等の周知を図り、入試判定も厳正

に行われている。

受入数の維持については、定員割れの学科が見られるが、その対策として、特色を明確に

打出し、それらを教育・研究に反映させ、きめ細かな広報活動を実践し、入学定員の適正化

を目指していく。

授業は、学科の教育の目的に沿って適切に実施されている。新入生には初年次教育として

「基礎演習」を開講し、さらに入学前教育を実施しており、全学生への学習支援にも努めて

いる。

単位認定と卒業判定は、学則にしたがって厳正に実施されてきた。

就職支援に関しては、「キャリア支援センター」を中心に行っており、ガイダンスや、各

種研修会を開催するとともに、学内企業説明会も開催している。

教育目的の達成状況を点検・評価するために、学生による授業評価の結果を FD 推進活動

報告書にまとめフィードバックが図られており、シラバスに反映させ、授業方法を含めて学

修指導等の改善に生かしている。ただし、教育目的の達成状況の評価については、学生の満

足度調査や就職先の企業アンケート等の実施が行われているが、十分でない面もあるため項

目の見直し等を重ねて、点検・評価を進めていく。

学生生活の安定のための支援として「学生生活委員会」等の委員会、「学生相談室」「保健

管理室」等が組織されている。

本学は、大学設置基準を上回る教員数と、資格関連の指定基準に即した教員を配置してい

る。教員組織編成方針とその採用、任用については、規程に定め適正に運用される体制を整

えている。

FD 活動に関しては、「FD 推進委員会」において、教員の資質・能力向上の取組みを計画

し、実施している。

校地、校舎等の学修環境については、立地状況に適したものになっている。図書館は、学

生の利便性を高めるための様々な対策を施し、教育・研究に役立てられている。各授業の受

講生数は、一部の科目を除き概ね適切なものとなっている。

以上、本学は適正な学修と教授が行われ、様々な学習支援を通して､学生の育成が図られ

ていると判断している。



仁愛大学

62

基準 3．経営・管理と財務

3－1 経営の規律と誠実性

≪3－1の視点≫

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮

3-1-⑤ 教育情報・財務情報の公表

（1）3－1の自己判定

基準項目 3－1を満たしている。

（2）3－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-1-① 経営の規律と誠実性の維持の表明

本学の設置者である学校法人福井仁愛学園は「学校法人福井仁愛学園 寄附行為」の

第 3 条に、「この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、仏教精神によって有為の

人材を育成するため、私立学校を設置することを目的とする」を掲げ、本学園の経営は

教育基本法及び学校教育法を遵守するとともに、学園創立の精神に基づく人材育成を目

的として誠実に運営することを表明している。

また、同条の目的を達成するため「学校法人福井仁愛学園組織規程」を定め、組織並

びに職員の職務について明記している。なお、組織倫理に関する独立した規程は特に定

められていないが、仏教の理念を基盤とした人間教育の場としての公的責任を負う組織

機関として、「仁愛大学就業規則」に「前文」をおき、「福井仁愛学園の創立精神を継承

し、その振興を図り、地位・職域の別を越え、互いに人格を尊重し、一致協力して教育

実践の場としての本学の使命と公共性を認識して、教育・研究・学務に遺憾なきよう努

めなければならない」旨を職務遂行上の倫理原則として規定している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-1-1】学校法人福井仁愛学園 寄附行為    【資料 F-1】と同じ

・【資料 3-1-2】学校法人福井仁愛学園 組織規程

・【資料 3-1-3】仁愛大学 就業規則

3-1-② 使命・目的の実現への継続的努力

学校法人福井仁愛学園寄附行為に基づき、法人の最高意思決定機関としての「理事会」

を定期的に開催し、事業計画・予算、事業実績・決算、役員及び評議員の選任、寄附行

為の変更その他の重要事項について審議し、確実な業務の遂行と目的の実現に向けての

努力を継続している。また、「評議員会」についても、年度毎に定期的に開催され、理

事会の諮問機関としての役割を適切に果たしている。

なお、本学園の中長期計画は平成 23(2011)年度に策定した。現在、計画に挙げた具
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体的施策の推進中であるが、この中長期計画は、大学のみならず、仁愛女子短期大学、

仁愛女子高等学校、仁愛女子短期大学附属幼稚園及び事務部門である法人本部を含めた

5部門の今後 5年間の学園ビジョンを明確にしている。また、その目標を達成するため

に、各部門における重点方針課題を設定している。これら計画の進捗等については、外

部委員も含めた中長期計画推進委員会や中長期計画進行管理委員会を定期的に開催し

て管理し、学園ビジョンの実現への継続的努力を行っている。

また、大学内各部局ごとに年度毎の「事業計画」を策定し、「事業報告」の報告を行

っている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-1-4】平成 24 年度理事・監事・評議員名簿及び理事会、評議員会の開催状況  

【資料 F-10】と同じ

・【資料 3-1-5】学校法人福井仁愛学園 中長期計画 【資料 1-3-13】と同じ

・【資料 3-1-6】学校法人福井仁愛学園 中長期計画推進委員会等関連会議一覧

・【資料 3-1-7】仁愛大学 平成 25年度事業計画 【資料 F-6】と同じ

・【資料 3-1-8】仁愛大学 平成 24年度事業報告 【資料 F-7】と同じ

3-1-③ 学校教育法、私立学校法、大学設置基準をはじめとする大学の設置、運営に関

連する法令の遵守

私立学校法に基づき定めた学校法人福井仁愛学園寄附行為第3条に「教育基本法及び

学校教育法に従い」と掲げている。また、仁愛大学並びに仁愛大学大学院の各学則第１

条に「教育基本法及び学校教育法に遵い」と掲げている。

また、本学学則及び諸規程は、学校教育法、同法施行規則、大学設置基準、私立学校

振興助成法、学校法人会計基準等に従って作成されており、関係法令を遵守して法人及

び大学を運営している。さらに、各法令等が定める届出事項も正確かつ遅滞なく行って

いる。

なお、本学園では、公益通報者保護法に則り、「学校法人福井仁愛学園公益通報等に

関する規程」を定めており、万一の法令違反行為の早期発見及び是正を図るための必要

な体制を整備している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-1-9】学校法人福井仁愛学園 公益通報等に関する規程

3-1-④ 環境保全、人権、安全への配慮

1) 環境保全への配慮

環境保全の配慮については、毎年5月に「夏のエコスタイルの取組みの協力依頼（学

長通知）」を示し、適正冷房（室温28℃以上）と軽装勤務を実施している。また、東日

本大震災発生以降は、同通知に基づく夏期及び冬期の節電の具体的取組みをまとめ、教

職員及び学生に周知し全学で取り組んでいる。
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◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-1-10】夏のエコスタイルの取組みの協力依頼について（学長通知）

・【資料 3-1-11】節電への協力について（学生部長通知他）

2) 人権への配慮

人権への配慮については、関係法令に則り個人情報の保護及びセクシュアル・ハラ

スメント、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメントの各種ハラスメントの

防止に関する諸規程の整備により行われている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-1-12】学校法人福井仁愛学園 個人情報の保護に関する基本ポリシー

・【資料 3-1-13】学校法人福井仁愛学園 個人情報の保護に関する規程

・【資料 3-1-14】仁愛大学個人情報の保護に関する規則

・【資料 3-1-15】学校法人福井仁愛学園におけるハラスメント防止等に関する指針

・【資料 3-1-16】仁愛大学におけるハラスメントの防止等に関するガイドライン

3) 安全への配慮

安全への配慮について、まず学舎管理そのものについては、仁愛大学学舎等管理規程

において学舎の開錠・施錠時間、防火管理、警備、禁止行為等の原則的事項を定めてい

る。また、特に防火管理として、消予防管理対策、地震対策、防災教育と訓練等につい

て定めた消防計画規程を策定し、運用している。但し、防災全般にかかる危機管理体制

については定めておらず、防災マニュアル・ハンドブック等の作成には至っていない。

本学は、基本的に夜間（深夜0時～朝7時）は、完全施錠して出入りを禁ずるとともに

警備会社による機械警備を行っている。また、平日夜間（17時15分～24時）及び休日等

は、警備会社警備員が駐在し巡視警備を行い、不法侵入等を防いでいる。

なお、本学学生は、教育研究活動中（正課、学校行事、課外活動、通学中）の事故に

おける被害と損害賠償に適用できる「学校教育研究災害傷害保険」及び「学研災付帯賠

償責任保険」に全員加入している。また、不審者等の防犯対策としては、所轄警察署と

連絡を取りながら学内掲示等を通じ学生に対する警告・周知に努めている。

また、AEDについては、学内の3箇所に設置しているほか、教職員AED講習会の実施を

予定している。さらに、担架及び災害救助用品を納めたボックスを各棟1階に設置して

いる。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-1-17】仁愛大学学舎等管理規程

・【資料 3-1-18】仁愛大学消防計画規程

・【資料 3-1-19】平成 24 年度教職員防災訓練の実施について（学長通知）

3-1-⑤教育情報・財務情報の公表

教育情報の公開については、学校教育法施行規則第172条の2の規定に基づく事項や本
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学における動物実験等に関する情報は、本学ホームページの「教育情報の公表」ページ

にて公開している。

また、財務情報の公開については、私立学校法第47条の規定に基づき、本学ホームペ

ージの「財務情報」のページにて財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書、

監事監査報告書を公開しているほか、学園の各校に関係書類を備え置き、対象者の閲覧

請求に対応している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-1-20】仁愛大学 HP  http://www.jindai.ac.jp/about/disclosure.html

・【資料 3-1-21】仁愛大学 HP  http://www.jindai.ac.jp/about/financial.html

（3）3－1の改善・向上方策（将来計画）

経営と規律の誠実性には、おおむね適切に対応している。但し、安全対策について

は、危機管理対策の再構築や防災マニュアル等の策定が望ましい。また教育情報等の公

表方法については、解りやすい情報提供に努める。

3－2 理事会の機能

≪3－2の視点≫

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性

（1）3－2の自己判定

基準項目 3－2を満たしている。

（2）3－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-2-① 使命・目的の達成に向けて戦略的意思決定ができる体制の整備とその機能性

私立学校法第 36 条に則り、学校法人の業務を決するため理事会を置き、学校法人福

井仁愛学園寄附行為により、学園の意思決定機関としての体制整備がなされている。

理事の定数及び選任については、寄附行為第 5 条及び第 12 条に規定されており、定

数は 8人以上 10人以内とし、選任区分は、第 1号理事「仁愛大学長」、第 2号理事「仁

愛女子短期大学長」、第 3号理事「仁愛女子高等学校長」、第 4号理事「評議員のうちか

ら評議員の互選によって定められた者  2 人以上 3 人以内」、第 5 号理事「前 4 号に規

定する理事総数の過半数を以って選任された者  3 人以上 4人以内」としている。

平成 24(2012)年においては、10 人の理事を置き、年 6 回の理事会を開催し、入学定

員の確保や教育研究活動等に必要な経費の予算化を図り、本学の円滑な運営に努め、そ

の責務を果たしている。なお、理事の平均実出席率は、91.4％であった。

なお、監事 2人は、法令及び寄附行為の規定に則り、財政状況についての監査を行う

とともに、理事会に出席して諸課題に対する意見を適切に述べている。また、「予算、

借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）及び基本財産

の処分並びに運用財産中の不動産及び積立金の処分」、「事業計画」、「予算外の新たな義
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務の負担又は権利の放棄」、「寄付金品の募集に関する事項」、「寄附行為の変更に関する

事項」等については、理事会は評議員会に諮問しなければならないこととしており、理

事会が適切な意思決定ができるよう体制を整えている。

また、理事会は、次の規程を整備して、学校法人運営及び大学運営に努めている。

（学校法人運営に関する規程）

ア 組織規程、イ 経理規程、ウ 稟議規程、エ 財務情報の公開等に関する規程、

オ 個人情報の保護に関する規程、カ 事務決裁規程等

（大学運営に関する規程）

ア 学則、イ 組織規程、ウ 学長選考規程、エ 就業規則、

オ 給与・退職手当等に関する規程、カ 定年に関する規程等

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-2-1】学校法人福井仁愛学園 寄附行為            【資料 F-1】と同じ

・【資料 3-2-2】平成 24 年度理事・監事・評議員名簿及び理事会、評議員会の開催状況  

【資料 F-10】と同じ

・【資料 3-2-3】学校法人福井仁愛学園 理事会会議規則

（3）3－2の改善・向上方策（将来計画）

理事会が、使命・目的の達成のために戦略的に意思決定できる体制は、整備されて

いると言える。また、現在の理事 10 人中、外部有識者が 5 人おり、これらの構成比率

も適切と言える。今後も現在の運営体制を維持に努める。

3－3 大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ

≪3－3の視点≫

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮

（1）3－3の自己判定

基準項目 3－3を満たしている。

（2）3－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-3-① 大学の意思決定組織の整備、権限と責任の明確性及びその機能性

全学的な重要事項を審議決定するため、「評議会」を設置している。学長・副学長・

学部長・研究科長・学科長をはじめ、附属図書館・附属心理臨床センター・地域共創セ

ンター・学生部・キャリア支援センター・英語教育センター・事務局等各組織長の教員

及び職員を構成員として組織され、学長自らが議長となり、月１回開催され、学則並び

に評議会規程に基づき審議を行っており、大学の意思決定機関としての権限と責任を明

確にするとともにその機能性を発揮している。

また、学部にかかる事項を審議決定するための「学部教授会」は、当該学部に所属す
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る教授、准教授、講師、助教を構成員として、学則並びに教授会規程に定める事項につ

いて審議している。より詳細な教育の課題については、各学科に学科会議を置き、具体

的な事項について協議が行われている。さらに、大学院に関しては、学部教授会に相当

する「研究科会議」を置き、研究科における重要事項を大学院学則並びに研究科規程に

基づき審議決定している。

これら大学の意思決定の基本的な機関である「学部教授会」及び「学科会議」並びに

「研究科会議」は最低月 1回定例的に開催されており、教授会・学科会議や各委員会で

協議された重要事項並びに各部局等における諸問題については、原則的に「評議会」に

報告審議されるなど、「評議会」は、大学運営の意思決定機関であるとともに、全学的

な調整協議機関の役割も果たしている。なお、本学の意思決定の組織である運営組織に

ついては、図として資料を示す。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-3-1】仁愛大学学則               【資料 F-3】と同じ

・【資料 3-3-2】仁愛大学評議会規程

・【資料 3-3-3】仁愛大学教授会規程

・【資料 3-3-4】仁愛大学大学院学則         【資料 F-3】と同じ

・【資料 3-3-5】仁愛大学大学院研究科会議規程

・【資料 3-3-6】平成 25年度仁愛大学運営組織図

3-3-② 大学の意思決定と業務執行における学長の適切なリーダーシップの発揮

大学の意思決定における学長の適切なリーダシップの発揮については、3-3-①で述べ

たとおり、大学の意思決定機関である月１回の「評議会」において議長を務め、審議決

定されているほか、「自己評価委員会」の委員長を務め、大学の点検評価の責任を果た

すとともに、「セキュリティ管理委員会」の委員長を務め、危機管理において指揮権を

持っている。また、本学の建学の精神の涵養を担う「宗教教育研究センター」のセンタ

ー長を兼任し、学生教職員への建学の理念の具現化を図る任を担っている。さらに、大

学経営上の重要事項である学生募集を検討する「入試広報委員会」においては、委員と

してその協議に直接加わるなど円滑で速やかな意思決定を促している。

また、学長職を補佐する副学長として、「副学長（管理・運営担当）」及び「副学長

（教育・研究担当）」の二人を置いている。現在の管理・運営担当副学長は、併設短期

大学長及び学園理事を併任し、大学運営・法人運営に関して優れた知見を有し、管理運

営面で学長を補佐している。また、教育・研究担当副学長は、大学教員歴が長く教育研

究に豊かな経験を有している。特に、教育研究推進の中核となる全学委員会の「ＦＤ推

進委員会」、「研究活動委員会」、「学術交流委員会」、「教育課程委員会」、「教職

課程委員会」を統括し教育研究面で学長を補佐しており、大学運営については、三者の

連携を取りながら業務が執行されている。

なお、学長の職務を補佐する事務組織として「総合企画室」を設置しており、大学の

運営方針及び将来構想について所掌している。
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◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-3-7】仁愛大学自己点検・評価規程 【資料 1-2-4】と同じ

・【資料 3-3-8】仁愛大学入試広報委員会規程

・【資料 3-3-9】仁愛大学総合企画室規程

（3）3－3の改善・向上方策（将来計画）

教育にかかる大学の意思決定機関は、適切に整備され機能している。また、組織上

の位置づけも明確となっている。また、学長のリーダーシップが適切に発揮できるよう

な体制の整備については、副学長制、総合企画室等の補佐体制を含め適切と言える。但

し、今後は、学長のリーダーシップがさらに適切に発揮できる組織づくりについて検討

する。

3－4 コミュニケーションとガバナンス

≪3－4の視点≫

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営

（1）3－4の自己判定

基準項目 3－4を満たしている。

（2）3－4の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-4-① 法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化

法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによる意思

決定の円滑化を図るため以下のような連携等を取っている。

1）法人との連携等

「理事会」には、学長・副学長（教育・研究担当）が理事として出席している。

また、「評議員会」には、学長・副学長（教育・研究担当）・人間学部長・人間生活

学部長が評議員として出席している。

大学の運営の基本方針及び重要事項に関し、法人と連携のもと協議を行うため、

「運営協議会」を設置し、理事長、学園長、法人事務局長と大学側の責任者を構成

員として概ね月 1 回程度開催している。また、本会運営の調整と情報共有のため、

理事長、学園長、法人事務局長と学長、副学長、事務長、総合企画室長による「運

営協議連絡会」を概ね週 1回開催している。

学園内各学校の連携推進の強化等に関し、相互の調整協議を行うため、法人企画

室内に「学園総合連絡会議」を設置し、理事長、法人役員と各学校の事務長を構成

員として概ね月 1回程度開催している。
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2）大学内の各部門間の連携等

大学内の各部門間の連携等については、3-3-①で述べたとおり、必要な組織は整

備され、学長（副学長） ⇔ 評議会 ⇔ 学部教授会及び各部局 ⇔ 学科会議及び各

委員会というラインでの、検討、調整、協議並びに意思決定の仕組みも定着し機能

している。

全学的な重要事項を審議決定する「評議会」は、学長・副学長・学部長・研究科

長をはじめ各部局等の長である教員及び職員を構成員として組織されており、教員

と職員の連携をも図っている。また、教学等に係る全学委員会等には、庶務を担当

する事務担当課を置き、教職員一体となって推進できる体制を整えている。また、

大学内の事務組織の連携を図るため、事務長が主催する課長等連絡会議を週 1回開

催し連絡調整を行っている。

大学内の情報の共有化を図るため、平成 25(2013)年度前半に Web 上に「グルー

プウエア」を構築する予定である。構築後は、学内行事や会議等のスケジュール

を公開して、円滑なコミュニケーションに役立てる。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-4-1】平成 24 年度理事・監事・評議員名簿及び理事会、評議員会の開催状況  

【資料 F-10】と同じ

・【資料 3-4-2】仁愛大学運営協議会規程

・【資料 3-4-3】学校法人福井仁愛学園 学園総合連絡会議及び学園企画調整会議設置要

綱

3-4-② 法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンスの機能性

本学園のガバナンス機能として、監事の監査業務がある。監事の選任、任期、定数、

職務については、「寄附行為」に規定されており、選任については「監事は、この法人

の理事、職員（この法人の設置する学校の学長、校長、教員その他の職員を含む。）又

は評議員以外の者から、評議員会の同意を得て、理事長が選任する。」とし、定数 2名、

任期 2年としている。また、監事の職務については、寄附行為第 13条の 2において明

確に規定され、これに基づき適切に職務を遂行している。

規定に基づき選出された 2人の監事は、本学園の業務及び財産の状況について、外部

監査を行う公認会計士と連携して監査を実施するとともに、公認会計士との意見交換を

行っている。また、監事は、毎回、理事会及び評議員会に出席し、本学園の財務状況等

に関し、積極的に意見を述べるとともに、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計

年度終了後 2か月以内に理事会及び評議員会に提出している。

なお、監事は、自らが法人内各学校に出向き、学校長等と面談し、当該学校の諸問題、

将来構想等の意見交換を実施している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-4-4】学校法人福井仁愛学園 寄附行為     【資料 F-1】と同じ

・【資料 3-4-5】平成 24 年度理事・監事・評議員名簿及び理事会、評議員会の開催状況  
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【資料 F-10】と同じ

・【資料 3-4-6】平成 24年度仁愛大学における監事監査実施記録

3-4-③ リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営

理事長は、理事会を主宰し、学校法人福井仁愛学園の代表として、理事会をはじめ各

学校の現状報告を受けるとともに、各学校に対し法人の方針に基づいた指示を与えるこ

とによって、学園運営全体にわたり、適切にリーダーシップを発揮している。

また本学園は、仁愛大学、仁愛女子短期大学、仁愛女子高等学校がそれぞれ離れて所

在しており、理事長は概ね大学 1日、短期大学 2日、高等学校 2日の割合で勤務し、教

職員とのコミュニケーションを図りながら各学校の業務内容を把握するとともに、さら

には学園内連携の視点から細やかな指示がされている。また、学長のリーダーシップに

ついても、3-3-②で述べたとおり適切に機能している。

ボトムアップについては、3-3-①にも記載した学部教授会、学科会議、研究科会議及

び各種委員会等が、教員の意見や施策を汲み上げる場としてその機能を果たしている。

また、各部局等における事務職員からの提案等については、関係委員会や評議会に報告

審議され反映させる仕組みとなっている。なお、これ以外にも理事長や学長に対し直接

的に決裁等を求める事務機能があり、「学校法人福井仁愛学園稟議規程」を適用して、

適宜稟議することにより業務の確実な遂行を図っている。

なお、年度が始まる４月１日は、通常学部別に開催する教授会を２学部合同で開催し、

課長級以上の事務職員も陪席し事実上の全教職員会議の体をなして行っている。冒頭に

学長自らが当年度の大学運営指針を説明し、方針の全学共有化を図るとともに、教職員

の意見を徴する場ともしている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-4-7】学校法人福井仁愛学園 稟議規程

（3）3－4の改善・向上方策（将来計画）

本項目の視点である、法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニ

ケーションによる意思決定の円滑化、法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックに

よるガバナンスの機能性、リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営につ

いては、いずれも適切に機能しているといえる。但し、さらなる改善に向けて努力する。

3－5 業務執行体制の機能性

≪3－5の視点≫

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意
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（1）3－5の自己判定

基準項目 3－5を満たしている。

（2）3－5の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-5-① 権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による

業務の効果的な執行体制の確保

本学の職員の組織編制については、学生及び教員の教育研究活動の充実を目的として

適切に配置している。組織編制は、「学校法人福井仁愛学園組織規程」、「仁愛大学組織

規程」によりその体制が定められ、「仁愛大学事務組織及び事務分掌規程」により業務

の効率的な執行のための職制及び所掌が定められている。

また、平成 25年度の事務組織は、次のとおりである。

〇事務局（総務課、経理課）

〇学生部（教務課、学生生活課、入試・広報課、学生相談室、保健管理室）

〇キャリア支援センター

〇英語教育センター

〇附属図書館（図書館事務室）

〇附属心理臨床センター（心理臨床センター事務室）

〇地域共創センター

〇総合企画室

〇情報ネットワーク管理室

特に、学生の就職支援組織であるキャリア支援センターの職員には、一般企業の採用

人事経験者を配置、学生相談室には、専門カウンセラー（臨床心理士有資格者）を配置

するなど、部署の特性によって当該専門スキルを持つ職員を配置し、学生の各相談に効

果的に対応できる体制を取っている。

なお、大学職員数は、専任職員 35名、時間給職員 4名、派遣職員 6名の計 45 名（本

人数以外に非常勤カウンセラー9名）で、職員の採用や昇任を含む人事異動は、原則と

して毎年 4月に行っている。人事異動にあたっては、職員個人の要望、各部署の長の意

見書をもとに、理事長及び法人事務局長が事務長等とヒアリングを行ったうえ、学園と

しての総合的な人材の配置の観点から判断して理事長が発令している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-5-1】学校法人福井仁愛学園組織規程   【資料 3-1-2】と同じ

・【資料 3-5-2】仁愛大学組織規程

・【資料 3-5-3】仁愛大学事務組織及び事務分掌規程

・【資料 3-5-4】組織・事務分掌に関する調査、人事異動に関する調査

・【資料 3-5-5】勤務に関する自己申告書

3-5-② 業務執行の管理体制の構築とその機能性

業務執行の管理体制は、学長の下、教育組織としての学部長・研究科長や全学委員会

委員長及び事務組織の各部局長を長として管理体制を構築している。教職協働の機能と
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して、全学委員会には管理課を置くとともに、事務組織については、事務局及び総合企

画室を除く、学生部、キャリア支援センター、英語教育センター、附属図書館、附属心

理臨床センター、地域共創センター、情報ネットワーク管理室の各部局長に教員を配置

して、事務職員と協働して学生サービスが行えるように教職員配置がなされている。

また、事務組織を統括する事務長は、各部局の課長・主任相当者で構成する「事務職

員連絡会」を毎週開催し、連絡・報告・問題提起等について、各部局間の連携・情報交

換・意思疎通を図り、円滑な業務の遂行に努めている。

なお、各部門は、年度ごとに事業計画書を策定するとともに事業報告書を作成しその

報告を行っている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-5-6】仁愛大学 平成 25年度事業計画    【資料 F-6】と同じ

・【資料 3-5-7】仁愛大学 平成 24年度事業報告    【資料 F-7】と同じ

3-5-③ 職員の資質・能力向上の機会の用意

事務職員の資質向上を目的とした職員研修は、学園法人企画又は大学企画の SD 研修

を実施している。年毎の開催回数等については特に定めてられていないが、テーマによ

っては教員も参加する全教職員対象として実施している。また、研修内容には、業務に

関する資質能力向上を図るもののほか、近年は、その前提となる健康的な職場づくりを

目指すこと目的として、本学に設置している人間学部健康栄養学科や大学院人間学研究

科臨床心理学専攻の学内人的資源等を活用した「健康増進を目的とした講習会」や「メ

ンタルヘルス関係講習会」を継続的に実施している。

また、外部研修については、日本私立協会等が開催する部局別研修会（事務局長、教

務事務、学生指導、就職指導、経理事務等）をはじめ、それぞれの部局において業務に

関連する各種研修や説明会などに経験年数、習熟度等を考慮し、担当者の問題意識・課

題等を設定した上で可能な限り参加する体制をとり、能力の開発と向上に努めている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 3-5-8】SD 研修会実績（過去 5年間）

（3）3－5の改善・向上方策（将来計画）

権限の適切な分散と責任の明確化に配慮した組織編制及び職員の配置による業務の

効果的な執行体制の確保については、概ね整備されているが、私学を取り巻く環境がま

すます厳しくなっていく社会情勢の中、大学の教育的社会的責任を果たすことを第一の

目的とした組織編制の構築に引き続き努力する。

業務執行の管理体制の構築とその機能性については、教員組織と事務組織の協働につ

いてさらなる改編を検討したい。また、職員の資質・能力向上の機会しての SD 活動の

充実を目指したい。
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3－6 財務基盤と収支

≪3－6の視点≫

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

（1）3－6の自己判定

基準項目 3－6を満たしている。

（2）3－6の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-6-① 中長期的な計画に基づく適切な財務運営の確立

中長期財政計画(平成 24 年度～平成 28 年度)を包含した「学校法人福井仁愛学園 中

長期計画 2012-2016」を平成 23(2011)年度に策定し、中長期計画推進委員会を経て理事

会に報告され、平成 24年度から取り組みがスタートしている。

財務運営の目標としては、財務内容を強化し、教育研究活動と学生支援を確実に実施

するための財務面での基盤づくりを行い、さらに積極的な施設設備投資のための財源を

確保することとしており、各年度、各部局からの予算要求および中長期財政計画に基づ

き、事業計画書と収支計算書が作成されている。

しかしながらここ数年来、本学園においては多額の資金を要する事業（平成 20(2008)

年度 大学学部増設 平成 21(2009)～24(2012)年度 高校校舎整備事業等）が展開さ

れ、非定常的といえる財務状況が続いており、こうしたなかで、中長期計画の推進や理

事長通知に基づく予算編成段階での経費削減等、健全かつ永続的な発展に向け取り組ん

でいる。

◇エビデンス集・資料編

【資料3-6-1】中長期・財政計画

【資料3-6-2】平成25年度予算編成方針（理事長通知）

【資料3-6-3】計算書類（平成20年度～平成24年度）

3-6-② 安定した財務基盤の確立と収支バランスの確保

安定的な財務基盤の確立のために、単年度における消費収支の均衡とともに、施設設

備の将来計画に対する資金計画にそった適正な積立金が維持できるよう、収入増策とし

て補助金や寄付金の獲得を進める一方、経費抑制として物件費や施設設備費の抑制など

により改善を進めている。

財務基盤の確立には、まず第一に安定した学生の確保が必要となるが、大学における

過去 5年間の入学定員充足率平均は 98.8％と安定した状況で推移している。

また外部資金の導入にも積極的に取り組んでおり、平成 21(2009)年度～平成

23(2011)年度には文部科学省より「大学教育・学生支援推進事業【テーマ B】学生支援

プログラム」に採択され、27,199 千円の補助金を受けている。

また、「受託研究・共同研究・奨学寄付金」については、各年度地方公共団体や民間

企業等から継続的に助成を受け、平成 24(2012)年度では 4件、1,449 千円となっている。
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「科学研究費補助事業」については、毎年、学内説明会や採択者による計画書作成ポイ

ント解説などを実施し、その獲得に向けた取り組みを充実させており、その結果、申請

件数も増加傾向にあり、平成 24(2012)年度では採択 8 件、直接経費 6,000 千円となっ

ている。

さらに大学学部増設に伴う地方公共団体補助金や、福井県からの私立大学教育振興補

助金等も受けていることから、安定的な収入を維持している。

帰属収支差額は、大学学部増設や高校校舎整備事業等による資産処分差額や減価償却

額の増加等により、年度によって変動はあるものの、平成 24(2012)年度では法人で

93,296 千円と改善傾向となっている。

「今日の私学財政」（日本私立学校振興・共済事業団、平成 24(2012)年度）で公表さ

れている消費収支計算書財務比率の全国大学法人の平均値と比較してみると、大学人間

生活学部が全学年揃い、帰属収入も増加したことにより、全国平均よりも高い数値とな

っていた人件費比率や消費支出比率が、全体的に全国平均に近い数値になり、改善され

ている。

◇エビデンス集・資料編

【資料3-6-3】計算書類（平成20年度～平成24年度）

【資料3-6-4】平成25年度予算書

【資料3-6-5】仁愛大学における外部資金の獲得状況（過去5年間）

【資料3-6-6】科学研究費補助事業の申請・採択状況（過去5年間）

（3）3－6の改善・向上方策（将来計画）

少子化の進展する中、財政基盤の確立を図るためには、学生数の確保が第一の課題と

なっている。本学園としては多額の資金を要する事業として、平成 27（2015）年度に

仁愛女子短期大学および仁愛女子短期大学附属幼稚園の 50 周年事業が予定されている

が、今後とも教育研究活動の充実を図りながら、収支バランスの確保に向け、長期的に

安定的な財務運営がされるよう、より一層の財政基盤の強化に取り組んでいく。

3－7 会計

≪3－7の視点≫

3-7-① 会計処理の適正な実施

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施

（1）3－7の自己判定

基準項目 3－7を満たしている。

（2）3－7の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

3-7-① 会計処理の適正な実施

会計処理は、「学校法人福井仁愛学園経理規程」および「学校法人会計基準」を遵守
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し、適正に実施されている。

予算については、毎年度各部局等からの予算要求提出後、経理課において取りまとめ、

各部課および各学科、センター、委員会等の所属長からの予算ヒアリングの後策定し、

副学長・学長査定を経て、学園全体による予算編成会議において最終ヒアリングを実施。

3月の理事会、評議員会の承認を受けて成立する。

予算の執行は、各部局で起票され、証憑書類とともに経理課に回付される。経理課で

は起票された伝票や証憑書類のチェックを行った後、学校法人会計基準に則った「部門」

「勘定科目」の設定が行われ、予算残額の管理についても各部局および経理課で行われ

ている。

予算編成は 3月に当初予算を編成するほか、年 2回の補正予算を編成し、決算との乖

離がないように努めている。

3-7-② 会計監査の体制整備と厳正な実施

私立学校振興助成法第 14 条第 3 項の規程に基づき、資金収支計算書（資金収支内訳

表、人件費支出内訳表を含む。）、消費収支計算書および貸借対照表(固定資産明細表、

借入金明細表及び基本金明細表を含む。)について、公認会計士による外部監査が、平

成 24(2012)年度は 14 日間に亘り、延べ 37人によって実施された。

また監事は、自ら各学校に赴き、学校長等らと面談し各学校の諸問題や将来構想につ

いての業務監査を実施している。さらに、公認会計士と連携して監査を行うとともに監

査報告書を作成し、理事会および評議員会に提出している。また理事会には必ず出席し

て必要に応じ諸課題に対する意見を述べている。

◇エビデンス集・資料編

【資料3-7-1】平成24年度公認会計士監査報告書

【資料3-7-2】平成24年度監査報告書

【資料3-7-3】学校法人福井仁愛学園寄附行為      【資料F-1】と同じ

（3）3－7の改善・向上方策（将来計画）

学校法人会計基準、本学園の経理規程等に準拠し、引き続き適切に会計処理を行って

いきたい。公認会計士および監事による監査等の実施が円滑に執行されるように協力し

たい。

［基準 3の自己評価］

本学の経営と規律については、関連法令、寄附行為、学園諸規程及び本学諸規程に

基づき、理事会（理事長）及び学長のリーダーシップのもと、適正に管理運営されてい

ると判断する。今後とも高等教育機関としての社会的使命を果たすべく努力していきた

い。特に、法人及び大学の各管理運営機関並びに各部門の間のコミュニケーションによ

る意思決定の円滑化、法人及び大学の各管理運営機関の相互チェックによるガバナンス

の機能性、リーダーシップとボトムアップのバランスのとれた運営については、いずれ
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も適切に機能しているものの、さらなる改善に向けて努力したい。

また、本学の財政基盤と収支については、長期的に安定的な財務運営がされるよう、

収支バランスの確保に向け、今後とも教育研究活動の充実を図りながらより一層の財政

基盤の強化に取り組んでいく。会計については、「学校法人会計基準」および「学校法

人福井仁愛学園経理規程」等に則り厳正に実施されているが、引き続き学校法人として

の社会的使命を認識し、適正な会計処理に努めていく。
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基準 4．自己点検・評価

4－1 自己点検・評価の適切性

≪4－1の視点≫

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性

（1）4－1の自己判定

基準項目 4－1を満たしている。

（2）4－1の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

4-1-① 大学の使命・目的に即した自主的・自律的な自己点検・評価

本学における自己点検・評価活動については、平成 13(2001)年度の開学と同時に仁

愛大学自己評価委員会を設置し、次の事項を目標に掲げている。（1）「自己点検・評価

の項目及びその方法を定め、実施する。」（2）「自己点検・評価の結果並びに改善の方法

を理事会及び評議会に報告する。」（3）「自己点検・評価の結果を公表し、また、第三者

による検証を図る。」ただし、開学後の 4 年間については、設置計画の遂行を中心とし

て運営され、大学設置審議会による完成年度検査も実施されるため、実のある自己点検

評価は困難と考えられたため、その代替措置として、大学基準協会の定める点検評価項

目に即した基礎データの収集、基本的なデータ等を含めた『仁愛大学の現況』報告書を

作成してきた。点検・評価として十分とは言えない報告書ではあるが、『仁愛大学の現

況』については「仁愛大学参与会」において報告を行ってきた。「仁愛大学参与会」と

は「本学の教育研究の方向、自己点検結果、地域社会や産業界との連携・交流や社会貢

献の状況等の事項について外部有識者等の意見を聞くための組織として設置する」（仁

愛大学参与会規程第１条）と規定されている会議で、構成員としては、大学顧問、10

人以内の参与（高等教育機関代表、自治体代表、県内高等学校代表、地域社会・産業界

代表で構成）並びに本学園理事長で構成され、平成 14(2002)年度から毎年開催してい

る。本会議については、外部からの要望・意見等を取り入れる良い機会として捉え、こ

れまで大学の運営に反映してきた。なお、本参与会については、平成 21(2009)年度に

受審した、日本高等教育評価機構による認証評価において「公私協力型の大学の特色を

生かし、地元行政及び産業界からの意見を取入れる工夫として、学識経験者をも含めた

参与会を設置し、その意見を大学運営に反映させている」として、優れている点として

高く評価された。

また、平成 17(2005)年度からは、日本高等教育評価機構の定める評価基準により、2

年毎に自己点検・評価を実施し、報告書を作成している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料4-1-1】平成13年度 仁愛大学運営組織図

・【資料4-1-2】仁愛大学の現況

・【資料4-1-3】仁愛大学参与会規程
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・【資料4-1-4】仁愛大学自己点検・評価規程 【資料1-2-4】と同じ

4-1-② 自己点検・評価体制の適切性

本学における自己点検・評価については、本学学則第２条において「本学は、教育研

究水準の向上を図り、前条の目的及び社会的使命を達成するため、教育研究活動等の状

況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。」と定めている。そのため、

「仁愛大学自己点検・評価規程」では、学長を委員長とし、各部局の長ならびに全学委

員会の長から成る「自己評価委員会」を置き、さらに委員会の事業を推進するために「点

検評価室」を置いている。なお、自己評価委員会の所掌事項は、以下のとおり規定され

ている。

(1) 自己点検・評価の項目及びその方法を定めること。

(2) 前号の定めに基づき、自己点検・評価を実施すること。

(3) 自己点検・評価の結果並びに改善の方向を理事会及び評議会に報告すること。

(4) 自己点検・評価の結果について公表し、また、その結果について本学職員以外の者

による検証を図ること。

また、委員会は、その業務の遂行に必要な場合、研究科、学部、学科、部局、各種委

員会等の学内の諸機関に対し、資料提供等の協力を求めることや特定の点検・評価項目

についてその点検・評価を委任し、その報告を求めることができること、さらに、協力

及び報告等を求められた諸機関の責任者等は、これに誠実に応えることと規定している。

しかしながら、これまでの点検・評価結果における課題等の改善方策や、平成23(2011)

年度から策定された中長期計画への反映や関連委員会との連携について、相互評価の体

制が十分ではない等の問題点も抱えている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 4-1-5】25 年度自己評価作成担当部局・担当課一覧.xls

4-1-③ 自己点検・評価の周期等の適切性

本学における自己点検・評価活動については、基準 4-1-①に記載したとおりであり、

平成 17(2005)年度からは、日本高等教育評価機構の定める評価基準に従い、自己点検・

評価を実施し、２年毎に報告書を作成している。なお、平成 21(2009)年度に日本高等

教育評価機構により第１回目の認証評価を受審し、大学評価基準を満たしていると認定

された。

◇エビデンス集 資料編

・【資料4-1-6】仁愛大学自己評価報告書

（3）4－1の改善・向上方策（将来計画）

教育研究水準の向上を図り、本学の設置目的及び社会的使命を達成するためにも、自
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己点検・評価活動の積み重ねが必要である。今後は、中長期計画への反映や関連委員会

との連携について、相互評価の体制を整える必要がある。

4－2 自己点検・評価の誠実性

≪4－2の視点≫

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

（1）4－2の自己判定

基準項目 4－2を満たしている。

（2）4－2の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

4-2-① エビデンスに基づいた透明性の高い自己点検・評価

本学の自己点検・評価にあたっては、日本高等教育評価機構の定める評価基準により、

各種データ及び根拠資料に基づいて行っている。報告書の作成にあたっては、自己評価

委員並びに関係職員が執筆にあたり、報告書の発行にあたっては、一定期間学内ネット

ワーク上に配置し確認期間を設けた上で、自己評価委員会による最終確認を行った後に

発行に至っている。

以上、本学における自己・点検評価については、評価根拠、作業主体、発行の手続き

において、透明性の高い自己点検・評価が行われている。

4-2-② 現状把握のための十分な調査・データの収集と分析

現状把握のための十分な調査・データの収集と分析という点においては、自己点検・

評価といった視点に限らず、教務、入試広報、学生生活、キャリア支援、財務関係等、

それぞれの部局や関連する委員会等において恒常的に行われている。

学生の受入れ状況や志願状況・選抜方法等については、入試広報委員会と所管の入

試・広報課においてデータ分析を行い、教授会に報告を行っている。授業の実施状況や

内容・方法等については、FD 推進委員会と所管の教務課において学期毎に授業評価を

行い、報告書を作成している。学生生活の実態把握については、学生生活実態調査を学

生生活委員会と所管の学生生活課において実施し、報告書を作成している。また、保護

者との連携を深め学生生活及び進路支援の充実を図るため、毎年、本学及び石川県、富

山県で保護対象教育懇談会を開催し、その結果については教授会に報告している。学生

の進路決定状況等については、キャリア支援委員会と所管のキャリア支援センターにお

いて調査を行い、教授会へ報告を行っている。併せて就職活動に関して、毎年、3年生

保護者対象就職活動セミナーを開催し、本学における就職状況や支援体制について保護

者への理解を促し、その結果については教授会へ報告している。財務状況に関しては、

事務局経理課において、決算や予算編成時に経営診断指標（日本私立学校振興・共済事

業団）などを参考に財務分析を行い、学園の現況に関する分析結果を理事会・評議員会
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に報告している。

このように、学内の各所管において、現状を把握するために必要と思われる事項に関

しては、常に調査・データ収集と分析を行っている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料4-2-1】仁愛大学入試結果

・【資料4-2-2】仁愛大学FD推進活動報告書

・【資料4-2-3】学生生活実態調査

・【資料4-2-4】保護者対象教育懇談会実施要項

・【資料4-2-5】卒業生の進路状況について

・【資料4-2-6】3年生の保護者のための就職活動セミナー実施要項

・【資料4-2-7】福井仁愛学園決算概要

4-2-③ 自己点検・評価の結果の学内共有と社会への公表

自己点検評価報告書については、平成 17(2005)年度より２年毎に作成し、学内は元

より、県内の高等教育機関や県並びに市町村の教育機関へ配付している。また、本学ホ

ームページ上にも平成 21(2009)年度版の報告書から公開している。

◇エビデンス集 資料編

・【資料4-2-8】仁愛大学HP情報公開のページ

・【資料4-2-9】自己評価報告書 配付先一覧

（3）4－2の改善・向上方策（将来計画）

本学における自己点検・評価に関しては、その必要な資料・データの収集・蓄積につ

いては、それぞれの担当部署おいて行い、また、その取りまとめについては点検評価室

並びに所管の事務局総務課において行っている。今後も定期的な自己点検・評価の実施

を続けることにより、教育・研究活動の現状把握に努めるとともに、教育改善の意識を

築いていく。

4－3 自己点検・評価の有効性

≪4－3の視点≫

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性

（1）4－3の自己判定

基準項目 4－3を満たしていない。
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（2）4－3の自己判定の理由（事実の説明及び自己評価）

4-3-① 自己点検・評価の結果の活用のための PDCA サイクルの仕組みの確立と機能性

教育目標の達成のためには、教育目標・授業目標を明確にし、その目標達成のための

カリキュラムの編成、授業科目の開設、授業内容の改善・工夫を実践していくことが必

要である。その点において、教育活動の中心である授業の資質向上を目的として、学生

による授業評価の実施や授業公開を実施している。これにより授業内容・方法等につい

て改善・工夫を行っている。カリキュラムについても、これまで見直しと検討を行い、

人間学部については、心理学科・コミュニケーション学科共にこれまでカリキュラムの

改正を行ってきた。なお、人間生活学部については、平成 24(2012)年度に完成年度を

迎えたばかりであるのでこの限りではない。また、学生生活に関しても、毎年、学生生

活実態調査を実施し、学生生活の充実向上を支援するための一端としている。

なお、上記のような教育の改善を行うための活動は実践しているものの、本学では現

在のところ PDCA サイクルと銘打った仕組みについては確立されていないため、今後確

立する必要がある。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 4-3-1】仁愛大学自己点検・評価規程 【資料 1-2-4】と同じ

（3）4－3の改善・向上方策（将来計画）

自己点検・評価の結果の有効的な活用という点に着目すると、改善・向上の実施につ

いて要請を行うような仕組みが構築されていない。自己点検・評価の結果について、よ

り一層、教育・研究活動の改善に反映させるためには、そのような仕組みの構築が必要

である。

［基準 4の自己評価］

本学においては、開学の平成 13(2001)年以来、自己評価委員会を設置し、『仁愛大学

の現状』報告書を作成してきた。また、開学２年目の平成 14(2002)年からは、外部有

識者からの意見を聞くための会議も実施してきた。平成 17(2005)年度からは、日本高

等教育機構の定める基準により２年毎に自己点検・評価を実施し、報告書を発行してい

る。更には、平成 21(2009)年度には日本高等教育評価機構による認証評価を受審し、

大学評価基準を満たしていると認定された。このように、平成 13(2001)年度の開学以

来、適切に自己点検・評価活動を行ってきているといえる。

今後、更なる教育・研究活動の改善の推進のためにも、全学を挙げての自己点検・評

価活動への取り組みを推進する必要がある。
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Ⅳ．大学が使命・目的に基づいて独自に設定した基準による自己評価

基準 A．地域社会との連携

A-1 地域社会との連携方針と情報共有

《A-1 の視点》

A-1-① 地域連携・貢献に関する方針の明確化

(1)A-1 の自己判定

基準項目 A-1 を満たしている。

(2)A-1 の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価)

本学は、越前市における唯一の大学であり、本学学則の第１条(目的)に「社会の発展

に貢献する有為な人材を育成することを目的とする。」とあるとおり、平成 13(2001)年

4 月の開学以来、地域との関係を深める努力を積み重ね、地域に貢献する人材を育成し

ている。また、本学が行っている地域貢献は学生の教育や研究の面だけでなく、教員個々

の活動、教職員学生の活動、施設設備の開放など、多岐にわたっている。立地自治体で

ある「越前市」と相互の人的・知的資源の交流と物的資源の活用を図り、地域社会の発

展と人材育成に寄与することを目的とした「越前市と仁愛大学との連携に関する協定

書」を平成 19(2007)年 6 月に締結し、地域との連携・交流に取り組んでいる。

平成 24(2011)年 9 月には、さらなる地域との連携を進めるため「地域連携室」を設

置し、地域連携の強化を図り、平成 25(2012)年 4 月には、より一層の地域連携を深め

る目的で、「地域連携室」を「地域共創センター」に改組した。また、平成 25(2013)年

度には学長が示す本学の重点的運営指針に「地域共創センター設置に伴う地元・地域と

の共創・連携」を掲げ、活動方針を明確に示すと伴に、全教職員に対し情報の共有化を

図っている。これを受け、地域共創センターにおいて、「①地域住民の学習支援 ②地

域の未来を支える人材育成 ③地域の力(産官学連携)」をセンタービジョン(活動方針)

として掲げ、産・官・地・学の連携活動の媒体(メディア)となることを目的とし、大学

が持つ知と地の提供をとおして効果的な地域連携教育への支援体制づくりとより一層

の地域連携強化に取り組むこととした。
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【センタービジョン図】

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-1-1】越前市と仁愛大学との連携に関する協定書

・【資料 A-1-2】仁愛大学 学則 【資料 F-3】と同じ

・【資料 A-1-3】仁愛大学 重点的運営指針

・【資料 A-1-4】仁愛大学 運営組織図 【資料 3-3-6】と同じ

・【資料 A-1-5】仁愛大学地域共創センター規程

・【資料 A-1-6】仁愛大学地域共創センター運営委員会規程

(3)A-1 の改善・向上方策(将来計画)

上記方針に基づいて地域社会との連携協力、地域社会への貢献を推進していく。今後

の推進方策としては、センタービジョンにあるように、地域住民の学習支援として本学

の教育・研究・支援の成果を活かした公開講座の充実と、地域住民のための教養・スキ

ルアップ講座など多彩な講座を実施していく。また、地域をフィールドとしたカリキュ

ラムの改善など教育活動として展開し、産業界との共同研究、研究結果の公開などを着

実に実施していく。
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A-2 地域との連携・地域への貢献の具体的取り組み

《A-2 の視点》

A-2-① 生涯学習への貢献

A-2-② 自治体・諸団体との連携

A-2-③ 教育現場との連携

A-2-④ 附属施設・その他物的資源の提供

(1)A-2 の自己判定

基準項目 A-2 を満たしている。

(2)A-2 の自己判定の理由(事実の説明及び自己評価)

A-2-① 生涯学習への貢献

【仁愛大学公開講座】

公開講座は、地域への「知の提供」のために、教育・研究・支援の成果を活かした学

術的・文化的講座や、地域住民のための教養・スキルアップ講座など、積極的に公開講

座を開設している。

本学の公開講座は平成 14(2002)年度から開講しており、講師は専任教員が中心では

あるが、多彩な講座を開講するため各分野の専門家である外部講師や本学非常勤講師を

招いた講座も多く開講している。

受講者数は、平成 21(2009)年度の人間生活学部新設を機に、講座内容がより多彩に

なり講座数も増加したことに伴い受講者数も増えた。本学の公開講座には 50～70 歳代

の女性の関心が高く、地域別では越前市内の参加者が多いのが特徴であるが、平成

21(2009)年度から福井市内、平成 23(2011)年度から鯖江市、平成 24(2012)年度からは

坂井市での開催と、講座内容は、地域に密着したテーマを元に、宗教学、心理学、人間

関係論、情報学、語学、社会学等広範囲にわたる専門分野の講座や親子参加型の講座を

実施することで、より広い範囲の受講者の獲得につながっている。

平成 24(2012)年度については、福井市・坂井市など嶺北地方での開催が増え、より

多くの地域の方の受講が可能になった。年間22講座、延べ31回の公開講座を学内教員、

学外有識者の担当により開催し、市民にも広くアピールした。また、本学の宗教教育研

究センターや英語教育センターの連携講座や、親子で受講できる体験・演習型の講座を

実施するなど、従来の高齢者層に加え、より受講者のニーズに沿う特色ある講座を行っ

ている。

表 A-2-1 仁愛大学 公開講座の実績

平成 20 年度 平成 21年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

講座科目数(件) 11 17 17 18 22

受講者数(人) 484 813 998 863 882

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-1】平成 24年度 公開講座内容および受講者数
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◆宗教教育研究センター連携講座

母体となる福井仁愛学園より仏教教育校として設立している本学では、「仁愛兼済
じんあいけんさい

」

を建学の精神とし、仏教教育や仏教理解を地域に広めるため、聖徳太子、親鸞の教えや

命の尊さについて本学の宗教教育研究センターとの連携講座として開講当初から毎年

度開催されている。特に「｢歎異抄｣を読む」講座は、毎年度 5回以上の連続講座で行わ

れ人気の講座となっている。

また、平成 24(2012)年度に行われた「エネルギー100%で今ここを生きる」では、高

齢者が多い宗教分野において、20･30 代の若年層の受講もあり、幅広い年齢層の受講を

得ている。

表 A-2-2 宗教教育研究センター連携講座

年 度 テーマ 講 師 受講者

平成 14年度

｢歎異抄｣を読む (全 5回) 石田 慶和 150

「いのちの尊さを学ぶ」シリーズ

いのちはなぜ尊いのか -仏教の生命観について-

宮城 顗

(外部講師)
50

平成 15 年度

｢歎異抄｣を読む (全 9回) 石田 慶和 269

「いのちの尊さを学ぶ」シリーズ

無量寿としてのいのちと欲生心

長谷 正當

(外部講師)
100

平成 16 年度

聖徳太子 -その生き方と精神を学ぶ- (全 4 回) 蓑輪 秀邦 123

「いのちの尊さを学ぶ」シリーズ

いのちをかえせ、人間をかえせ

-ハンセン病裁判原告たちの斗いから-

徳田 靖之

(外部講師)
24

平成 17 年度
聖徳太子の仏教

-｢十七条憲法｣と｢三経義疏｣- (全 6回)
蓑輪 秀邦 128

平成 18 年度
親鸞と善鸞

-親子の義絶事件を通して学ぶ浄土真宗- (全 6回)
蓑輪 秀邦 244

平成 19 年度 ｢歎異抄｣を読む (全 6回) 蓑輪 秀邦 263

平成 20 年度 ｢歎異抄｣を読む② (全 6回) 蓑輪 秀邦 202

平成 21 年度 ｢歎異抄｣を読む③ (全 7回) 蓑輪 秀邦 310

平成 22 年度 法然と親鸞 (全 5回) 蓑輪 秀邦 314

平成 24 年度 エネルギー100%で今ここを生きる -仏教的自信の持ち方- 都路 惠子 45

※受講者数は延べ人数

◆英会話講座

「英会話講座」や日本と海外との「異文化理解」を深める講座は、コミュニケーショ

ン学科の養成の 1 つである英語コミュニケーションに属する講師を中心に開催してい

る。特に「海外旅行のための英会話」は、全 5～6 回の連続講座を定期的に開催してお

り、英会話の機会を求めている方や海外の文化に興味を持っている地域の方が各回定員
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の 30人前後参加している。

また、平成 24(2012)年度より英語教育センターを開設し、学生の英語コミュニケー

ション能力向上のみならず、これまで以上に地域住民への講座環境が整い、英語教育セ

ンターを開放した実践型の講座が実現でき、地域や受講者の多くのニーズに応えている。

その他、平成 19(2007)年度には、「日本語と英語のプレゼンテーション講座」で、パ

ソコンを使用して英語でのプレゼンテーションを実践する講座や、平成 20(2008)年度

には「Autumn Reading Circle」講座で、講座の大半を英語で行い、短編小説を英語と

日本語で解説し、受講者でワークショップを行うなど様々なニーズに応えた講座を行っ

ている。

表 A-2-3 英会話講座

年 度 テーマ 講 師 受講者

平成 14年度 海外旅行の英会話 (全 6回) M.L.スプリチャル 144

平成 15 年度

海外旅行の英会話 (全 6回) M.L.スプリチャル 109

小学校における英語の指導 (全 4回) 
茨山 良夫

北 弘志
48

異文化交流を実践する(外部講師) 石井 米雄 150

平成 16 年度 海外旅行のための英会話 (全 6回) M.L.スプリチャル 42

平成 17年度
海外旅行のための英会話 (全 6回) M.L.スプリチャル 121

異文化コミュニケーションを体験してみよう 山本 雅代 26

平成 18年度 海外旅行のための英会話 (全 5回) M.L.スプリチャル 98

平成 22年度 異文化理解のススメ -世界はこんなにも近くて身近- 加藤 優子 20

平成 24年度 海外旅行のための英会話 (全 6回) M.L.スプリチャル 147

※受講者数は延べ人数

◆心理学講座

平成 14(2002)年度の開講当初から絶えず需要のある心理学の講座は、多方面にわた

る心理学を地域の方に身近に感じていただくために、実践型の講座も開催している。

特に「こころの健康を求めて」は、箱庭療法についての講義と受講者一人ひとりが箱

庭の体験を行うことで、受講者にわかりやすくこころの健康について考える講座を行っ

ている。また、心理学講座では受講者に対し、附属心理臨床センターの紹介を行い設備

等の周知を行っている。

表 A-2-4 心理学講座

年 度 テーマ 講 師 受講者

平成 21 年度

昔話ケース・カンファレンス
大野木 裕明

赤澤 淳子
17

笑いと心理学 酒井 敦子 46

フォーカシング入門 -からだの声に注意をむける方法- 鎌田 道彦 25
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平成 22 年度

サイコセラピーの世界観 (全 2回) 西村 則昭 112

好奇心と臨床心理学 酒井 敦子 35

昔話ケース・カンファレンス
大野木 裕明

赤澤 淳子
17

平成 23 年度

こころの健康を求めて (全 3回) 酒井 敦子 56

昔話ケース・カンファレンス
大野木 裕明

赤澤 淳子
19

アンチ・エイジングとは 水上 喜美子 69

平成 24 年度

こころの健康を求めて -箱庭療法を用いて- (全 2回) 酒井 敦子 41

昔話ケース・カンファレンス
大野木 裕明

赤澤 淳子
19

※受講者数は延べ人数

◆健康・栄養講座

平成 21(2009)年度から新たに人間生活学部健康栄養学科の開設を機に、地域の高齢

者への食生活講座や運動指導を組み込んだ栄養指導講座、親子で体験する料理教室など、

多彩な講座を開催している。特に、「元気で暮らすための食生活」講座では、鯖江市の

高齢者学習施設である鯖江市高年大学との連携により健康・長寿と地域社会活動を通し

て教養を深め、受講者は 78 人であった。また、料理教室では、管理栄養士養成施設で

ある健康栄養学科の特長を活かし、親向けに栄養面の理解を深める講義も行っている。

表 A-2-5 健康・栄養講座

年 度 テーマ 講 師 受講者

平成 21 年度 食育 (全 3回)

谷 洋子

佐藤 裕保

清水 瑠美子

87

平成 22 年度 食品衛生講習会 ～ノロウイルス対策について～ 樽井 雅彦 19

平成 24 年度

食育 ～食べる力を育てる～ 堀江 和代 28

食べて勝つ ～2018 年福井国体に向けて～ 堀江 和代 20

元気で暮らすための食生活 桑守 豊美 78

子どもの食育講座(1) 

米粉で簡単料理とお菓子づくり

谷 洋子

佐藤 真実
27

子どもの食育講座(2)

楽しいデコレーションケーキづくり

谷 洋子

佐藤 真実
43

※受講者数は延べ人数

◆児童文学・図画工作・音楽講座

平成 21(2009)年度から新たに人間生活学部子ども教育学科の開設を機に、家族、親

子、高齢者を対象とした体験型の講座を開設している。特に「図工の時間」講座では、

身近にあるものを使って簡単に作れるものをテーマでシリーズ化し、リピーターの確保

にもつながっている。また、ものを作る機会が減少している中で、年中行事に合わせた
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工作により季節感やものづくりの楽しさを親子で体験する機会になっている。

表 A-2-6 健康・栄養講座

年 度 テーマ 講 師 受講者

平成 21 年度

図工の時間 –親子で遊べる工作- 伊東 知之 31

唱歌で辿る日本の四季 その 1 坪田 信子 52

唱歌で辿る日本の四季 その 2 坪田 信子 47

平成 22 年度

子どもの文化を育んだ越前市 (全 2回) 谷出 千代子 30

図工の時間 -親子で楽しむ工作②- 伊東 知之 19

図工の時間 -親子で楽しむ工作③- 伊東 知之 20

唱歌で辿る日本の四季 その 3 坪田 信子 48

唱歌で辿る日本の四季 その 4 坪田 信子 53

平成 23 年度

絵本作家に接近① 谷出 千代子 30

絵本作家に接近② 谷出 千代子 28

図工の時間 -親子で楽しむ工作④- 伊東 知之 47

図工の時間 -親子で楽しむ工作⑤- 伊東 知之 37

うたの旅 作童謡に託された物語(1) 坪田 信子 36

うたの旅 作童謡に託された物語(2) 坪田 信子 26

平成 24 年度

老いと死を描く子どもの本 谷出 千代子 18

図工の時間 -親子で楽しむ工作⑥- 伊東 知之 38

図工の時間 -親子で楽しむ工作⑦- 伊東 知之 35

うたの旅 作童謡に託された物語(1) 坪田 信子 46

うたの旅 作童謡に託された物語(2) 坪田 信子 30

※受講者数は延べ人数

【大学連携リーグ連携企画講座】

大学連携リーグは、福井県内の全ての高等教育機関(大学、短期大学、高等専門学校)

が連携・協力して、教育・研究機能等の充実・強化を図るとともに、その成果を地域社

会に還元し、地域の発展に貢献することを目的として、平成 19(2007)年度に設立され

たものである。大学連携リーグの連携企画講座とは、社会問題や地域課題を取り上げた

いくつかのテーマについて、県内大学等の教員が連携してリレー方式で講義を行い、一

般県民を対象として開講しているものである。また、本学もこれに参加するとともに、

本学教員も講師として積極的に参加している。

平成 24(2012)年度は、本学心理学科教員 6 人、コミュニケーション学科教員 1 人、

子ども教育学科教員 3人が講座を実施した。
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また、主に大学連携リーグに参加している高等教育機関の在籍学生を対象に、福井を

さまざまな観点(自然、社会経済、民族･歴史、県民性、魅力)から“ふくい”の地域特

性についてまなび考える「ふくい総合学」の講座は、毎年度各高等教育機関が担当し、

単位互換協定を結び、広く他教育機関の教員の講義を受けることができる体制を整えて

いる。平成 24(2012)年度は、本学教員 2人が講義に参加している。また、平成 26(2013)

年度においては、本学が「ふくい総合学」を実施し、教養科目として将来の福井を担う

人材、全国各地で活躍する人材を育成することを目指す。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-2】2012 年度 大学連携リーグ連携企画講座のご案内(前期・後期)

・【資料 A-2-3】2012 年度 ふくい総合学ポスター

【福井県生涯学習 大学開放講座】

大学開放講座は、県内の大学などが有する優れた機能を活用し、人づくり・まちづく

りに貢献する講座として平成 20(2008)年度に設立されたものである。

一般的な生涯学習と違い、県内の主要都市部だけではなく県内各地で開催しているこ

とが特徴で、日頃遠距離で受講できなかった地域の方にも身近に生涯学習の場として学

習支援を行っている。本学教員も講師として参加しており、各教員の専門分野において

平易で分かりやすい講座を行っている。平成 24(2012)年度は、本学心理学科教員 1人、

コミュニケーション学科教員 1人、健康栄養学科教員 1人、子ども教育学科教員 1人が

参加した。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-4】平成 24年度 福井県生涯学習 大学開放講座ポスター

【教育講演会】

本学の教職課程委員会が開催する「教育講演会」は、毎回本学の 4学科との連携によ

り行っており、多方面にわたる著名人を講師に招き、福井県内の幼稚園・小学校・中学

校・高等学校の教員を対象とした教育者向けの講演会を開催している。毎回多くの受講

があり、平成 24(2012)年度は、健康栄養学科との連携で「子どもの食育」をテーマで

195 人の受講があった。

表 A-2-7 教育講演会 受講者数

年 度 テーマ 講 師 受講者

平成 21 年度 わが国の学校教育の課題と展望 辻村 哲夫 175

平成 22 年度
義務教育 9 年を視野に入れた算数・数学教育

の展開
清水 静海 113

平成 23 年度
体験学習(ラボラトリー方式による)を通して

の人間関係作り -心理学的アプローチ-
津村 俊充 177
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平成 24 年度
食を営む力の形成をめざした子どもの食育

-家族との共食と食事づくりへの参加-
武見 ゆかり 195

◆附属心理臨床センター講座

附属心理臨床センターでは、心理臨床に関する知見を普及し､地域の教育関係者や福

祉領域等の人々に貢献するため､毎年公開講座を開催している。

表 A-2-5 心理臨床センター公開講座

年 度 テーマ 講 師 受講者

平成 19 年度
子どもの理解について 駒米 勝利

20
不登校の理解 千野 美和子

平成 20 年度
子どもの理解と対応について 駒米 勝利

8
事例の理解を深める-ある小さな出来事から-(事例検討) 宇根本 聡

平成 21 年度
カウンセリングとは何をしているのか？ 駒米 勝利

24
遊戯療法(プレイセラピー)の実際 酒井 敦子

平成 22 年度

発達障害とこころのそだち、その関わり 酒井 保

57
発達障害のある子どもたちへの関わり(シンポジウム)

青木 昌代

正木 佐代子

松村 浩成

職場のメンタルヘルス

ストレッチチェックと心をほぐすリラクゼーション(ワ

ークショップ)

松原 六郎

田中 伸晃
66

平成 23 年度

事例提供者を元気にする事例カンファレンスの新しい

理論と実践

-PICGIP 法の理論と公開デモンストレーション-

パートⅠ 人間観関係論研究の最新成果

パートⅡ 公開デモンストレーション

村山 正治

持田 忠司

山口 紀子

藤田 良子

63

平成 24 年度 「いじめ問題」とスクールカウンセラーとの連携 岡本 淳子 71

平成 25 年度 子どもの心の育ちを支えるために 佐藤 至子 44

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-5】平成 24年度 仁愛大学教育講演会 ポスター

【教員免許状更新講習】

本学は、幼稚園・小学校教諭一種免許状、中学校・高等学校教諭一種免許状(英語)、

栄養教諭の教員養成課程をもつ大学として、本学教員が講師として参加し、教員として

必要な最新の知識・技能の修得を目的とした講習を開講している。
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表 A-2-8 教員免許状更新講習 受講者数

年 度 講座数(開講数) 受講者

平成 23 年度 8 223

平成 24 年度 11 364

(受講希望者が既定数に達しない講座は非開講)

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-6】平成 24年度 教員免許状更新講習 受講者募集要項

A-2-② 自治体・諸団体との連携

【越前市協定】

これまでも、公開講座や各種委員会等への講師派遣、学生の社会参画・奉仕活動等で

交流を行ってきているが、より連携し協力していくため、平成 19(2007)年 6 月に越前

市と相互の人的・知的資源の交流と物的資源の活用を図り、地域社会の発展と人材育成

に寄与することを目的として、「越前市と仁愛大学との連携に関する協定書」に調印し

た。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-7】越前市と仁愛大学との連携に関する協定書 (【資料 A-1-1】と同じ)

【越前市防災協定】

平成 18(2006)年の福井豪雨をはじめとした異常気象に起因する災害が全国で多発し

ている中、災害が起きると多方面から災害復旧や被災者救援のため多くの人がボランテ

ィアとして活動し、被災地の復旧に尽力している。本学も本学の持っている人的・物的

資源を最大限に活用し、被災地復旧に寄与すべくボランティア活動を行っている。

地元越前市とは、市民の生活復興などの応急対策を迅速に実施するために支援ボラン

ティアや大学施設の避難場所提供などを盛り込んだ「災害時における協力体制に関する

協定書」を平成 20(2008)年 2月に結んだ。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-8】越前市との災害時における協力体制に関する協定書

①【食育フェア】

越前市が行っている「食育フェア」は、越前市と JA 越前たけふが中心となり、越前

市の農産物を PR し地産地消の推進を図るとともに、食に関する知識や健全な食生活を

市民に広く啓発する推進事業として、これまで越前市の中央公園などの市街地を会場と

してきたが、平成 23(2011)年度より本学の大学祭との連動企画として本学を会場に同

日開催で行っている。

食育フェアは、管理栄養士養成施設となっている本学の健康栄養学科教員が委員長を

務め、地場産食材の販売や食材を使った料理の試食・体験、コンクールや作品展示など

さまざまなイベントを行っている。健康栄養学科としても、食と健康に関する実演や研
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究紹介等を行い、平成 24(2012)年度は、学生が各種コンクールに出展し、最優秀賞・

優秀賞など 4件の成果を上げた。また、多方面で活躍する食育のスペシャリストを講師

に招いた「食育講演会」を開催し、280 人の受講者があり好評を得た。

食育フェアを機会に、健康栄養学科と越前市および各種団体が連携し地元食材を生か

した新しいメニューを考えることで、今後の地元食材の販売拡大につながることが期待

され、食育フェア、大学祭とも新しい集客を得ることができ、本学にとっては大学をよ

り多くの地域の方々に理解してもらう良い機会となっている。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-12】平成 24 年度 越前市食育フェア ポスター

②【地元団体との連携】

学生が中心となって地域社会と協力関係を構築し、授業やゼミ活動として学生が主体

的に各種行事への参画や、地域貢献事業の企画・運営等を行っている。特に越前市内で

開かれる祭事は、祭事のスタッフとしてではなくイベント全体の企画・運営として参加

し、地域の諸団体と協働して行っている。「おもっせ祭り」や「味真野万葉まつり」な

どは、開学当初から関係者と協議を重ね、平成 15(2003)年度から 10 年間続けられてい

る。

◆越前市クリーンアップ大作戦

本学では、立地自治体である越前市の清掃活動に賛同し、毎年 5月に学生が企画して

いる「クリーンアップ大作戦」は、学生の自治組織「世灯会」を中心にサークルからの

有志を合わせ約 200 人以上の学生が参加し、大学周辺や最寄りの JR 武生駅前・商店街

周辺の清掃活動を行っている。この活動は平成 14(2002)年度から今年度まで 11年間続

けられている。

◆越前市多言語マップの制作

平成 23(2011)年度から平成 24(2012)年度にかけ、越前市の協働たねまる提案補助事

業において、異文化の理解促進を研究する学生団体が、越前市の魅力的な場所を巡るコ

ースや越前市在住の海外出身者によるガイドなどが盛り込まれ、日本語・英語・中国語・

ベトナム語・ポルトガル語・タガログ語の 6カ国による「越前市多言語マップ」を制作

した。越前市は工業地帯であるため、海外からの労働者が多く、さまざまな外国人に対

応できるよう越前市国際交流協会との連携で制作された。

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-13】学生による地元団体との連携活動実績

③【学生地域貢献活動】

平成 24(2012)年度より越前市が行っている「学生地域貢献活動等補助事業」は、大

学等の高等教育機関に籍を置く学生で構成されている団体が、越前市をフィールドとし

た地域振興活動や地域貢献活動を支援する補助事業である。

平成 24(2012)年度の事業参加数は 4 件で、中心市街地活性化の自主的活動や、越前
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市でのイベントを実施することで地域住民との交流を図る取り組み、また、越前市の風

習や家族構成など住民への調査による社会調査を実施する。

本学は本補助事業に積極的に参加し、今後も全学を挙げて補助事業に参加し、地域の

活性化につなげていきたい。

表 A-2-9 平成 24 年度 越前市学生地域貢献活動等補助事業 採択実績

No 事 業 名 学 科 指導教員

1 「シャッターアート」 コミュニケーション学科 金田 明彦

2 「“第 2のふるさと 越前市”」 コミュニケーション学科 八木 秀夫

3 「流しうどん ～親と子のふれあいの場の創造～」 コミュニケーション学科 八木 秀夫

4
「家族のふれあいの場の創出」-「縁日」について調

査する-
コミュニケーション学科 八木 秀夫

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-9】越前市学生地域貢献活動等補助事業ポスター

【越前市議会議員との懇談】

本学では、立地自治体である「越前市議会議員との懇談会」を開催し、本学の現況を

理解してもらうと同時に本学に対する要望や意見を聞く機会を設けている。

越前市とは、前述のような活動や、各種委員会、懇談会への教員の参加など、多くの

連携をしているが、市議会議員との接点は希薄であった。開学以来多くの補助・援助を

受けている越前市の議決機関であり、地域住民の代表である議員の意見を聞くことは本

学にとっても有意義であり間接的に本学の PRにも繋がることから、平成 19(2007)年度

より懇談会を開催している。

議員からは、本学の理事者・教員と懇談するだけでなく、学生と触れ合う機会を設け

るよう要望があるなど、積極的に取り組んでいる。

【武生商工会議所との連携】

大学と地元産業界との意見交換の場として武生商工会議所の異業種交流委員会を中

心とした「武生商工会議所との産学交流会」を開催し、意見交換会を行っている。

大学にとって学生の就職先である企業を確保することは重要であり、地元産業界との

懇談会で地元企業の情報を得られることは貴重な機会となっている。産業界としても、

懇談を通じて大学の持っている「知」を知ることによって、産学の連携に繋がることも

あり、相互のメリットがある場となっている。

【サテライトキャンパス】

越前市の中心市街地活性化に関する事業を連携協力して推進するため、大学のサテラ

イト教室および学生のサロンの場となるサテライトキャンパスの設置および管理運営

に関する協定を平成 20(2008)年 4 月に締結した。サテライトキャンパスは大学の最寄
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り駅で、越前市の中心市街地である JR 武生駅前に設置し、本学が管理・運営を行って

いる。

サテライトキャンパスでは、主に公開講座、授業・ゼミ活動、サークル活動などの学

生活動の他、学外の利用者に会議や研修の場として開放している。また、サテライトキ

ャンパスには越前市の活性化を果たす役割として本学の職員が常駐し、大学の地域連携

活動の窓口となるよう越前市や NPO 団体等と連携し、学生や地域の方に施設利用を促し

ている。

平成 23(2011)年度からはサテライトキャンパスにおいて公開講座の利用が多くなっ

たことから、全体の利用者数が大きく増加した。サテライトキャンパスで行う本学の授

業では、越前市の中心市街地に出て地域の問題を調査するなど、サテライトを拠点にし

た授業が行われている。また、これらの活動は、広報誌「サテライト通信」で紹介し、

学内外への周知に努めている。

表 A-2-10 サテライトキャンパス 利用者数(人)

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23年度 平成 24 年度

一般利用 414 256 200 753 614

大学利用 433 282 215 763 643

その他 523 226 460 1,055 1,061

計 1,370 764 875 2,571 2,318

表 A-2-11 平成 24 年度 サテライトキャンパス 活動内容別利用状況

No. 内 容 実施回数 備 考

1 公開講座 全 8 回 延べ 193 人参加

2 公開ゼミ・授業 全 15 回

3 学生活動 2回 クリーンアップ活動など

4 越前市との連携講座 2回

5 その他 全 43 回 各種研修・講座・会議等

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-10】大学サテライト教室・学生サロンの設置及び管理運営に関する協定書

・【資料 A-2-11】サテライトキャンパス案内

A-2-③ 教育現場との連携

【高大連携】

平成 22(2010)年度より健康栄養学科が高等学校との理科実験教育の推進のため、高

大連携講座を本学で開催している。地元の県立武生高等学校理数科の 1 年生を対象に、

生物化学系および食品栄養化学系の実験を行い、高校生にはより高い実験体験を提供し、

大学および健康栄養学科の学習成果を創出している。

【県内大学との連携】

  県内大学との連携は、福井県内の全ての高等教育機関で組織する「福井県大学連携リ
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ーグ」に参加している。前述にある「大学連携リーグ連携企画講座」や「ふくい総合学」

の他、各大学の教員の研究・技術レベルの向上を目的とした「連携研究の推進事業」、

他大学の学生等との交流を通じて学生の自主性、コミュニケーション能力、企画力等の

学力向上を目的とした「学生活動交流事業」等がある。

特に「連携研究の推進事業」では、平成 23(2011)年度から平成 24(2012)年度にかけ、

本学から 1件採択され、福井県の資源を使用し、県内の大学等の異なる組織に所属する

研究者が共同研究を行い、地域の行政機関、試験研究機関、産業界等と連携し研究を行

っている。

少子化の進展、国公私立大学等を通じた競争的環境の下で、県内の高等教育機関が連

携協力を行うことにより、「教育機能」「研究機能」「地域貢献機能」｢経営基盤｣の充実・

強化を図っている。

【カリフォルニア州立大学フラトン校との姉妹協定】

平成 13(2001)年度開学以来、本学学生による語学研修や教員交流を進めてきたカリ

フォルニア州立大学フラトン校と平成 17(2005)年 11 月に姉妹校提携をした。

コミュニケーション学科においては、フラトン校からの留学生の受け入れや、開学当

初よりフラトン校での「アメリカン･ランゲージ･プログラム(語学研修)」で短期留学を

修了し、本学での単位認定を得ている。また、同学科よりフラトン校の教員を招き、越

前市長への表敬訪問や本学教員・学生との交流会などを開催した。また、本学からも教

員がフラトン校に訪問し、姉妹都市友好協会幹部との交流も行っている。

こうした国際感覚を身に着けた学生を社会に送り出すことによって、学生が海外で多

様な価値観に触れ大きく成長し、地域社会に貢献している。

表 A-2-12 フラトン校での語学研修プログラム 参加実績

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

8週間プログラム 0 実施なし 5 3 6

2 週間プログラム 5 実施なし 4 2 6

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-14】カリフォルニア州立大学フラトン校(アメリカ合衆国・フラトン市)と

仁愛大学(日本・福井県)との学術文化交流及び協力に関する覚書

A-2-④ 教員の講師派遣等による人的資源の提供

本学は、学識経験者として自治体や各種団体等が設置している審議会・委員等への就

任や、教員の専門的な知見を活かして市民や各種団体等を対象とした学外講演会やセミ

ナー等、大学のもつ知的財産を活かした地域貢献を行っている。越前市の他、県内外よ

り多様な派遣要請・就任依頼があり、出来る限り幅広い地域からの要望に対応している。

平成 21(2009)年度からは、新たに人間生活学部の新設により、教員数の増加に伴い、
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さまざまな分野での講演会やセミナー講師等の依頼や委員委嘱があり、その数は年々増

加している。

表 A-2-13 学外各種委員会等委員への就任および学外講演会、セミナー等への講師派遣 (件)

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

各種委員会就任 26 48 44 33 47

講師派遣 53 179 139 131 182

※カウンセラー派遣は含んでいない

A-2-⑤ 附属施設・その他物的資源の提供

【附属図書館】

附属図書館では、閲覧を希望する地域住民（中学生以上）に施設・設備を開放してい

る。館内には、閲覧室、PCコーナー、視聴覚コーナー、グループ学習室などを設置し、

無線 LAN の利用が可能である。また、越前市立図書館と相互貸借協定を締結（平成

14(2002)年）し、「越前市立図書館利用カード」を所有する一般市民に資料貸出を行っ

ている。さらに、隣接する万葉中学校の図書館利用教育に協力するなど、地域との連携

活動を積極的に推進している。開館時間は、平日9時から 21 時 30 分、土曜が 9時から

18 時 30 分であり、特に平日については市立図書館の閉館後も利用できることなどから

利用者数は年々増加している。

表 A-2-14 附属図書館 学外者利用状況

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

入館者数 (人) 学外 1,030 1,409 1,455 1,455 1,393

17 時以降

利用者数 (人)
学外 427 531 631 702 520

館外貸出冊数

(冊)
学外 286 457 593 763 710

館外貸出人数

(人)
学外 138 284 302 335 279

福井県

相互協力

貸出
18冊

（12 人）

92 冊

（73人）

114 冊

（80 人）

122 冊

（85 人）

63 冊

（51 人）

借受 0冊 5冊 23 冊 28 冊 42 冊

越前市立図書館貸出
83冊

（34 人）

86 冊

（47人）

192 冊

（76 人）

261 冊

（107 人）

267 冊

（87 人）

※1.越前市市民を中心にした地域住民の人数（17：00以降利用者数は入館者数の内数）である。

※2.館外貸出冊数・人数の学外者は、卒業生、旧教職員、仁愛女子短期大学図書館・学生、本学

非常勤講師、他会社本学勤務者、越前市立図書館貸出、他図書館貸出の数字である。

※3.福井県相互協力業務の図書貸出受付の数字は館外貸出冊数の学外者の内数である。

※4.越前市立図書館貸出の数字は館外貸出冊数・人数の学外者の内数である。
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◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-15】越前市立図書館との相互貸借協定書

【附属心理臨床センター】

附属心理臨床センターの相談利用件数は、5年間の相談利用状況をみると、来談者数

は概ね 150 件台を推移しており、新規ケースと前年度からの継続ケースが半々の状況で

ある。また、面接（カウンセリング）の総回数は 1,090～1,444 回で、一人当たりの面

接回数は実際には事例によって異なるが、単純に割り返すと一人平均 7～9 回の来所と

なっている。

来談者の地域別状況をみると、越前市の利用者と当該市を除いた嶺北市町からの利用

者がそれぞれ 40～50％を占め、残りの 10％余は嶺南地区や県外からの利用となってい

て、地域の貴重なカウンセリング機関（資源）として寄与している。

表 A-2-15 附属心理臨床センターの相談件数

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

来
談
者
数

新  規 71 83 72 77 81

前年度
からの継続

78 93 83 80 73

計（件）
149

(78)
176
(79)

155
(69)

157
(60)

154
(57)

総面接回数（回） 1,350 1,274 1,090 1,165 1,444

※（ ）内の数値は、越前市からの来談者数（内数）を示す。

【英語教育センター】

英語教育センターは、平成 24(2012)年 4 月に開設し、全学生の英語コミュニケーシ

ョン能力の向上を目的とし、教育内容の質の向上を目指した支援をはじめ、英語検定試

験対策および語学留学希望学生への支援、地域連携教育等を実施している。

地域との関わりについては、英語教育に関連する招待講義や公開講座を企画・実施し、

地域のニーズに応えている。公開講座は、地域共創センターと連携し、英語教育や異文

化理解を深める講座を開講している。平成 24(2012)年度の公開講座には、周辺地域の

一般市民計 30人が受講した。

また、本センター主催による招待講義および企画は、原則的に本学学生を対象として

いるが、内容の性質により、他大学および本学周辺地域の国際交流機関等に対して周知

を行い、参加対象を広げている。さらに、地域連携教育という点から、他大学の語学関

連施設所属の教職員と相互交流を図り、講師招聘も実施している。平成 24 年度は、本

センター主催の招待講義および企画計 10 回のうち、他大学教員・同学生・一般市民は

計 15 人の参加があった。これは、本学学生を含めた全参加者の 6％を占めるものであ

る。平成 24 年度は、本センター開設初年度であり、手探りで地域連携のための関係を

創造していく中での数値としては、好スタートを切ったものといえる。
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表 A-2-16 英語教育センターの利用人数

平成 24 年度

E-Lounge 581

CALL 演習室 761

◇エビデンス集 資料編

・【資料 A-2-16】英語教育センター利用状況および招待講義・イベント実績

【大学施設開放等による物的資源の提供】

大学の物的資源として、運動場や体育館、学会や研修研修などの会場として大学施設

を開放し、地元のスポーツ少年団や団体等に対して、本学の教育研究活動や課外活動に

支障がない限り積極的に施設・設備の貸出を行っている。

表 A-2-17 大学施設の開放実績 (件)

平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24年度

運動場、体育館 56 130 109 76 62

講義室 10 14 47 41 48

その他 2 0 2 1 3

(3)A-2 の改善・向上方策(将来計画)

大学開学以来、建学の精神に基づき大学の持つ知識を地域に還元することを心がけて

きた。公開講座の開催や教員の各種委員への就任など「知」の提供に関する部分は一定

の評価を得られるところに来ていると思われる。しかし、地域が抱える課題を学生も含

め本学の課題として捉える｢地域協働｣としての働きは、多くの場合、教員や研究室が

個々に対応している状況で全学的取組みが少ない。

仁愛大学重点的運営指針にも掲げられている、地域共創センターの設置に伴う地元・

地域との共創・連携を推進していくため、大学全体の活動実績の把握に努めるとともに、

その周知を図り、大学全体で地域連携活動の一層の推進を図っていく。

［基準 Aの自己評価］

地域との共創・連携について、全体的には一定の評価をすることができる。特に、大学が

持つ「知」の提供にいては、評価することができる。

しかし、地域に立地する大学として「地域協働」の推進の必要性等に関しては、全学的に

学生に対して教育の面から浸透させていき、より深めていくことが必要である。
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【資料 2-2-13】
非常勤講師との懇談会、教育・保育関係者への授業公開に係る

報告文書

2-3．学修及び授業の支援

【資料 2-3-1】 仁愛大学ティーチングアシスタント規程(本文).pdf

【資料 2-3-2】 ヘルプデスク集計.pdf

【資料 2-3-3】 平成 24 年度教育懇談会資料

【資料 2-3-4】 学部・学科別の退学者数の推移 【表 2-4】と同じ

2-4．単位認定、卒業・修了認定等

【資料 2-4-1】 仁愛大学学則、仁愛大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ

【資料 2-4-2】 人間学部学生便覧 2013、 人間生活学生便覧 2013 各 pp.20-21 【資料 F-5】と同じ

【資料 2-4-3】
仁愛大学大学院人間学研究科臨床心理学専攻履修要項 2013

p.6
【資料 F-5】③ と同じ

【資料 2-4-4】 成績評価基準 【表 2-6】と同じ

【資料 2-4-5】 修得単位状況（前年度実績） 【表 2-7】と同じ

【資料 2-4-6】 年間履修登録単位数の上限と進級、卒業（修了）要件（単位数） 【表 2-8】と同じ

2-5．キャリアガイダンス

【資料 2-5-1】 仁愛大学キャリア支援センター規程.pdf

【資料 2-5-2】 仁愛大学キャリア支援センター運営委員会規程.pdf

【資料 2-5-3】 キャリア支援センター 就職情報 2013.pdf

【資料 2-5-4】 卒業生調査 2011 年概要.pdf

【資料 2-5-5】 卒業生調査 2011 年基礎集計表.pdf

【資料 2-5-6】 就職相談室等の利用状況 【表 2－9】と同じ

【資料 2-5-7】 就職の状況（過去 3 年間） 【表 2－10】と同じ

【資料 2-5-8】 卒業後の進路先の状況（前年度実績） 【表 2－11】と同じ

2-6．教育目的の達成状況の評価とフィードバック

【資料 2-6-1】 平成 24 年度仁愛大学 FD 推進活動報告書

【資料 2-6-2】 仁愛大学 FD 推進活動報告書（平成 19 年度版）

【資料 2-6-3】 平成 19 年度 FD 推進委員会活動

【資料 2-6-4】 授業評価調査用紙.pdf

【資料 2-6-5】 中間アンケート.pdf

2-7．学生サービス

【資料 2-7-1】 学生生活委員会規程.pdf

【資料 2-7-2】 仁愛大学学生相談室規程.pdf

【資料 2-7-3】 仁愛大学学生相談委員会規程.pdf

【資料 2-7-4】 仁愛大学応急奨学金規程(本文).pdf

【資料 2-7-5】 仁愛大学世灯奨学金規程(本文).pdf

【資料 2-7-6】 福井仁愛学園後援会留学経費貸付規程(本文).pdf

【資料 2-7-7】 学生相談室、医務室等の利用状況 【表 2－12】と同じ
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【資料 2-7-8】
大学独自の奨学金給付・貸与状況（授業料免除制度）（前年度

実績）
【表 2－13】と同じ

【資料 2-7-9】 学生の課外活動への支援状況（前年度実績） 【表 2－14】と同じ

【資料 2-7-10】
学校法人福井仁愛学園におけるハラスメントの防止等に関する

指針

2-8．教員の配置・職能開発等

【資料 2-8-1】 仁愛大学教員組織表

【資料 2-8-2】 仁愛大学学部教員選考規程

【資料 2-8-3】 仁愛大学教員選考規準

【資料 2-8-4】 専任教員の学部研究科ごとの年齢別構成 【表 2-15】と同じ

【資料 2-8-5】 平成 24 年度仁愛大学 FD 推進活動報告書 【資料 2-6-1】と同じ

【資料 2-8-6】 教育課程委員会規程

【資料 2-8-7】 仁愛大学学部教務委員会規程

【資料 2-8-8】 仁愛大学共通教育専門委員会規程

【資料 2-8-9】 仁愛大学英語教育センター規程

2-9．教育環境の整備

【資料 2-9-1】
人間学部学生便覧 2013 pp.60-68(施設案内)、

(学内案内図)pp.104-106
【資料 F-5】①と同じ

【資料 2-9-2】
人間生活学部学生便覧 2013 pp.82-90(施設案内)、

(学内案内図)pp.126-128
【資料 F-5】②と同じ

【資料 2-9-3】 平成 24 年度 受講人数一覧表(履修人数一覧表)

基準 3．経営・管理と財務

基準項目
備考

コード 該当する資料及び該当ページ

3-1．経営の規律と誠実性

【資料 3-1-1】 学校法人福井仁愛学園 寄附行為 【資料 F-1】と同じ

【資料 3-1-2】 学校法人福井仁愛学園 組織規程

【資料 3-1-3】 仁愛大学 就業規則

【資料 3-1-4】 平成 24 年度理事・監事・評議員名簿及び理事会、評議員会の開

催状況
【資料 F-10】と同じ

【資料 3-1-5】 学校法人福井仁愛学園 中長期計画 【資料 1-3-13】と同じ

【資料 3-1-6】 学校法人福井仁愛学園 中長期計画推進委員会等関連会議一覧

【資料 3-1-7】 仁愛大学 平成 25年度事業計画 【資料 F-6】と同じ

【資料 3-1-8】 仁愛大学 平成 24年度事業報告 【資料 F-7】と同じ

【資料 3-1-9】 学校法人福井仁愛学園 公益通報等に関する規程

【資料 3-1-10】 夏のエコスタイルの取組みの協力依頼について（学長通知）

【資料 3-1-11】 節電への協力について（学生部長通知他）

【資料 3-1-12】 学校法人福井仁愛学園 個人情報の保護に関する基本ポリシー

【資料 3-1-13】 学校法人福井仁愛学園 個人情報の保護に関する規程
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【資料 3-1-14】 仁愛大学個人情報の保護に関する規則

【資料 3-1-15】 学校法人福井仁愛学園におけるハラスメント防止等に関する指

針

【資料 3-1-16】 仁愛大学におけるハラスメントの防止等に関するガイドライン

【資料 3-1-17】 仁愛大学学舎等管理規程

【資料 3-1-18】 仁愛大学消防計画規程

【資料 3-1-19】 平成 24 年度教職員防災訓練の実施について（学長通知）

【資料 3-1-20】 仁愛大学 HP http://www.jindai.ac.jp/about/disclosure.html

【資料 3-1-21】 仁愛大学 HP http://www.jindai.ac.jp/about/financial.html

3-2．理事会の機能

【資料 3-2-1】 学校法人福井仁愛学園 寄附行為 【資料 F-1】と同じ

【資料 3-2-2】 平成 24 年度理事・監事・評議員名簿及び理事会、評議員会の開

催状況
【資料 F-10】と同じ

【資料 3-2-3】 学校法人福井仁愛学園 理事会会議規則

3-3．大学の意思決定の仕組み及び学長のリーダーシップ

【資料 3-3-1】 仁愛大学学則 【資料 F-3】と同じ

【資料 3-3-2】 仁愛大学評議会規程

【資料 3-3-3】 仁愛大学教授会規程

【資料 3-3-4】 仁愛大学大学院学則 【資料 F-3】と同じ

【資料 3-3-5】 仁愛大学大学院研究科会議規程

【資料 3-3-6】 平成 25 年度仁愛大学運営組織図

【資料 3-3-7】 仁愛大学自己点検・評価規程 【資料 1-2-4】と同じ

【資料 3-3-8】 仁愛大学入試広報委員会規程

【資料 3-3-9】 仁愛大学総合企画室規程

3-4．コミュニケーションとガバナンス

【資料 3-4-1】
平成 24 年度理事・監事・評議員名簿及び理事会、評議員会の開

催状況
【資料 F-10】と同じ

【資料 3-4-2】 仁愛大学運営協議会規程

【資料 3-4-3】 学校法人福井仁愛学園 学園総合連絡会議及び学園企画調整会

議設置要綱

【資料 3-4-4】 学校法人福井仁愛学園 寄附行為 【資料 F-1】と同じ

【資料 3-4-5】 平成 24 年度理事・監事・評議員名簿及び理事会、評議員会の開

催状況
【資料 F-10】と同じ

【資料 3-4-6】 平成 24 年度仁愛大学における監事監査実施記録

【資料 3-4-7】 学校法人福井仁愛学園 稟議規程

3-5．業務執行体制の機能性

【資料 3-5-1】 学校法人福井仁愛学園組織規程 【資料 3-1-2】と同じ

【資料 3-5-2】 仁愛大学組織規程

【資料 3-5-3】 仁愛大学事務組織及び事務分掌規程
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【資料 3-5-4】 組織・事務分掌に関する調査、人事異動に関する調査

【資料 3-5-5】 勤務に関する自己申告書

【資料 3-5-6】 仁愛大学 平成 25年度事業計画 【資料 F-6】と同じ

【資料 3-5-7】 仁愛大学 平成 24年度事業報告 【資料 F-7】と同じ

【資料 3-5-8】 SD 研修会実績（過去 5年間）

3-6．財務基盤と収支

【資料 3-6-1】 中長期・財政計画

【資料 3-6-2】 平成 25 年度予算編成方針（理事長通知）

【資料 3-6-3】 計算書類（平成 20年度～平成 24 年度）

【資料 3-6-4】 平成 25 年度予算書

【資料 3-6-5】 仁愛大学における外部資金の獲得状況（過去 5 年間）

【資料 3-6-6】 科学研究費補助事業の申請・採択状況（過去 5 年間）

3-7．会計

【資料 3-7-1】 平成 24 年度公認会計士監査報告書

【資料 3-7-2】 平成 24 年度監査報告書

【資料 3-7-3】 学校法人福井仁愛学園寄附行為 【資料 F-1】と同じ

基準 4．自己点検・評価

基準項目
備考

コード 該当する資料及び該当ページ

4-1．自己点検・評価の適切性

【資料 4-1-1】 平成 13 年度 仁愛大学運営組織図

【資料 4-1-2】 仁愛大学の現況

【資料 4-1-3】 仁愛大学参与会規程

【資料 4-1-4】 仁愛大学自己点検・評価規程 【資料 1-2-4】と同じ

【資料 4-1-5】 25 年度自己評価作成担当部局・担当課一覧.xls

【資料 4-1-6】 仁愛大学自己評価報告書

4-2．自己点検・評価の誠実性

【資料 4-2-1】 仁愛大学入試結果

【資料 4-2-2】 仁愛大学 FD 推進活動報告書

【資料 4-2-3】 学生生活実態調査

【資料 4-2-4】 保護者対象教育懇談会実施要項

【資料 4-2-5】 卒業生の進路状況について

【資料 4-2-6】 3 年生の保護者のための就職活動セミナー実施要項

【資料 4-2-7】 福井仁愛学園決算概要

【資料 4-2-8】
仁愛大学 HP 情報公開のページ

http://www.jindai.ac.jp/about/disclosure.html
【資料 3-1-19】と同じ

【資料 4-2-9】 自己評価報告書 配付先一覧
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4-3．自己点検・評価の有効性

【資料 4-3-1】 仁愛大学自己点検・評価規程 【資料 1-2-4】と同じ

基準 A．地域社会との連携

基準項目
備考

コード 該当する資料及び該当ページ

A-1．地域社会との連携

【資料 A-1-1】 越前市と仁愛大学との連携に関する協定書

【資料 A-1-2】 仁愛大学 学則 【資料 F-3】と同じ

【資料 A-1-3】 仁愛大学 重点的運営指針

【資料 A-1-4】 仁愛大学 運営組織図 【資料 3-3-6】と同じ

【資料 A-1-5】 仁愛大学地域共創センター規程

【資料 A-1-6】 仁愛大学地域共創センター運営委員会規程

A-2．地域との連携・地域への貢献の具体的取り組み

【資料 A-2-1】 平成 24 年度 公開講座内容および受講者数

【資料 A-2-2】 2012 年度 大学連携リーグ連携企画講座のご案内(前期・後期)

【資料 A-2-3】 2012 年度 ふくい総合学ポスター

【資料 A-2-4】 平成 24 年度 福井県生涯学習 大学開放講座ポスター

【資料 A-2-5】 平成 24 年度 仁愛大学教育講演会 ポスター

【資料 A-2-6】 平成 24 年度 教員免許状更新講習 受講者募集要項

【資料 A-2-7】 越前市と仁愛大学との連携に関する協定書

【資料 A-2-8】 越前市との災害時における協力体制に関する協定書

【資料 A-2-9】 越前市学生地域貢献活動等補助事業ポスター

【資料 A-2-10】 大学サテライト教室・学生サロンの設置及び管理運営に関する

協定書

【資料 A-2-11】 サテライトキャンパス案内

【資料 A-2-12】 平成 24 年度 越前市食育フェア ポスター

【資料 A-2-13】 学生による地元団体との連携活動実績

【資料 A-2-14】 カリフォルニア州立大学フラトン校(アメリカ合衆国・フラトン

市)と仁愛大学(日本・福井県)との学術文化交流及び協力に関す

る覚書

【資料 A-2-15】 越前市立図書館との相互貸借協定書

【資料 A-2-16】 英語教育センター利用状況および招待講義・イベント実績
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